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【巻頭言】消費税、租税法律主義のグローカルな展開を考える

　消費税は、安定した税収は得られるものの、

逆進性の強い税である。消費税のあり方は、

インフレが進む経済下、目下の重い国民的な

課題の１つである。25 年 7 月に実施された

参院選では、現金給付か消費税減税かで争わ

れた。とりわけ消費税減税については、現行

の軽減税率の引下げ、飲食料品へのゼロ税率

の適用、軽減税率の廃止・標準税率への一本

化／引下げなどが選択的争点になった。

　その裏では、普通国債の残高は１千兆円を

超える。現金給付か消費減税か、国債頼りの

大盤振る舞いの議論が続く。財政悪化はどこ

吹く風だ。

　一般に増税、減税という場合には、課税ベ

ースや税率、各種控除額などの上げ下げを指

す。だが、税務の第一線では、課税庁が、税

務調査や徴収の強化で、増税をはかること（増

差）が多い。いわば「隠れ増税」だ。源泉徴

収と年末調整で、確定申告が要らない給与所

得者には、見えにくい増税である。法人税や

消費税など国税の滞納が増え、１兆円規模の

高水準だという。企業の資金繰りが悪化して

いるからだろう。滞納の一掃、隠れ増税の嵐

はますます強まりそうな気配である。消費税

のインボイス制度（適格請求書等保存方式）

導入で、消費税納税で苦しむ中小零細事業者

が一番のターゲットになりそうである。政府

は、インボイス制度導入で、機械的に 2,480

億円（平年度）の増税と試算している。実際

はもっと増税になるのではないか。

　EU は、消費税／付加価値税（VAT）では

導入当初からインボイス制度を採用する。そ

して、事業者に消費税（VAT）の仕入税額

控 除 権（rights to deduct input tax） を

法認している。これは、消費税／付加価値税

（VAT）が、取引高税（turnover tax）とは

違うことの証でもあるという。仮に事業者に

よるインボイスの保存が十分でないとする。

この場合でも取引があったこと証明できれ

ば、事業者には仕入税額控除が認められる。

EU 加盟各国の課税庁や EU の裁判所（ECJ）

も、悪質な脱税は別として、事業者の仕入税

額控除権を大事にする税務が常識のようだ。

　わが国では、以前は、仕入税額控除の要件

が、「帳簿又は請求書等の保存」であった。

その後、「帳簿及び請求書等の保存」に転換

した。インボイス制度導入後も、「及び」の

要件が維持されている。つまり、事業納税者

には、仕入税額控除権を法認していない。ま

た、税務行政の現場では、この過重な要件で、

仕入税額控除否認で事業者の脅しをかける作

法が一般化している。

　仕入税額控除を権利として認めるのは、仕

向地主義（消費地課税主義）の下、輸出免税・

ゼロ税率（export zero-rating）適用で棚

ぼた利益を得ている大企業をますます太らせ

ることにつながる。だから賛成しかねる、と

の声もある。それに、廃止されるべき悪税で

ある消費税の延命に手を貸すことにつなが

る。だから「仕入税額控除権」は要らない、

との意見だ。

　だが、一方では消費税廃止は現実的でない、

あるいは至難、との声もある。現実的対応を

重視するとすれば、事業者に仕入税額控除権

を認めるのは妥当ではないか。

　カナダの GST、それからオーストラリア

の GST では、「輸出ゼロ税率」に加え、「国

内 ゼ ロ 税 率（domestic zero-rating）」 を

導入している。例えば、オーストラリアの場

合、基礎的飲食料品はゼロ税率である。医療

サービスもゼロ税率だ。カナダも医療サービ

スなどはゼロ税率だ。オーストラリアの場合、

消費税、 租税法律主義の消費税、 租税法律主義の
グローカルな展開を考えるグローカルな展開を考える
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【巻頭言】消費税、租税法律主義のグローカルな展開を考える

10％の標準税率一本で、軽減税率は導入し

ていない。国内ゼロ税率か非課税に誘導する

政策を取っている。

　一方、ニュージーランド（NZ）の GST で

は、標準税率で一本化（導入時 10％、現在

15％）している。NZ の野党からは、基礎

的飲食料品へのゼロ税率適用の提案がされて

いる。隣国オーストラリアに倣おうというわ

けである。標準税率一本化策は、税制の簡素

や課税ベースの侵食は防げる。しかし、GST

税率の引上げがあれば、逆進性がもろに出て

くるわけである。NZ の消費者は基礎的な飲

食料品 15％で、悲鳴をあげている。

　一方、オーストラリアの GST では、基礎

的飲食料品はゼロ税率である。消費者は野菜

などを購入しても消費税の負担はない。また、

売り手の事業者は、ゼロ％での課税だから、

仕入にかかった税額は控除・還付してもらえ

る。もちろん、インボイス制度の下、登録事

業者でないと仕入にかかった GST の控除・

還付を受けることはできないが。

　こう見ると「ゼロ税率を輸出依存型大企業

優遇のツールだ」と考えてしまうのには疑問

符がつく。国内ゼロ税率という政策選択もあ

るからだ。オーストラリアでは、公的医療サ

ービスは、ゼロ税率だ。非課税ではない。だ

から、患者には GST 負担はない。一方、医

療機関は、仕入にかかった GST を控除でき

る。非課税のわが国と比べると、古くなった

医療機関の建替えなども容易だ。

　石村論文では、EU に倣い、わが国でも仕

入税額控除を事業者の権利として法認すべき

だと説く。これは、零細事業者などの生業の

権利を保護することが狙いだと思う。また、

基礎的な飲食料品への軽減税率よりは国内ゼ

ロ税率の導入なども視野に入れて、仕入税額

控除権を議論されているのではないか。軽減

税率の廃止・標準税率への一本化／引下げ（一

律 5％）案は一見合理的に見える。だが、消

費税廃止が正夢にならない時のリスクを考え

ておかないといけない。ズルズル税率が引

き上げられた場合にはどうなるのだろうか。

NZ のような基礎的な食料品への消費税負担

（現在 15％）が許容限度を超えるのは何とし

てでも避けたいところだ。

　石村論文によると、ドイツの租税法律主義

（tax legality principle/der Grundsatz der 

Gesetzmäßigkeit der Besteuerung）論は、

久しく、地域言語であるドイツ語で独自の展

開を見てきたという。しかし、いまやドイツ

は、EU の核となるメンバー国である。課税の

公平原則（equality principle of taxation/

Gleichmäßigkeit der Besteuerung） を 大

事する EU 租税法の理論に軸足を移して展開

せざるを得ない状態にあるという。

　EU は、経済の強靭化を目指す。EU 域内

では、ドイツをはじめとした加盟国の租税法、

租税法律主義論が共通化に向かっている。一

方、経済大国のアメリカでは、自国ファース

トのトップが出現した。内向きの租税法、大

統領令（Presidential Directives）主導の

租税法律主義論が独り歩き傾向を強めてい

る。欧米における「租税法律主義論の二極化」

を認識せざるを得ない。

　わが国の税金に関する法律は、外国から強

い影響を受けて発達してきた。経済のグロー

バル化に伴い、OECD などの国際租税政策

を国内税法に取り込んできた。憲法 84 条を

基軸とする租税法律主義論も例外ではない。

さまざまな外国の理論を採り入れて、島国で

独自の発展をしてきている。

　ただ、石村代表によると、わが国の租税法

律主義論では、さまざまな原理がてんこ盛り

で、メルティングポットのような状況にある

とのことだ。日本語のような地域言語で構築

された租税法律主義論がグローバルに通用す

るのか真剣に再考しないといけない時期にき

ている、という。世界に向けて発信できない

ような「和製の租税法律主義ファースト論」

は問題だという。鎖国大好きのポピュリスト

のプロパガンダと間違えられかねないとい

う。デジタル化にも英語対応にも遅れがちな

わが国の税の研究者や実務家の内向き志向を

変えるのは至難である。

　  国民税制研究所（（JTIJTI ））事務局長事務局長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 辻村祥造辻村祥造（税理士）

　  2025 年 12 月 28 日
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【論説】EU 付加価値税における事業者の仕入税額控除権の分析

■プロローグ

・�消費型の付加価値税（VAT ／ GST）と取引

高税（turnover tax）との大きな違いは、仕

入税額控除（前段階控除）が認められるか否

かである。

・�わが国消費税のインボイス（適格請求書等保存）

制度が始まった。外観は、EU で採用されてい

るインボイス制度と同じになった。インボイ

ス制度とは、基本的には、インボイスの保存

でもって仕入税額控除を認める仕組みを指す。

・ �EU の付加価値税は、事業者に「仕入税額控

除権（right to deduct input tax）」を法認

する租税である。すなわち、仕入税額控除を

することは、事業者の権利（請求権）である。

EU のインボイス制度のもとでの仕入税額控除

要件は、実質的に「インボイス又は（or）他

の資料の保存」である。言いかえると、EUでは、

課税事業者が保存するインボイスの記載内容

に不備があっても、その他の資料で証明できれ

ば、事業者は仕入税額控除ができる。インボイ

スを紛失した場合も、基本的には同じである。

・�EU のインボイス制度を盛り込んだ付加価値

税指令（EU 第 6 次付加価値税指令）では、

VAT の「中立性原則（the principle of tax 

neutrality for VAT　taxpayers）」に基づき、

仕入税額控除を事業者の請求権とし、加盟国

政府に対して、国内 VAT 税法の執行におい

て「仕入で負担した税額が事業者のコスト（負

担）とならない」ように義務づける。言いか

えると、EU の VAT における事業者の仕入税

額控除権は、事業者の「基本権（fundamental 

right）」である。その権利行使の要件は、原

則として「事業目的での仕入と売上があれば

充たされる」という考え方である。したがって、

インボイスの記載内容に不備があっても、事

業者が他の資料等で証明できれば、インボイ

スの不備は治癒される。

・�これに対して、わが国ではインボイス制度へ

の転換後も、仕入税額控除要件は、帳簿方

式時代の法制をそのまま引き継ぎ「帳簿及び

（and）インボイス（適格請求書等）の保存」

である。これまでの帳簿方式のもとでも、帳

簿記載の不備などを理由に仕入税額控除を否

認した課税処分も多く、そうした課税処分を

容認する裁判例も少なくない。

・�こうした課税処分や裁判例が続出する背景に

は、わが国の消費税法において、仕入税額控

除が課税事業者の単なる義務なのか、それと

も、EU のように、仕入税額控除が課税事業者

の権利（請求権）なのかが明定されていない

ことがある。

・�わが国は帳簿方式からインボイス方式に転換

した。にもかかわらず、過重な「帳簿＋イン

ボイスの保存」要件を続けていることの是非

が問われないといけない。このように、一方

的に事業者の受忍義務を強化し、VAT におけ

る事業者の仕入税額控除権を侵害し続ける法

制や課税実務が、租税法律主義（tax legality 

principle）とぶつかり、法令違憲（facially 

unconstitutional）や適用違憲（as applied 

unconstitutional）にならないのかも問われる。

・�VAT で、わが国と EU と間には、もう１つの

異なる現象がある。それは、EUでは「VATの

租税回避スキーム」がかなり頻繁化しているこ

とである。その対応に、欧州司法裁判所（ECJ ／

CJEU）や加盟国の審判所や裁判所が、各種不

文の濫用（禁止）の法理【「法の不正利用（misuse 

of law）」、「権利の濫用（abuse of rights）」、「法

の濫用（abuse of law）」、「濫用的な行為の禁

止 原 則（principle of prohibiting abusive 

practices）」など】を法源／典拠に、VAT 租

税回避（tax avoidance）や脱税（tax fraud）

に対応する姿勢を強めていることである。

EUEU 付加価値税における事業者の仕入税額控除権の分析付加価値税における事業者の仕入税額控除権の分析●
論
説
●

石 村 耕 治 （（        代表・白鷗大学名誉教授））J T IJ T I

EU の租税法律主義の〝見える化〟も射程にEU の租税法律主義の〝見える化〟も射程に



・ �にもかかわらず、欧州やイギリスの税法学研

究では、事業者のVAT仕入税額控除権を侵害

しかねない不文の濫用（禁止）の法理などの

積極的な適用、さらには一般的租税回避否認

規 定（general tax avoidance provision）

の創設には依然慎重論が根強い。租税法律主

義（tax legality principle/legal certainty 

pr inc ip le / leg i t imate  expec ta t ion 

principle）の原則を大事にし、議論を展開し

ないといけないとする傾向が強い。

・�その背景には、一般に各国の司法は、久し

く〝課税問題は人権問題である〟とのスタン

スで、租税法律主義のルールに基づき、税法

の「厳格解釈・文理解釈（strict & literal 

construction）」の伝統を維持してきている

ことがある。

・�こうした司法の態度に業を煮やした行政府や立法

府が一般的租税回避否認規定を設け、司法の取

り込みを狙うというパターンがあるからである。

・�加えて、こうした時代の流れに歩調を合わせ、欧

州司法裁判所（ECJ ／ CJEU）も、各種不文の

濫用（禁止）の法理（不文の法源・典拠）を使い、

大がかりな VAT 租税回避（tax avoidance）

や脱税（tax fraud）に対応する姿勢を強めて

いる事情もある。

・�この点、わが国の政府系税法研究者の多くは、

各国の租税法律主義の究明は後回しにし、も

っぱら諸国の不文の濫用（禁止）の法理（不

文の法源・典拠）や一般的租税回避否認規定

の究明を優先させる姿勢が目立つ。なかには、

先進諸国のうち、一般的租税回避否認規定を

導入していないのは日本だけとか、政府に塩

を送ることに熱をあげる税法研究者までいる。

・�この背景には、財務を扱う役人が〝権利〟と

いう言葉を嫌い、それに政府系税法研究者が

呼応する姿勢があるのではないか。

・�また、わが国の「租税法律主義論」が、島国

で独自の展開をし「固有種」化しているのも

一因かも知れない。EU をはじめとした世界

各国の租税法律主義をグローバルに究明しな

いといけない時期に入っているのではないか。

裁判例や論文等を検索する作業が急がれる。

・ �そこで、今回のレクでは、EUの租税法律主義

の〝見える化〟も射程に含めて、EUの事業者

の仕入税額控除権について、次の①と②の観

点から分析・報告する。

・�あわせて、わが国での VAT インボイス制度の

もとでの事業者の仕入税額控除権保障のあり

方を点検してみる。

4 国民税制研究　№ 11（2025） 

【論説】EU 付加価値税における事業者の仕入税額控除権の分析

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② VAT の租税回避と不文の法源の展開 

EU 司法は、判例法、不文の法源として、

「法の不正利用（misuse of law）」、「権利の

濫用（abuse of rights）」、「法の濫用（abuse 

of law ） 」 、 「濫用的な行為の禁止原則

（principle of prohibiting abusive practices）」

のようなルール（以下「濫用（禁止）の法理」）

を採り入れている。VAT の租税回避／逋脱

があると推認される場合、EU 司法は、こうし

たルールを用いて、納税者の仕入税額控除

権（請求権）を否認することもあり得る。租税

法律主義との関係はどうなるのか？ 

・租税法律主義（tax legality 

principle） 

・ 法的安定性原則 （ legal 

certainty principle） 

・予測可能性原則（legitimate 

expectation principle） 

・VAT 中立性原則 

（VAT neutrality principle） 

・その他の原則 

① インボイスの不存在、記載内容不備の

場合に、その他の資料による事業者等

の証明による治癒の条件、事例分析 

  

広義の租税法律主義 

狭義の租税法律主義 

　　　　
≪コンテンツ≫≪コンテンツ≫

■　プロローグ■　プロローグ

I　�VAT ／ GST の所在～ VAT ／ GST のI　�VAT ／ GST の所在～ VAT ／ GST の
基礎知識基礎知識

　１　EUの統治機構の紹介　１　EUの統治機構の紹介

　２　租税事件を扱うEUの裁判所　２　租税事件を扱うEUの裁判所

　（１）欧州司法裁判所（ECJ ／ CJEU）　（１）欧州司法裁判所（ECJ ／ CJEU）

　　　　❶�❶�先決判断（先行判断）制度（References 先決判断（先行判断）制度（References 
for preliminary rulings）（TFEU267for preliminary rulings）（TFEU267
条／ TEU19 条）条／ TEU19 条）

　　　　❷❷直接訴訟直接訴訟

　（２）欧州人権裁判所（ECtHR）　（２）欧州人権裁判所（ECtHR）
　　　　�『ファクトシート：課税と欧州人権裁　　　　�『ファクトシート：課税と欧州人権裁

判所』の概要判所』の概要

　３　�EU の付加価値税（VAT）制上の「仕　３　�EU の付加価値税（VAT）制上の「仕
入税額控除権」の所在入税額控除権」の所在

　　　　　　≪EUのVAT 指令の変遷≫≪EUのVAT 指令の変遷≫

　　　　❶ �❶ �1977 年第 6 次付加価値税指令【77 年1977 年第 6 次付加価値税指令【77 年
VAT 指令】VAT 指令】

　　❷ �　　❷ �2001 年 VAT インボイス指令【20012001 年 VAT インボイス指令【2001
年電子インボイス指令】年電子インボイス指令】

　　❸　　❸2006年改正VAT指令【現行VAT指令】2006年改正VAT指令【現行VAT指令】
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I　�VAT ／ GST の所在～ VAT ／ GST の
基礎知識

　わが国の「消費税」は、消費型の付加価値税で

あり、間接税に分類される。また、一般消費税

（broad based consumption tax）であるとい

う意味では、個別消費税（excises）とは異なる。

多段階型（multiple-stage）の一般消費税である

という意味では、小売売上税（retail sales tax）

のような単段階型（single-stage）の一般消費税

とも異なる。消費型の付加価値税（VAT=value 

added tax）は、ヨーロッパが誕生の地である。

その後、瞬く間にグローバルな採用をみせた。付

加価値税（VAT）は、ヨーロッパ以外の諸国では、

物品サービス税（GST=Goods and Services 

Tax）とも呼ばれる。

　租税理論上、主な課税ベース（tax base ／

taxable base）、つまり「税を課す対象」または「担

税力（税を負担する能力）を測る基準」は、大き

く「所得（income）」、「資産（property）」およ

び「消費（consumption）」がある。消費を課税ベー

スとする租税はさまざまある。わが国の「消費税」

をはじめとして「消費型の付加価値税（VAT）の

所在」は次頁【表 1】 【表 1】 ��のとおりである。

　付加価値税（VAT）は、累積排除型の租税であ

るという意味では、累積型の取引高税（turnover 

tax ／ gross receipts tax）とは異なる。わが国

の消費税では久しく、累積排除／前段階控除／仕

入税額控除を、帳簿または／および請求書等の保

存を条件とする、いわゆる「帳簿方式」の付加

　　　　　（１）�〝中立原則〟に基づき 77 年 VAT 指　（１）�〝中立原則〟に基づき 77 年 VAT 指
令が規定する「仕入税額控除権」とは令が規定する「仕入税額控除権」とは

　（２）�2001 年 VAT インボイス［電子イン　（２）�2001 年 VAT インボイス［電子イン
ボイス］指令ボイス］指令

　（３）�2006年改正VAT指令が規定する「仕　（３）�2006年改正VAT指令が規定する「仕
入税額控除権」とは入税額控除権」とは

　（４）�2006 年 VAT 指令でのインボイス記　（４）�2006 年 VAT 指令でのインボイス記
載事項載事項

II　�仕入税額控除権に関する欧州司法裁判II　�仕入税額控除権に関する欧州司法裁判
所（ECJ ／ CJEU）の先決判断の分析所（ECJ ／ CJEU）の先決判断の分析

　１　�インボイスの保存がない、あっても記　１　�インボイスの保存がない、あっても記
載内容の不備の事例の分析載内容の不備の事例の分析

　２　�EU の VAT 仕入税額控除権の根拠　　２　�EU の VAT 仕入税額控除権の根拠　
～ EU の VAT では、仕入税額控除は～ EU の VAT では、仕入税額控除は
事業者の権利（請求権）事業者の権利（請求権）

III　 �インボイスの不備・不存在めぐるECJIII　 �インボイスの不備・不存在めぐるECJ
／ CJEUの先決判断の個別分析／CJEUの先決判断の個別分析

　１　�EU 加盟国でのインボイスの不備・不　１　�EU 加盟国でのインボイスの不備・不
存在を理由とする仕入税額控除権をめ存在を理由とする仕入税額控除権をめ
ぐるECJの先決判断の動向ぐるECJの先決判断の動向

　２　�イギリス（UK）でのインボイスの不備・　２　�イギリス（UK）でのインボイスの不備・
不存在を理由とする仕入税額控除権取不存在を理由とする仕入税額控除権取
扱いの動向扱いの動向

　3　�HMRCのVAT運営指針・VIT31200　3　�HMRCのVAT運営指針・VIT31200

［仕入税額の取扱方：仕入税額を請求す［仕入税額の取扱方：仕入税額を請求す

る場合に認められる代替的証明］ を読むる場合に認められる代替的証明］ を読む

IV　�EU の租税法律主義のもとでの VATIV　�EU の租税法律主義のもとでの VAT
の租税回避防止のための不文の法源のの租税回避防止のための不文の法源の
展開展開

　１　�UK・ハリファックス他（Halifax）事　１　�UK・ハリファックス他（Halifax）事
件［VAT の租税回避先例］を読む件［VAT の租税回避先例］を読む

≪EUを離脱したUKのVAT の所在、VAT≪ EUを離脱したUKのVAT の所在、VAT
法制、VAT 争訟過程≫法制、VAT 争訟過程≫

　（１）�VAT の租税回避に適用される不文の　（１）�VAT の租税回避に適用される不文の
濫用の法理の分析濫用の法理の分析

　（２）�租税法律主義と租税回避防止のための　（２）�租税法律主義と租税回避防止のための
不文の濫用の法理の所在不文の濫用の法理の所在

　（３）�VAT で、EU とわが国と間に存在す　（３）�VAT で、EU とわが国と間に存在す
る大きな認識の違いる大きな認識の違い

　２　�EU 加盟国の租税法律主義と VAT 仕　２　�EU 加盟国の租税法律主義と VAT 仕
入税額控除権の所在入税額控除権の所在

　（１）�EU その他世界の主要国での租税法律　（１）�EU その他世界の主要国での租税法律
主義の展開主義の展開

　（２）�EU の租税法律主義のもとでの不文の　（２）�EU の租税法律主義のもとでの不文の
法源の所在法源の所在

　３　�EU 司法裁判所（ECJ ／ CJEU）の　３　�EU 司法裁判所（ECJ ／ CJEU）の
VAT 関連先決判断（裁判例）に見るVAT 関連先決判断（裁判例）に見る
租税法律主義の展開～ハリファックス租税法律主義の展開～ハリファックス
他（Halifax）事件後の展開他（Halifax）事件後の展開

　４　�小括：EU における VAT の仕入税額　４　�小括：EU における VAT の仕入税額
控除権と租税法律主義の展開控除権と租税法律主義の展開  

■　むすびにかえて■　むすびにかえて
　　～ �VAT インボイス制度のもとでの事業　　～ �VAT インボイス制度のもとでの事業

者の仕入税額控除権保障のあり方者の仕入税額控除権保障のあり方
　【参考文献】　【参考文献】

（Public use）（Public use）



価値税（books-of-accounts credit-method ／ 

subtraction method VAT）を採用してきた。

この点では、前段階控除／仕入税額控除を税額

票（タックスインボイス／ tax invoice）の保存

を条件に認める諸国の付加価値税（tax-invoice 

credit method VAT）とは異っていた［2023

年 10 月からタックスインボイス方式に変更］。

　こうした消費型の付加価値税に加えて、加算型、

所得型、直接税としての付加価値税（additive 

type VAT／ additive method VAT）もある 1。わ

が国では、「外形標準課税」と呼び、都道府県税

である〝事業税〟のうち外形標準対象法人の課税

ベースに〝付加価値割〟として盛り込まれている

（地方税法72 条の 12 第 1 号イ、72 条の 14）。

１　EUの統治機構の紹介

　EU の統治機構について、簡潔に図示すると、

次（【表２】【表２】）のとおりである 2。
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【表１】�消費税の類型／付加価値税（帳簿方式と税額票【表１】�消費税の類型／付加価値税（帳簿方式と税額票
交付方式）の所在交付方式）の所在

1 �一般に、消費型の付加価値税では、国境税調整を狙いに、仕向地主義／消費地主義（destination 
principle）、輸出ゼロ税率のルールで課税される。

2 �詳しくは、拙論『G&A　現代財政法入門塾』JTI 税務ニューズ４号 50 頁以下参照。JTI 税務ニュ－ズ　第４
号 | 国民税制研究所 （jti-web.net）

【表２】EU ／欧州連合（EU=European Union）の統治機構（抜粋）【表２】EU ／欧州連合（EU=European Union）の統治機構（抜粋）

 

 

 

 

 

 

EEUU 憲憲法法==EEUU 基基本本条条約約  

 

     ＋＋        ＋＋  

 

EEUU 条条約約（（TTEEUU）） EEUU 運運営営〔〔機機能能〕〕条条約約（（TTFFEEUU）） 

【表３】EU 憲法／ EU 基本条約とは【表３】EU 憲法／ EU 基本条約とは  

      

  

  

  

  

 

 

一一次次法法（（pprriimmaarryy  lleeggiissllaattiioonn  ）） 

二二次次法法（（sseeccoonnddaarryy  lleeggiissllaattiioonn））   

条条約約（（そそのの議議定定書書、、附附属属文文書書をを含含むむ。。）） 

一一次次法法（（条条約約））をを根根拠拠にに制制定定さされれるる広広義義

のの共共同同体体立立法法。。具具体体的的ににはは、、①①規規則則

（（rreegguullaattiioonn））、、②②指指令令（（ddiirreeccttiivvee））、、③③決決定定

（（ddeecciissiioonn））、、④④勧勧告告（（rreeccoommmmeennddaattiioonn））、、

⑤⑤意意見見〔〔見見解解〕〕（（ooppiinniioonn））  

【表４】EU 法の基本体系【表４】EU 法の基本体系
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２　租税事件を扱うEUの裁判所

（１）欧州司法裁判所（ECJ／ CJEU）

　欧州司法裁判所（ECJ=European Court of 

Justice）は、EU 基本条約（TEU）および EU

運営〔機能〕条約（TFEU）に準拠して設立さ

れた EU の裁判所である。現在の正式名称は、

CJEU=Court of Justice of the European 

Union（欧州連合司法裁判所）である。

　EU 基本条約（一次法）や EU 法令（二次法）

の適切な解釈を通じて、域内で EU 法を公平に適

用する任務を担っている。①司法裁判所（Court 

of Justice）【法律審裁判所で、一般裁判所また

は専門裁判所の判断に対する上訴事件（ただし

上訴は法律問題を争う場合に限られる。）など

を管轄する（TFEU256 条 1 項後段）、②一般

裁判所（General Court ／事実審）、③専門裁

判所〔specialised court ／ EU 公務員審判所

（European Union Civil Service Tribunal）〕

の 3 つの部門からなる。

　②一般裁判所（General Court）は、EU 裁

判所の下級審である。訴訟件数の増加に対処する

ため、1989 年に第一審裁判所（Court of First 

Instance）として設立され、現在の名称となっ

た。長らく各国 1 名の裁判官で構成していたが、

2016 年より段階的に増員され（2016 年 9 月に

は合計 47 名）、2019 年 9 月には各国 2 名の裁

判官で構成される。任期は 6 年（再任可）。法務

官はいない。裁判官の選任方法と合議の方法は、

ECJ と同様。

　欧州司法裁判所（ECJ）は、欧州運営〔機能〕

条約（TFEU）により、EU 法について排他的に

判断する権限が与えられ、統一的な法の適用・解

釈を行っている。また、訴訟は、大きく❶先決判

断手続と❷直接訴訟に分かれる。

【表５】5 種類の共同体立法（二次法）の違い【表５】5 種類の共同体立法（二次法）の違い

①規則（regulation）

　EU の「規則」は、加盟国の国内法に優先して、

加盟国の政府や企業、個人に直接適用される。つま

り、加盟国の政府等を直接法的に拘束する。そのため、

加盟国の国内立法は不要である。【例】一般データ保

護保護規則（GDPR）［EUR-Lex-02016R0679-

20160504-EN-EUR-Lex （europa.eu）］

　2009 年 12 月のリスボン条約によって EC は廃止

され、今まで法の制定ができなかった EU は、法制定

が可能な EC の地位を継承した。規則の名称／表記は

一様ではない。やさしくまとめると、次のようになる。

　欧州共同体（EC=European Community）→

欧州連合（EU=European Union）

　2009 年末までは、例えば、Regulation（EC）

No 1466 ／ 97

　2010 年以降は、　例えば、Regulation（EU）

No 1173 ／ 2011

②指令（directive）

　EU の「指令」は、加盟国政府に対して直接的

な法的拘束力があるが、企業や個人には直接適用

されない。個々の加盟国に効力を及ぼすには、加

盟国の国内立法が必要である（EU 条約 249 条

3 項・10 条 1 項）。つまり、一定期間内（EU 官

報掲載後 3 年以内）に加盟国の国内法に置き換

えないといけない。加盟国には一定の範囲内で

立法裁量がある。【例】VAT 第 6 次指令［2006

年 ］［EUR-Lex-f72bf230-db58-11ec-a95f-01 

aa75ed71a1-EN-EUR-Lex （europa.eu）］

③決定（decision）

　EU の「決定」は、特定の加盟国の政府や企業、

個人に対して直接適用されるもので、対象となる

加盟国の政府等に対して直接的な法的拘束力を及

ぼす。性格的には〝行政上の処分〟と見て取れる。

④勧告（recommendation）

　EU の「決定」は、特定の加盟国の政府や企業、

個人に対して直接適用されるもので、対象となる

加盟国の政府等に対して直接的な法的拘束力を及

ぼす。性格的には〝行政上の処分〟と見て取れる。

⑤意見〔見解〕（opinion）

　EU の「決定」は、特定の加盟国の政府や企業、

個人に対して直接適用されるもので、対象となる

加盟国の政府等に対して直接的な法的拘束力を及

ぼす。性格的には〝行政上の処分〟と見て取れる。

【表 6】ECJ の先決判断と直接訴訟【表 6】ECJ の先決判断と直接訴訟

❶�先決判断（先行判決）* 制度（References for 
preliminary rulings）【＊先決判決、先決裁定、
先決解釈（ruling=interpretation）の邦訳も
あり。】（TFEU267条／ TEU19条）

　先決判断制度のもと、ECJ は、EU 法と加盟国

の国内法との適用・解釈など各種法律問題に関す

る鑑定や助言をする権限を有する（TFEU267 条

／ TEU19 条）。

・�加盟国の市民・企業・加盟国が、各国の国内裁判

所や審判所に起こした争訟において、EU 法の解

釈（現行の判例法を含む。以下同じ。）や EU 法

の効力が争点となったとき、各国の審判所や裁判

所は争訟手続を停止して、EU 法問題を ECJ に付

託し、EU 法の適用・解釈について統一的な判断

を求めることができる仕組み。【先決判断制度は、

EU 法の法的安定性の確保が目的か？？】

・�ECJ が求められた EU 法問題について先決判断



（２）欧州人権裁判所（ECtHR）

　一方、EU 加盟国での VAT の納税義務者が、

居住地国の租税行政庁による課税処分が、欧州

人権条約（Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedom

／正式名称は「人権および基本的自由の保護のた

めの条約」）第 1 議定書プロトコル第１（Article 

1 of Protocol No. 1 to the Convention）第 1

条に保障された財産の保護の侵害にあたると考え

たとする。

　その場合で、自国が欧州人権条約の署名国であ

るときには、フランスのストラスブールにあるEU

評議会（CoE=Council of Europe）の人権救済

機関である欧州人権裁判所（ECtHR=European 

Court of Human Rights）に訴えを提起するこ

とができる 。
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を下し、それを基に各国の裁判所は手続を再開

して終局判決を下す。

・�先決判断は、付託した国の裁判所および加盟国

のすべての裁判所に拘束力がある。EU 諸国での

EU 法の統一的な適用・解釈を確保することを狙

いとした手続である。ECJ の先決判断手続にか

かる手数料は無償である。付託国の裁判所での

手数料はその国の規定による 3。

・�【例】自国の租税行政庁が、課税事業者が保存す

るインボイスの適格性を否認し仕入税額拒否処

分を行ったとする。そして、争訟になり、自国

の準司法機関（租税審判機関）、and ／ or 司法

機関が、国内 VAT 法の基準と EU 付加価値税規

則の解釈とがぶつかるときに、どちらが正しい

かを自国の機関が ECJ（欧州司法裁判所）に先

決判断を求める。

      

 

 

 

  

 

加 盟 国

の納納税税者者 

加盟国審判所 

加盟国裁判所

 

欧欧州州司司法法裁裁判判所所

（（EECCJJ／／CCJJEEUU））    

≪付託手続：先決判断のキャッチボール≫≪付託手続：先決判断のキャッチボール≫≪租税争訟の提起／判決≫≪租税争訟の提起／判決≫

・�欧州司法裁判所（ECJ）に起こす直接訴訟（direct 

suits）には、さまざまなタイプがある。市民・

企業・加盟国・EU 機関が、直接に EU 機関を

相手に欧州司法裁判所に起こす訴訟。欧州委員

会（European Commission）が加盟国を訴え

る訴訟、加盟国どうしの訴訟など。直接訴訟には、

取消訴訟または無効確認の訴訟、不作為違法の

確認訴訟、損害賠償訴訟などがある。

・�市民・企業が原告となって EU 機関を訴えるよ

うな直接訴訟は、一般裁判所（General Court）

が原審である。原審判決に不服な側は、ECJ に

上訴可能

❷直接訴訟

3 �EU,Preliminary ruling proceedings–recommendations to national courts. https://eur-lex.europa.eu/
EN/legal-content/summary/preliminary-ruling-proceedings-recommendations-to-national-courts.html

4 �欧州人権裁判所の邦文での紹介については（『欧州人権条約：変化し続ける条約』file:///C:/Users/ishim/

Downloads/CEDH_Instrument_JPN.pdf

 � なお、2022 年 11 月発出のファクトシートについては、中村芳昭「翻訳税法資料：欧州人権裁判所広報部『課税

と欧州人権条約』」青山ビジネスレビュー 13 巻 2 号（2024 年 3 月）がある。有益な資料である。

・�欧州司法裁判所（ECJ ／ CJEU）の裁判官（CJ 

judges）は、各加盟国から１人ずつ選出された

者で構成される。

・�ECJ ／ CJEU には、裁判官のほかに、11 人の法

務官（AG=advocates general）がいる。【うち

6 人は大国・残りは小国の輪番で選任、再任は可】

・�法務官（AG）の職務は、裁判官を補佐し、提

訴事件（先決判断）について、公平かつ独立し

た立場から、理由をつけた意見を公判に提出す

【表７】�【表７】�ECJ ／ CJEU の法務官（Advocates General）ECJ ／ CJEU の法務官（Advocates General）
とはとは

ることにある。

・�法務官（AG）は、提訴事件の判決（判断）に

は参加できない。したがって、法廷に専門的な

助言（advisory opinion）を提供するに過ぎ

ない。裁判官は、新たな法の適用・解釈上の争

点がない場合を除き、ほぼすべての事件の選択

的な解釈その他法の適用について法務官（AG）

に意見を求める。

・�裁判官は、法務官（AG）の意見に拘束されない。

しかし、処分の取消関連の事件では、67％くら

いまで、法務官（AG）の意見に従って判断を

下している。

・�EU の司法制度は、フランス法の強い影響のも

とでつくられた。AG 制度はフランス法の仕組

みを参考にしたものとされる。

・�EU 司法は、フランス司法と同様に、少数意見

制度をもたない。このため、裁判所内での議論

の展開が外部にはわかりにくくなる。

・�そこで、法務官（AG）の意見を公開し、裁判

所の判決（判断）と対比し読めるようにし、裁

判所（ECJ ／ CJEU）の意思決定過程・結果の

透明性（見える化）を高めている。

・�法務官（AG）制度は、裁判所判断の QC（質）

向上につながっているとの評価は高い【Role 

of Advocates General at the CJEU | Think 

Tank | European Parliament （europa.eu）】。
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　欧州人権裁判所（ECtHR）は、2023 年 3 月に、

これまで扱った事例を分析した『ファクトシート：

課税と欧州人権裁判所（Factsheet–Taxation and 
the ECHR）：課税と欧州人権条約（Taxation and 

the European Convention on Human Rights）』

を公表している［FS_Taxation_ENG （coe.int）］。

　「納税／課税問題を人権問題ととらえる」のが

ヨーロッパの伝統でもある。わが国では、政府主

導の〝納税者教育〟の効果？もあってか、納税／

課税を市民・納税者の一方的な「義務」ととらえ

る考え方が根強い。

　このため、わが国では、欧州人権裁判所（ECHR）

が、租税法律主義や納税者救済にあたっている現

実を理解できない、あるいは、納税者の〝権利〟

を嫌う財務の役人を忖度し、そうした情報を紹介

したくないとする研究者も少なくない。

　ちなみに、欧州人権裁判所（ECtHR=European 

Court of Human Rights）〔EU 評議会（CoE）

の人権救済機関〕は、欧州司法裁判所（ECJ ／

CJEU）は別の司法機関ある。混同してはならない。

３　�EU の付加価値税（VAT）制上の「仕入
税額控除権」の所在

　EU（欧州連合）では、インボイス（税額票）

方式の付加価値税（VAT）が共通税となってい

る。加盟国のなかで、付加価値税（VAT=value 

added tax）を最初に導入したのがデンマーク

（1976 年）である。次いで、1977 年にフラン

スとドイツが導入した。

　同じ 1977 年には、EU が、第 6 次付加価

値税指令「付加価値税の域内調和を目指す指令

（6thVAT Directive 77 ／ 388 ／ EEC of 17 

May 1977）」（以下「77 年 EU付加価値税指令」

または「77 年VAT指令」ともいう。）［Directive 

- 77/388 - EN - EUR-Lex （europa.eu）］ を、

1977 年 5 月 17 日に発出した。

（１）�〝中立原則〟に基づき 77 年 VAT 指令が
規定する「仕入税額控除権」とは

　EU のインボイス式の VAT では、インボイス

ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイ

スランド、アイルランド、イタリア、ルクセンブ

ルク、オランダ、ノルウェー、トルコ、イギリス

（UK）など。

【表 8】欧州人権条約署名国一覧【表 8】欧州人権条約署名国一覧

■�条約署名国の納税者が、自国での課税処分が、

次のような「欧州人権条約の条項に違反すると

して欧州人権裁判所に提訴され、同裁判所が下

した判決の要旨を紹介している。

①第１議定書第 1 条・財産保護、②第 6 条：公

正な裁判を受ける権利、③第 7 条：法律なくして

処罰なし、④第 8 条：私生活および家族生活の尊

重を受ける権利、⑤第 9 条：思想、良心および宗

教の自由、⑥第 10 条：表現の自由、⑦第 14 条：

差別の禁止、⑧第 4 議定書第 2 条：移動の自由、

第 7 議定書第 4 条：一事不再理の権利

【表 9】 �『ファクトシート：課税と欧州人権裁判所』（2023【表 9】 �『ファクトシート：課税と欧州人権裁判所』（2023
年）の概要年）の概要

【表 10】 �EU の仕入税額控除権をめぐる立法・行政・司【表 10】 �EU の仕入税額控除権をめぐる立法・行政・司
法メカニズム法メカニズム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EU の「付加価値税」は〝指令〟に

よる。〝規則〟ではない。したがっ

て、〝国内税法〟の制定がいる。 

【目的】付加価値税制の「統合（integration）

ではなく、「調和（harmonization）」の手法を

採る。 

例えば、現行（2006年）付加価値税指令では、標準税率は 15％以上（上限な

し）と規定する（97 条）。この結果、現在、標準税率が最も高い加盟国はハン

ガリー（27％）で、もっとも低い国はルクセンブルク（17％）となっている。 

❶11997777 年年第第 66 次次付付加加価価値値税税指指令令【77 年 VAT 指令】［Directive - 77/388 - EN 

- EUR-Lex （europa.eu）］ 

❷22000011 年年 VVAATT  イインンボボイイスス指指令令【2001 年電子インボイス指令】 

［LexUriServ.do （europa.eu）］ 

❸22000066 年年改改正正 VVAATT 指指令令【現行 VAT 指令】［EUR-Lex - f72bf230-db58-

11ec-a95f-01aa75ed71a1 - EN - EUR-Lex （europa.eu）］ 

【表 11】 EU の付加価値税（VAT）の目的【表 11】 EU の付加価値税（VAT）の目的

【表 12】 EU の VAT 指令の変遷【表 12】 EU の VAT 指令の変遷



を使ってサプライチェーンの間で VAT を次々と

転嫁し、VAT を負担するのは最終消費者であると

する。このルールに基づき、課税事業者間での課

税物品やサービスの取引リンクがあれば、仕入を

行った事業者はインボイスを基に仕入税額控除権

（right to deduct input tax）を行使できるとする。

　この基本を一貫させるため、納税者（納税義務

者）である事業者の「仕入税額控除」を「権利

（right）」として法認する。また、EU 司法（ECJ

／ CJEU）も、権利行使の要件は、基本的には〝事

業目的での仕入と売上があれば充たされる〟とい

うスタンスである。

　このように、課税事業者にとり、仕入で負担

した VAT は、中立性の原則（the principle of 

tax neutrality for VAT　taxpayers）のもと、

事業者のコスト（負担）にならない（will not 

constitute taxpayer’s final cost）ように請求

できる権利である 5。

　EU の VAT での仕入税額控除／前段階控除は、

事業者にとり、課税庁に生殺与奪の裁量を認める

単なる「特典（privilege）」ではない。

　EU の財政中立性の原則（fiscal neutrality 

principle）は、TFEU の 8 条などに暗示され

ているともいえるが、不文の法源・典拠である。

EU の第一次法にも、第二次法にも、この原則に

ついての明確な定義規定を置いていない。

　しかし、この原則は、EU 法の核となる基本原

則の１つである。TFEU の 113 条に定める「公

正な競争（fair competition）」の考え方がベー

スとなっているとされる。つまり、事業上の決定

は VAT など税法適用に左右されてはならないと

いうことである。

　財政中立性の原則は、立法を含むさまざまな次

元で使われる。とりわけ VAT 指令などの解釈に

おいても重要視される 6。

　中立性の原則のもと、VAT の適用にあたり、

課税事業者は、同じ状況に置かれている場合には、

等しく取り扱われるべきであるとする。すなわち、

前段階控除の仕組みを組み込んだ租税が「VAT」

であり、仕入で VAT を負担した課税事業者に

は、できる限り等しく仕入税額控除を認めるよう

に法解釈を展開しないといけないとする。脱税な

ど〝不法は保護されない〟が、公正な競争を阻害

するような法の解釈／適用は制御される 7。【tax 

neutrality/fiscal neutrality の原則は多義的で

ある。ここでは、この原則を、租税立法面ではなく、

〝VAT の法解釈〟面に適用するケースを射程にし

ている。】

　77 年 VAT 指令では、17 条〔仕入税額控除権

の発生および範囲（Origin and scope of the 

right to deduct）〕、18 条〔控除権の行使にかか

る原則（Rules governing the exercise of the 

right to deduct）〕を定め、仕入税額控除を請求

権（「仕入税額を差引く権利」）として認めている。
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5 �See,Christian Amand,〝VAT Neutrality: A Principle of EU Law or a Principle of the VAT System,〟 2 World J. 

VAT/GST L.（2013）.
6 �See,P.Danel,〝Relations between the Principle of neutrality and elements of Value added tax 

Structure,〟 Financial Internet Quarterly 17（3）（2021）at 56-63
7 �H.Kogels,〝Making VAT as Neutral as Possible,〟 21 EC Tax Rev.230 （2012）.

・�17条〔仕入税額控除権の発生および範囲（Origin 

and scope of the right to deduct）〕

・�18 条〔 控 除 権 の 行 使 に か か る 原 則（Rules 

governing the exercise of the right to 

deduct）〕を定め、仕入税額控除を請求権（「仕

入税額を差引く権利」）として認めている。

・�22 条 2 項 a 号は、「課税事業者は、他の納税

義務者に提供したあらゆる物品やサービスにか

かるインボイスまたはインボイスとしての役

割を果たす他の資料を発行し、かつそれらを保

存するものとする（Every taxable person shall 

issue an invoice, or other document serving 

as invoice in respect of all goods and services 

supplied by him to another taxable person, 

and shall keep a copy thereof.）。」と規定する。

・�22 条 2 項 b 号は、「納税義務者は、他の納税義

務者に提供したあらゆる物品やサービスにかか

るインボイスまたはインボイスとして の役割を

果たす他の資料を発行し、かつそれらを保存す

るものとする。」と規定する

・�22 条 2 項 c 号では、「加盟国は、インボイスと

しての役割を果たす資料かどうかを判断する際

の基準を確定するものとする。」と規定する。

・�22 条 3 項 a 号では「各課税事業者は、課税事業

者は、他の納税義務者に提供したあらゆる物品や

サービスにかかるインボイスまたはインボイスと

して の役割を果たす他の資料を発行し、かつそ

【表 13】 77 年 VAT 指令がいう「仕入税額控除権」とは【表 13】 77 年 VAT 指令がいう「仕入税額控除権」とは

77年 VAT 指令
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（２）�2001 年 VAT インボイス指令（電子イン
ボイス指令）

　2001 年 12 月 20 日に、EC理事会は、インボ

イスの記載事項について記載事項の共通化をはか

るために 77 年 VAT 指令を修正するためインボ

イス指令を発出した（以下「2001 インボイス指

令」という。）［LexUriServ.do （europa.eu）］。

この指令は、電子インボイスへの対応も目的とし

たことから、通称で「電子インボイス指令」とも

呼ばれる。

　もっとも、電子インボイスについては、次に説

明する 2006 年 VAT 指令にも、詳しく盛られて

いる（2001年インボイス指令232条以下［Paper 

invoices and electronic invoices］参照）。

　EU は、企業対政府間取引（B2G=business-to-

government、B2A=business-to-administration）、

つまり公共調達から電子インボイスの普及をエス

カレートさせている （Directive 2009/81/EC; 

Directive 2014/23/EU; Directive 2014/24/

EU、Directive 2014/25/EU）。事業者間（B2B）

取引については、2028 年 1 月１日以降、電子イ

ンボイスが原則の方向。

（３）�2006 年改正 VAT 指令が規定する「仕入
税額控除権」とは

　77 年 VAT 指令を改正する指令が、同年 11 月

28 日に発出された（以下「2006 年改正VAT指

令」または「現行VAT指令」という。）［EUR-Lex 

-f72bf230-db58-11ec-a95f-01aa75ed71a1 

-EN-EUR-Lex （europa.eu）］。2006 年改正 VAT

指令（COUNCIL DIRECTIVE 2006 ／ 112 ／ EC）

は、77 年 VAT指令を全面改正したもの 8。

　2006 年改正VAT指令（現行VAT指令）では、

168 条で、仕入税額控除権を納税義務者である課

税事業者（taxable person ／ VAT-registered 

business）9 の請求権（権利）であるとうたう。

そのうえで、178 条で、この請求権（権利）を

行使する要件として、法定のインボイスの保存

（hold）を求めている。

　ちなみに、「課税事業者（taxable person）」と

は、9 条 1 項で、「活動の目的または結果を問わず、

いかなる場所におけるいかなる経済活動を、独立

して遂行する者を指すものとする。」と規定する。

（４）2006年VAT 指令でのインボイス記載事項

　2006 年改正 VAT 指令（現行 VAT 指令）は、

課税事業者（taxable person）に対して 178 条

a 項で「（仕入税額）控除権（right to deduct 

［input tax］）」を保障する。

　課税事業者は、この請求権を行使するには、

れらを保存するものとする、と規定する。［中略］

・�22 条 3 項 b 号では「インボイスには税別価額

および各税率および免税額を明瞭に記載するも

のとする。」と規定する。

・�22 条 3 項 c 項では、「各加盟国は、資料がイン

ボイスとして使用できるかどうかの基準を定め

るものとする。」と規定する。

8 �2006 年 VAT 指令は、その後、2010 年 7 月 13 日（Council Directive 2010 ／ 45 ／ EU）で改訂されている。See,Explanatory 

notes:VAT invoicing rules https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/explanatory_notes_en.pdf
9 �「taxable person」は、EU の説明では、「VAT-registered business」を指すとするので「課税事業者」と邦訳する。

わが国の消費税法は、「事業者」を、所得税法や法人税法と並行する形で、「個人事業者および法人」と定義する（2

条 1項 4号、5条 1項）。EU の課税事業者は、わが国の事業者よりは広く定義されている。

第 168 条で、仕入税額控除権を課税事業者の請

求権（権利）であるとうたったうえで、第 178

条で、この請求権（権利）を行使する要件として、

法定のインボイスの保存を求めている。

【表 14】 �2006年改正VAT指令がいう「仕入税額控除権」【表 14】 �2006年改正VAT指令がいう「仕入税額控除権」
とはとは

2006年改正VAT 指令

第 168 条　

　物品およびサービスが課税事業者の課税取引の

ために利用される限りにおいて、当該課税事業者

は、当該取引をした加盟国内において、自らの納

税義務を負う税額から以下の税額を控除する権利

を与えられるものとする。

　�第 a 項　他の課税事業者により行われたまたは

行われるべき物品およびサービスの提供におい

て、当該加盟国で納付すべきまたは納付した税

額［第 b 項以下、邦訳省略］

第 178 条

　控除権を行使するために、課税事業者は、次の

要件を充足しなければならない。

　�第 a 項　168 条 a 項に基づく控除をするため、

物品およびサービスの提供に関して、本指令第

11 編 3 章 3 条から 6 条に基づいたインボイスを

保存しなければならない。［第 b 項以下、邦訳省略］



226 条に定める必要記載事項を充たして発行され

たインボイスを「保存」するように求められる。

II　�仕入税額控除権に関する欧州司法裁判所
（ECJ）の先決判断の分析

　すでにふれたように、EU の指令（directive）

は、加盟国に対して直接適用にならない。EU 加

盟国は、2006 年改正VAT指令（現行VAT指令）

に定める範囲内で、自国の国内税法で付加価値税

の課税標準などに加え、申告納税制度に関する規

定を設けないといけない。

　加盟国は、自国の国内税法を定める場合、一定の

立法裁量がある。加盟各国が定めた付加価値税法が

EUの付加価値税指令とぶつかることが想定される。

　納税義務者である課税事業者は、自国の租税行

政庁の課税処分に納得できず、国内税法の適用・

解釈に疑問があるとのことで、国内の租税審判所

や裁判所で争ったとする。この場合で、VAT 指

令の条文の解釈が争点になっている場合、国内の

租税審判所や裁判所は、訴訟手続をいったん停止

し、ECJ に付託して先決判断（References for 

preliminary rulings）を求めることができる。

ECJ が求められた VAT法問題について先決判断を

下し、それをもとに各国の裁判所は手続を再開して

終局判決を下す。先決判断は、付託した裁判所およ

び加盟国のすべての裁判所に拘束力がある 10。
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［インボイスの記載事項］
　第 226 条 本指令に特段の定めがない限り、付

加価値税（VAT）に関して 220 条および 221 条

により発行されるインボイスには、次の事項のみ

記載される。

①発行日

②インボイスを特定できる 1 以上の通し番号 

③�物品またはサービスを供給する側の 214 条

のもとで付番された課税事業者の番号（VAT 

identification number）

④�課税物品もしくはサービスの提供を受ける、ま

たは 138 条に定める物品の提供を受ける顧客の

214 条のもとで付番された課税事業者の番号

⑤課税事業者および顧客の正式名称および住所

⑥�提供される物品の数量と名称、または提供され

たサービスの内容と性質

⑦�物品またはサービスの提供日、また220条4号・

5 号に定める勘定支払日とインボイス発行日が

異なる場合には、当該支払日

⑦ �a�第 66 条 b 項のもとでは支払を受けた時点で

VAT を課すことができ、かつ、仕入税額控除

権は VAT を課した時点で生じるので「現金

会計（Cash accounting）」である旨の記載

⑧�税率または非課税ごとの VAT 税額、VAT 税抜

き単価、および、値引または払戻の単価が税込

でない旨

⑨適用税率

⑩�納付税額。ただし本指令に別段の定めがある場

合にはそれによる。

⑩ a �提供者ではなく受領者がインボイスを発行

する場合には、「仕入明細書（Self-billing）」

の記載

⑪�非課税の場合、その物品もしくはサービスの提

供が非課税であることを示す本指令の適用条

文、これらに対応する国内法の適用条文、また

はその他の証明資料

⑪ a �顧客が VAT の納税義務を負う場合には、「リ

バースチャージ（Reverse charge）」の記載

⑫�第 138 条 1 項および 2 項 a 号による新交通手段

の提供（supply of a new means of transport）

の場合で、第 2 条 2 項 b 号分類の該当項目

⑬�旅行代理業に関するマージンスキームを適用

する場合には、「旅行代理のマージンスキーム

（Margin scheme — Travel agents）」の記載

⑭�中古品、芸術品、収集品および骨とう品に適用

される特別措置の１つである「中古品のマー

【表 15】 �現行 VAT 指令でのインボイスへの必要記載事【表 15】 �現行 VAT 指令でのインボイスへの必要記載事
項一覧項一覧

ジンスキーム（Margin scheme — Works of 

art）」、「 芸 術 品 マ ー ジ ン ス キ ー ム（Margin 

scheme — Works of art）」、「収集品および骨

とう品のマージンスキーム（Margin scheme 

— Collector’s items and antiques）」の記載

⑮ �VAT の納付義務者が 204 条に定める納税代理

人（tax representative） で あ る 場 合、214

条が求める当該納税代理人の課税事業者番号に

加え、名称および住所

10 �Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Union | EUR-Lex （europa.eu）

・�ECJ への先決判断の付託は、VAT 事例にも幅

広く活用されている。

・�例えば、課税事業者が保存する VAT のインボ

イスの適格性、「インボイス記載内容の不備・不

存在など」を理由に、自国の租税行政庁が否認

し仕入税額拒否処分を行ったとする。

・�この場合で、自国の準司法機関・司法機関が、

国内 VAT 法の基準と EU 付加価値税指令とが

ぶつかるときに、どちらが正しいかを自国の機

関が ECJ（欧州司法裁判所）に先決判断を求め

ることができる。

【表 16】ECJ への先決判断の付託とは【表 16】ECJ への先決判断の付託とは
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１　�インボイスの保存がない、あっても記載
内容の不備の事例

　インボイスの保存はないが、それに代わる資料

があり、取引があったことが証明できるケースも

ありうる。また、インボイスがあっても、記載内

容が不備であるとする。この場合、課税事業者は

どの程度の証明ができれば、仕入税額控除権を請

求できるのだろうか。

また、ひとくちにインボイス不備といっても、さ

まざまな事例が考えられる。おおまかに一覧にし

て見ると、次のとおりである。

２　EUのVAT 仕入税額控除権の根拠
　　�～ �EU の VAT では、仕入税額控除は事

業者の権利（請求権）

　EU の付加価値税指令のもと、課税事業者が享

受できるのは、「仕入税額控除権（the right to 

deduct input tax）」である。つまり、請求権（the 

right to claim）である。

　EU の付加価値税指令のもとで前段階控除を請

求権として保障するのは、 「〝前段階控除〟制度が

あるのが VAT ／ GST である。」とする理論的な

考え方を基礎としたものである。言いかえると、

UEでは、❶「仕入税額控除権を行使できる（able 

to exercise the right to deduct input tax）」

である。わが国のような❷「仕入税額控除ができ

る（able to deduct input tax）。」ではない。

　課税事業者が、❶「仕入税額控除権を行使でき

る」と、❷「仕入税額控除ができる」とでは、〝イ

ンボイスの記載内容の不備・不存在〟の場合の

VAT課税取扱いに大きな違いが生じる。

　以下に、EU の付加価値税指令のもとでの、い

くつかの加盟国からの付託に基づき、ECJ が下し

た判断（先決判断）を取り上げ、〝インボイスの

記載内容の不備・不存在〟の場合の「仕入税額控

除権」の取扱いについて分析して見る。

III　�インボイスの不備・不存在めぐる ECJ
／ CJEUの先決判断の個別分析

　インボイス記載内容

の不備と仕入税額控

除権をめぐる主要な

ECJ の先決判断につ

いて分析して見たい。

　この場合、EU 加盟

国 と 2006 年 に EU

離脱（Brexit）をした

イギリス（UK）とに

分けて、点検するのも

一案である。

１　�EU 加盟国でのインボイスの不備・不存
在を理由とする仕入税額控除権をめぐる
ECJの先決判断の動向

　　～�インボイスの記載内容の修正、その他
の資料を使った事業者の証明による不
備の治癒事例分析

≪典型的なインボイス記載内容の不備事例≫　

・�インボイスの宛先の記載がない、または間違っている。

・�インボイスの住所が間違っている、または不完

全である。

・インボイス発行者の事業者番号の記載がない。

・複数の加盟国の事業者番号が記載されている。

・物品またはサービスの提供日の記載がない。

・�物品またはサービスの内容の記載の不備がある

（一般的な記述にとどまっている。）。

・税率の記載が誤っている。

・税額の計算が間違っている（計算ミスなど）。

・非課税／ゼロ税率の根拠規定の記載がない。

≪インボイスの不存在≫　

・�インボイスの保存はない（紛失・不発行）が、

他の資料で取引の存在を証明できる。

・証明ができない。

【表 17】 �典型的なインボイス記載内容の不備・不存在の【表 17】 �典型的なインボイス記載内容の不備・不存在の
事例事例
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（（22））イイギギリリスス（（UUKK））ででのの主主要要なな事事例例分分

 

7777 年年 VVAATT 指指令令ののももととででのの事事例例  

2020 年 1 月末 EU 離脱（Brexit） 

22000066 年年改改正正 VVAATT 指指令令ののももととででのの事事例例  

（11））  EEUU 諸諸国国ででのの主主要要なな事事例例分分析析  

【表 18】�EU 加盟国と UK【表 18】�EU 加盟国と UK
の事例分析の事例分析

■ �77 年 VAT 指令のもとでの ECJ の先決判断
のケース

【表 19】VAT 関連 ECJ の主な先決判断例　［tentative］【表 19】VAT 関連 ECJ の主な先決判断例　［tentative］

①ドイツ／ライスドルフ（Reisdorf）事件

【John Reisdorf v Finanzamt Koln-

West:C-85/95 ECJ　1996 年 12

月 5 日 先 決 判 断 】［https://eur-lex.

europa.eu/legalcontent/EN/TXT/

PDF/?uri=CELEX:61995CJ0085］
（Public use）（Public use）

≪本件での争点と当事者の主張≫

【事実の概要】本件では、課税事業者 R【ライス

ドルフ（Reisdorf）氏】が賃貸用建物の建築費用

にかかった VAT（UStG=Umsatzsteuergesetz）

の 仕 入 税 額 控 除 を し て 申 告 を し た。 税 務 署

（Finanzamt）の税務調査で、R は、保存してい

るインボイス原本ではなくコピーを提示した。イ
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ンボイス原本は保存しているのかとの調査官の質

問に、保存していると回答をした。その後、税務

署は、原本の提示を求めたが提示せずに、R は原

本を紛失したと答えた。税務署は、原本の提出が

なかった部分の仕入税額控除を否認し更正処分を

した。

　R は、更正処分の不服申立てをしたが認められ

なかったので、財政裁判所（Finanzgericht）に

提訴した。財政裁判所は、VAT 指令上の争点につ

いて、欧州司法裁判所（ECJ）に付託し、先決判

断を求めた。

【争点】　❶インボイス原本を紛失した場合他の証

明（カーボンコピー、複写物、写真コピーなど）

で仕入税額控除ができるか。❷VAT指令にいう「保

存（hold）」の意味は、課税事業者が、税務当局

に対して常にインボイスを提示できるようにして

おかないといけないのか。❸課税事業者は、イン

ボイスを保存していない場合、VAT 指令が認める

仕入税額控除権をはく奪されるのか。

【ECJ 法務官の見解】　❶インボイスに代わる適格

な資料かどうかは 77 年 VAT 指令 22 条 3 項 c

号に基づき、各加盟国の国内法の基準による。❷

税務調査のときに課税事業者にインボイス元本を

提示するように求めることができるかどうかは、

77 年 VAT 指令 18 条 1 項 a 号に基づき、加盟国

の国内法で決める権限がある。❸課税事業者が、

インボイスを保存していない場合でも、他の資料

を有し証明できる場合には、77 年 VAT 指令 18

条 1 項 a 号が認める仕入税額控除権をはく奪でき

るものと解してはならない。

【欧州裁判所（ECJ）の先決判断】　ECJ は、前記

ECJ 法務官の見解に従う判断をした。

【解説】　VAT 指令は、インボイス元本を紛失した

場合には、他の資料で取引が行われた事実を課税事

業者が証明できれば、仕入税額控除権は認める。し

かし、本件では、課税事業者 R が、税務調査で元

本が存在する旨の回答をしたのにもかかわらず、後

に「紛失した」と前言を翻し、十分な証明を行わな

かったことから、更正処分は有効と判断された。

≪本件での争点と当事者の主張≫

【事実の概要】　本件において、ドイツで衣料品の

卸売業をしている有限会社であるセナテックス社

（S 社 ）（Senatex　GmbH） が、2008 年 ～ 11

年分の VAT の申告で、販売代理店と広告デザイ

■ �2006 年改正 VAT 指令のもとでの ECJ の先
決判断のケース

【Senatex GmbH v Finanzamt 

Hannover-Nord :C 518 ／ 14　

ECJ 2016 年 9 月 15 日先決判断】

②ドイツ／セナテックス（Senatex）事件

（Public use）（Public use）

ナーに支払った手数料にかかった VAT を仕入税

額控除した。その後、所轄の税務署が S 社に対す

る税務調査を行った。その結果、S 社の申告書の

付表に販売代理人や広告デザイナーの VAT 登録

番号（ID）が記載されていないことを理由に、そ

の分の仕入税額控除を否認した。その後、S 社は、

2013 年 7 月に、広告デザイナーの ID がわかっ

たとして、該当する年度分のインボイスを訂正し

た。しかし、税務署は、仕入税額控除が認められ

るのは 2013 年度分以降の分であり、それより前

の調査対象年度分の控除は認めないとした。そこ

で、S 社は処分の取消しを求めて不服申立てをし

た。しかし不服申立ては認められなかった。そこで、

S 社は、仕入税額控除拒否処分を争って、財政裁

判所へ提訴した。財政裁判所は、2006 年改正

VAT 指 令 167 条・178 条 a 項・179 条・226

条 3 号上の争点について、欧州司法裁判所（ECJ）

に付託し先決判断を求めた。

【争点】　事業者 ID のないインボイス（記載内容

の不備）でも仕入税額控除権を行使できるか。

【事業者の主張】　EU の 2006 年改正 VAT 指令

によれば仕入税額控除権を行使できる。

【税務署の主張】　ドイツ国内税法では仕入税額控

除権を行使できない。【なぜならば、国内税法で

ある UStG 15 条 l 項 1 号は、 「事業者は、他の事

業者に物品やサービスを提供した場合に課される

VAT については、仕入税額控除をすることができ

る。」と規定する。しかし、VAT の仕入税額控除

権は、本法 14 条および 14 条の a に規定するイ

ンボイスを保存する場合に認められる。この場合

に適格インボイスとは、UStG 14 条 4 項 1 号～

9 号に列挙するすべての項目を記載していないと

いけない。連邦財政裁判所の裁判例では、「仕入税

額控除権は、UStG 15 条 l 項の最初に規定するす

べての実体的要件を充たす課税期間に限り行使で

きる。」とする。】

【欧州裁判所の先決判断】　2006 年改正 VAT 指

令によれば、事業者 ID なしでも控除できる。な

ぜならば、2006 年改正 VAT 指令 167 条・178

条 a 項・179 条・226 条 3 号の規定は、VAT 登

録番号（ID）の記載がなかった場合、それらを修

正した場合でも、仕入 VAT 税額控除権の効力は

修正した年度に限り、インボイスを発行した年度

に遡らないとする国内法を排除する形で解釈され

ないといけない。

【バーリス社 対 スペイン租税不服審判

所：C-516／14 ECJ 2016年9月15日

先決判断】［EUR-Lex-62014CJ0516-

EN-EUR-Lex （europa.eu）］

③ポルトガル／バーリス（Barlis）事件

（Public use）（Public use）

≪本件での争点と当事者の主張≫

【事実の概要】　本件においては、ポルトガルのリ
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スボンで、レストラン付きホテルを営んでいるバー

リス（Barlis）社（B 社）が、2008 年～ 10 年に

法務サービスの提供を受けた法律事務所が発行し

た「●月●日から本日まで提供された法務サービ

ス」とだけ記載したインボイスでは内容が不備で

あるとのことで、ポルトガルの課税庁（Tax and 

Customs Authority ／ Autoridade Tributaria 

e Aduaneira）は、仕入税額控除を否認した。課

税庁は、おおよそ 8,689 ユーロの更正処分を行っ

た。B 社は、この処分の取消しを求めて異議申立

てをした。しかし異議申立ては認められなかった。

そこで、B 社は、この処分は、同国の VAT 法 36

条に違反するとして、行政不服審判所（Tribunal 

Arbitral Tributario）に審査請求をした。行政不

服審判所は、争点は 2006 年改正 VAT 指令 226

条 6 号の解釈に関するものであるとして、欧州司

法裁判所（ECJ）に付託し、先決判断を求めた。

【争点】　国内法の形式的な記載要件を充たさない

で発せられた「法務提供サービス」とだけ記載され

たインボイスで仕入税額控除権の行使はできるか。

【事業者の主張】　EU の 2006 年改正 VAT 指令

によれば仕入税額控除権を行使できる。

【課税庁の主張】　ポルトガル VAT 法（国内法）

では仕入税額控除権を行使できない。

【欧州裁判所（ECJ）の先決判断】　事業者 B の

主張に賛成。税務当局は、課税事業者が発行した

「●月●日から本日まで提供された法務サービス」

とのみ記載されたインボイスは、国内法の要件や

VAT 指令 226 条 6 号・7 号の要件を充足しない

とする。しかし、税務当局は、仕入税額控除権の

行使のための実体的要件を充足していると確認で

きるあらゆる必要な情報を入手しているわけであ

る。形式要件だけを取り上げて、仕入税額控除権

を否認する税務当局を排除する形で解釈されない

といけない。

≪本件での ECJ の先決判断の論拠≫

・�税務当局は、VAT 指令 226 条 6 号・7 号の形

式的要件を充足しないことだけでもって事業者

の仕入税額控除権を否認する権限はない。

・�少なくとも、サービスが提供された期間が明示

されたインボイスがある場合には、仕入税額控

除を遡及して適用しないといけない。

・�裁 判 所（ECJ） は、 先 例 で、VAT の 中 立 性

の 基 本 原 則（fundamental principle of the 

neutrality of VAT）のもと、実体的要件を充た

している場合には、仮に形式的要件を充たして

いないとしても、課税事業者に対して仕入 VAT

税額の控除を認めるように税務当局に義務づけ

てきた［先例の例示］。

・課税事業者の仕入税額控除権に関し、税務当局は、

実体的要件を充足していると確認できるあらゆる

必要な情報を入手している場合、追加的な要件を

課すことで実質的に事業者の仕入税額控除権を無

効にする効果を与えてはならない。　

≪本件での争点と当事者の主張≫

【事実の概要】　本件では、チェコ国内で事業をし

ているケムウオーター・プロケミー社（K 社）が

企画した 2010 年～ 2011 年に行われたゴルフ

選手権大会で、他社（V 社）提供した広告サービ

スに関し VAT の申告で行った仕入税額控除権の

行使が問題となった。課税庁に提出された情報申

告や保存されたインボイスによると、当該期間に

20％の VAT 税率で 4,700 ユーロ相当額の取引

が行われたことになっていた。しかし、課税庁が

行った税務調査によると、V 社の役員はこうした

取引をした記憶がないと回答した。また、K 社も、

V 社がこの種のサービスの提供者であると証明す

ることができなかった。議論が終結しないなか、

課税庁は、2013 年 12 月に、この期間の VAT 申

告に関し K 社に対して更正と附帯税の通知を行っ

た。K 社は、この処分取消を求めて租税審判所

（Appellate Tax Directorate）に不服申立てをし

た。しかし、却下されたために、K 社は、地裁に

提訴した。地裁は訴えを受理した。地裁は、欧州

司法裁判所（ECJ）およびチェコ共和国最高行政

裁判所（Supreme Administrative Court）の先

例によると、事業者の仕入税額控除権は、課税事

業者が仕入先から当該仕入に関してインボイスに

記載された仕入先から課税仕入をしたと証明する

ことを条件としていないこと、そして、真の仕入

先の確認に関する証拠を欠いており、課税庁は、

課税事業者が、その取引が租税逋脱に関連してい

ることを知っていたまたは知るべきだったのにも

かかわらず仕入税額控除権の行使をしたと立証で

きるときにのみ判断できることになる、と判示し

た。（この原則は、「Kittle 原則」と呼ばれる。）租

税審判所は、地裁の法解釈について、最高行政裁

判所の判断を求めた。最高行政裁判所は、争点は

2006 年改正 VAT 指令 168 条の解釈に関するも

のであるとして、欧州司法裁判所（ECJ）に付託し、

先決判断を求めた。

【欧州裁判所（ECJ）への付託事項】

　❶ 2006 年改正 VAT 指令によると、仕入税額

控除権の行使は、その課税仕入が他の特定できる

課税事業からの仕入であることをその課税事業者

に証明する義務を負うことを条件とするのか。

　❷前記❶の質問の肯定的であるとすると、課税

事業者が、証明責任を果たさない場合で、その課

税事業者が物品ないしサービスの受領にあたり脱

④�チェコ／ケムウオーター・プロケミー社
（KemWater ProChemie s.r.o）事件

【ケムウオーター・プロケミー社 対 

チェコ最高行政裁判所：C-154 ／ 20 

ECJ 2021 年 12 月 9 日 先 決 判 断 】

［EUR-Lex - 62020CJ0154 - EN - 

EUR-Lex （europa.eu）
（Public use）（Public use）



２　�イギリス（UK）でのインボイスの不備・
不存在を理由とする仕入税額控除権取扱
いの動向

　イギリス（UK）のインボイス制度を精査する

場合にいくつか注意すべきことがある。　

　①租税行政庁の仕組みや名称がしばしば変わる

ことである。また、②EU離脱（Brexit）により、

VAT 課税取扱いやの事業者の権利救済手続で、

EUと間で大きな異同が生じたことである。
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税に関係していたことを知っていたまたは知り得

る状態にあったことを証明することなしに、仕入

税額控除権の行使を否定できるのか。

【欧州裁判所（ECJ）の先決判断】

・�課税事業者は、VAT 仕入税額控除権を行使する

には、実体的要件と形式的要件の双方を充足し

ないといけない。

・�実体的要件とは、仕入先は「課税事業者」であるこ

とである。すなわち、仕入は経済活動の一環として

の事業者の課税仕入でないといけないことである。

・�仕入先が発行した課税資料を保存することは課

税事業者の義務であり、仕入税額控除の対象と

なる物品またはサービスにかかるインボイスに

は、当該仕入先が記載されないといけない。

・�VAT の中立性原則、VAT 仕入税額控除権を疑

問視するような加盟国の国内法での対応は、認

められない。

・�中立性の原則は VAT の基本原理であり、この原

則によると、仮に課税事業者が一定の形式的要

件を充たしていないとしても、実体的要件が充

たしていれば控除権を認めないといけない。

・�物品またはサービスの仕入控除にかかるインボ

イスに実際の仕入先が記載されていない場合で、

仕入先の事実確認ができないときは、課税事業

者が証明責任を負い、税務当局は当該課税事業

者が仕入税額控除権行使の権限を有する。

・�課税事業者は、客観的な証拠を用い、仕入先が

課税事業者であることを証明しないといけない。

この場合、課税事業者は、VAT の仕入税額控除

権を実体的な要件を充たすために、必要に応じ

て税務当局が使っていないデータも含めて証明

してもよい。

・�税務当局は、事実から仕入先の課税上の地位が

わかるにもかかわらず、物品またはサービスの

実際の仕入先が確認できず、課税事業者がその

仕入先を証明しないという理由でもって、課税

事業者の仕入税額控除権を否定してはならない。

・�インボイスの不備・不存在を理由とする仕入税

額控除権の適用・解釈をめぐる一連の ECJ 判決

【表 20】イギリス（UK）での VAT の仕入税額控除権【表 20】イギリス（UK）での VAT の仕入税額控除権

は、イギリス（UK）での課税取扱い［事務運営

指針］にも大きな影響を与えている。

・�1977 年に UEVAT 指令が発出された。当時

EU に加盟していたイギリス（UK）は、以前

か ら 1994 年 付 加 価 値 税 法（VATA=Value 

Added Tax Act 1994・26 条）および 1995

年付加価値税規則（VAT Regulations 1995・

29 条）に、「仕入税額控除権・仕入税額を差引

く権利（the right to deduct input tax）」を定

めていた。

・�イギリスの課税庁（歳入関税庁 =HMRC）は、

的確な事業目的を欠いた積極的な（aggressive）

控除権の濫用（abuse of rights）にあたる場合

は別として、基本的には善意の事業者（bona 

fide taxable person）の仕入税額を差引く権利

の行使を尊重する姿勢を打ち出している。

・�2020 年の EU 離脱（Brexit）後も、HMRC は、

EU とのは税制の調和を大事にし、同様の方針を

維持している。

・�つまり、事業者が入手した税額票（インボイス）

が法定要件を充足していない場合、あるいは、

インボイスを入手していない場合でも、イン

ボイス以外の証拠資料があればそれを有効と認

め、裁量により仕入税額控除を認定する旨を事

務運営指針［有効な VAT インボイスなしでの仕

入税額控除（HMRC, Statement of Practice, 

VAT Strategy: Input Tax deduction without 

a valid VAT invoice （March 2007））［2016

年に下記 VIT31200 に改訂］で確認している。

・�その後、HMRC は、新版の事務運営指針を打ち

出している。主なものをあげると、次のとおり

である。

　＊ �VIT11500-VAT Input Tax basics: UK law 

（2016: 2022 update）［VAT 仕入税額入門：

イギリス法］

　＊ �VIT12100-VAT Input Tax basics: the basic 

right to deduct principles （2016: 2022 

update）［VAT 仕入税額入門：基本的控除権

原則］

　＊ �V IT12300 -VAT  Inpu t  Tax  bas i c s : 

procedure for dealing with supplies （2016: 

2022 update） ［VAT 仕入税額入門：仕入取

引手続］

　＊ �VIT13300-VAT Input  Tax  bas ics : 

recipient of supply （2016: 2022 update） 

［VAT 仕入税額入門：仕入の受領］

　＊ �VIT22000-Is it input tax: intention to 

make supplies （2016: 2022 update） 

［VAT 仕入税額入門：仕入の意思］

　＊ �VIT31000 -How to  t r ea t  i npu t  t ax : 

acceptable evidence for claiming input tax 
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３　�VIT31200［仕入税額の取扱方：仕
入税額を請求する場合に認められる代
替 的 証 明（How to treat input tax: 
alternative evidence for claiming 
input tax （2016: 2022 update）］（前
記 2007 年事務運営指針の改定版）【邦
訳／抄訳／仮訳】を読む

（2016: 2022 update）［仕入税額の取扱方：

仕入税額を請求する場合に認められる証拠］

　＊ �VIT31200 -How to  t r ea t  i npu t  t ax : 

alternative evidence for claiming input tax 

（2016: 2022 update）［仕入税額の取扱方：

仕入税額を請求する場合に認められる代替的証

拠］（前記 2007 年事務運営指針の改定版）

・�このイギリスの例は、納税者の自発的納税協力

（voluntary tax compliance）を促すために、課

税庁は、効率的な納税者サービスを提供するのは

もちろんのこと、納税者の権利を積極的に容認す

る事務運営指針を出すことも重要であることを教

えてくれる。

【表 21】イギリス（UK）での VAT 所管課税庁の変遷【表 21】イギリス（UK）での VAT 所管課税庁の変遷

 

　VIT31200［仕入税額の取扱い方：仕入税額を

請求する場合に認められる代替的証拠］（2016: 

2022 update）

≪目次≫
❶仕入税額控除権

❷裁量の利用

❸�仕入が有効でないインボイスに関する運営指針

にあげられていない物品である場合に HMRC

職員が裁量権を行使するときに検討する要因

❹�仕入が有効でないインボイスに関する運営指針

にあげられている物品である場合に HMRC 職

員が裁量権を行使するときに検討する要因

❺ �HMRC 職 員 が、VAT 逋 脱 班（VFT=VAT 

Fraud Team）に具申しないといけない事案

【表 22】�イギリス（UK）における VAT の仕入税額控【表 22】�イギリス（UK）における VAT の仕入税額控
除権事務運営指針除権事務運営指針

❻ �Kittel 原則：その取引が租税逋脱に関連してい

ることを知っていたまたは知るべきだった

　　　　　＊  　 　　  ＊　　　 　＊

❶仕入税額控除権
　課税事業者は、自己の仕入税額控除基本権を行

使する場合には、有効な VAT インボイスを保存

しなければならない。当該 VAT インボイスは、

1995 年 VAT 規則 14 条に規定するすべての基準

を遵守しなければならない。

❷裁量の利用
　イギリスにおいて、1995 年 VAT 規則 29 条の

もと、HMRC 長官は、正しい証明により担保さ

れていない請求を認める裁量権を有している。

　VAT の控除請求が正しい VAT インボイスで担

保されていないとする。この場合、HMRC 職員は、

課税仕入にかかる控除を担保するために利用でき

る十分な証明がないかどうかを点検する。HMRC

職員は、そうした証明がないかどうかを合理的に

点検することなしに容易にその請求を拒否しては

ならない。HMRC には、納税者が適正な額以上

の税を支払わないように配慮する義務がある。も

ちろん、この義務は、公的歳入の保護とのバラン

スにおいて果たされなければならない。

　裁量権を行使するとする。この場合、仕入税額

控除権行使は、VAT 規則 14 条の要件を充たす

VAT インボイスを保存していることが必要条件で

あることに注意する必要がある。

　VAT インボイスは、次の理由から必須とされる。

　・VAT が発生しかつ仕入先が支払ったという証明

　・�HMRC が発生した税を徴収する義務をどの

ように遂行するか

　このことから、VAT の仕入税額を控除をするに

は、仕入先が VAT を課し、かつ事業者に VAT が

課されたことを示す VAT インボイスを保存して

いると証明されなければならない。HMRC が、代

替的証明を認めるために裁量権を行使するとする。

この場合、HMRC が、その代替的証明が、請求

された VAT が発生しており、仕入先が課しかつ

請求者が支払っているという証拠を示しているこ

とに満足しないといけない。

　次の場合には、VAT インボイスは発行されてい

ないとして、HMRC は、代替的証明にあたると

はみなさないものとする。

　・�VAT が発生しておらず、かつ、仕入にかかる

支払がない。

　・�仕入先が自らの供給に対して VAT を課して

いない。

❸�仕入が有効でないインボイスに関する運営指針
にあげられていない物品である場合に HMRC
職員が裁量権を行使するときに検討する要因

　要因は、その納税者の個々の状況により変化す

る。設例は、例示的なものであり他の例も考えら
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れるが、下記の附表 2 に一覧にしている。HMRC

職員は、個々の納税者の事業状況に応じた質問を

用意しないといけない。

　附表２：有効でないインボイスに関する運営指針

　有効なインボイスがないときに仕入税額控除権

があるかどうかを決定する際にする質問例

　・�あなた［訳注：「事業者」。以下同じ。］は、イ

ンボイス以外の証明できる代替的資料（例え

ば、仕入先の書類）を持っているのか。

　・�あなたは、VAT が課された課税仕入をした証

明を持っているのか。

　・あなたは、支払の証明を持っているのか。

　・�あなたは、物品／サービスがあなたの事業内

でどのように消費されたかを証明できるのか、

または内部の仕入の証明を持っているのか。

　・�あなたは、仕入先が存在していたと知ってい

たのか。

　・�どのようにして、あなたと仕入先との関係を

確立したのか（例）。

　・どのようにして接触したのか。

　・�あなたは、仕入先がどこで業務をしているか

知っているのか（訪ねたことは？）。

　・あなたは仕入先とどのように接触するのか。

　・�あなたは、仕入先が物品またはサービスを提

供するのか知っているのか。

　・�物品の場合、あなたは、それが盗品でないこ

とをどのように見分けるのか。

　・あなたはどのように欠損品を返却するのか。

　・�仕入が、広く不正や濫用に対象になる特定の

物品ではなく、かつ、納税者が仕入に関する

十分な代替的証明をしている場合（質問１～

４）、そして、

　・�請求者側に濫用または不正をする意思あると

疑う理由がない場合、

　HMRC 職員は、原則として仕入税額控除を認

める裁量権を行使しなければならない。

　納税者が、課税仕入に関する十分な代替的証明

をしない場合、控除は認められない。HMRC 職

員は、納税者の仕入税額控除権を否認しようとす

る場合で、仕入があったか確認できないときには、

VAT 脱税班（VFT）の同意を求めることなしに手

続を進めることができる。

❹�仕入が有効でないインボイスに関する運営指針
にあげられている物品である場合に HMRC 職
員が裁量権を行使するときに検討する要因

　・�一般に不正または濫用の対象となる物品は、下

記附表 3 の「有効でないインボイスに関する

運営指針」に掲げられている。

　［以下、邦訳省略］

　附表 3：有効でないインボイスに関する運営指針

　一般に不正または濫用の対象となる物品の仕入

　・�コンピュータ、その他コンピュータまたはコ

ンピュータシステム用の装備品、部品、附属品、

ソフトウエア

　・電話、その他電話または電信用の部品や附属品

　・�アルコール：1979 年アルコール飲料税法 1

条または本法のもとで発出された規則で定義さ

れた、個別消費税の対象となるアルコール飲料

　・�燃料油：販売用の道路輸送用燃料として保有

されるあらゆる燃料油

　有効でない VAT インボイスが保存され、かつ、

仕入が特定された物品である場合、課税仕入の代替

的証明を提供することに加え、納税者は、仕入およ

び仕入先は偽りのものではないことを証明するため

の合理的な事業手続をとっていることを示さなけれ

ばならない。HMRC は、納税者に対して、附表 2：

有効でないインボイスに関する運営指針の質問 5

と 6 の例（もちろん、これらに限定されない。）に

答えられるような特定物品であることを期待する。

　これらの質問例は、必ずしもあらゆる事例にあ

てはまるとはいえない。HMRC 職員は、納税者

が合理的な範囲の注意義務を果たして仕入の清廉

さをチェックしたかどうかを確認するために必要

かつ適切な質問をしないといけない。

　HMRC 職員は、納税者に対して、取引相手の

VAT 事業者番号をチェックするように求めた場

合、通例、そうしたチェックが行われたかどうか

を確認しないといけない。

　・�納税者が、仕入に関する何某かの代替的証明

を提供した場合で、

　・�HMRC が、納税者が行った仕入および仕入

先は偽りのものではないことを証明するため

の合理的な手続に満足しないときは、原則と

して、納税者は、仕入税額控除を認められな

い。HMRC 職員は、処分通知を発する前に、

VAT 逋脱班（VFT）に承認を求めなければな

らない。VAT 逋脱班（VFT）から同意が得ら

れた場合にのみ、HMRC 職員は、仕入税額

の否認手続を進めることができる。

❺ �HMRC 職 員 が、VAT 逋 脱 班（VFT=VAT 
Fraud Team）に具申しないといけない事案

　HMRC 職員は、下記の基準を充たした場合に

限り、VAT 逋脱班（VFT）に事案を具申できる。

　・�納税者が有効でないインボイスを保有してお

り、かつ、

　・�不正および濫用の伴う物品の課税仕入を受け

ており、かつ、

　・�HMRC が、その納税者は、当該仕入に関す

る何らかの代替的証明を持っているにもかか

わらず、

　・�HMRC は、当該納税者が行った仕入および

仕入先は偽りのものではないことを証明する

ための合理的な手続に満足しない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

［以下、邦訳省略］

❻�「Kittel 原則：その取引が租税逋脱に関連して
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IV　�EU の租税法律主義のもとでの VAT
の租税回避防止のための不文の法理の
展開

１　�UK・ハリファックス（Halifax）事件
［VAT の租税回避先例］を読む

　　 

 （１）�VAT の租税回避に適用される不文の濫用

法理の分析

　確かに、EU においては、加盟各国が事業者に

よる仕入税額を差引く権利を濫用した取引スキー

ムのコントロールが重い課題になっている。各国

の VAT 審判所や裁判所は、不文の「権利濫用」

の法理などを適用して仕入税額控除を否認する課

税庁の処分を後押ししてきている。

　しかし、欧州司法裁判所（ECJ=European Court 

of Justice ／正式には CJEU=Court of Justice of 

the European Union）は、善意（bona fide）の

取引については、77 年 VAT 指令 17 条や 18 条、

および 2006 年改正 VAT 指令 168 条で制度的に

認められた事業者の仕入税額を差引く権利（請求権）

を全面的に否定することには消極的である。

　また、たとえ控除権の濫用（法の濫用）があった

場合であっても、できる限り正常な取引に引き直して

仕入税額控除を容認するように命じている（Halifax

事件・Case C-255 ／ 02, ［2006］ STC 919.）。

≪ EU を離脱した UK の VAT の所在、VAT 法制、

VAT 争訟過程≫

＊ �2009 年 10 月１日からは「議会上院上訴審委員

会」に代り連合王国最高裁判所が、イングランド、

ウェールズおよび北アイルランドのすべての事件な

らびにスコットランドの民事事件の最終審を担当。

スコットランドの刑事上級裁判所・High Court of 

Justiciary は、スコットランドで引き続き刑事事件

の最終審を担当する。また、既存の多様な行政審判

所を統合し、2009 年 4 月 1 日に新たな二審級制の

横断的行政審判所（Two-tier Tribunal System）は、

正式に始動した。司法・審判所制度改革（２０１０

年１月１日）以前、VAT の不服審判については、

1972 年～ 1994 年まではVAT不服審判所（Value 

Added Tax Tribunals）が担当、１９９４年～

いることを知っていたまたは知るべきだった
　仕入税額控除権は、納税者が、その取引が租税

逋脱に関連していることを知っていたまたは知る

べきだった場合には否認される。いわゆる「Kittel

原則（Kittel principle）」である。「Kittel基準（Kittel 

test）」とも呼ばれる。

　担当官は、次のことを証明しないといけない。

・�サプライチェーンのどこかの段階で VAT の逋

脱があったか、または、仕入が租税回避事業者

（contra trader）を通じてなされたこと。

・�仕入が、VATの逋脱と関連していたこと。および、

・�納税者は、その取引が租税逋脱に関連している

ことを知っていたまたは知るべきだったこと。

　前記のような事例では、必ず VAT 逋脱班（VFT）

との事前協議が必要であり、かつ、様式を用いて、

VFT に具申しなければならない。

11 �イングランド（ウェールズも含む。）の場合、コモンロー系の世俗司法（secular court system）に加え、カトリック・

大陸法系の国教会司法（Church of England/ecclesiastical court system）が併存している。詳しくは、石村耕治『イ

ングランド国教会法の研究』（2010 年、白鷗大学法政策研究所 叢書２）参照。
12 �拙論「イギリスの租税審判所制度の抜本的改革：第一段階審判所租税部と上級審判所金融租税部としての新たな船出」

白鷗法学 16 巻 1 号参照。月刊税務事例 41 巻 8 号および 9号参照

【表 23】�イギリス（イングランドとウェールズ）の世【表 23】�イギリス（イングランドとウェールズ）の世
俗俗 1111 争訟ルートの概要争訟ルートの概要
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①�ハリファックス他（Halifax and Others）事
件［ECJ case C-255 ／ 02、Feb. 21, 2006］
showPdf.jsf （europa.eu）【Halifax plc & 
Ors v C & E Commrs［関税・消費税庁／
C&E（2005 年に現歳入関税庁／ HMRC に改
変）］（Case C-255/02）】

【事実の概要】　本件では、仕入税額控除が認めら

れない非課税対象の事業者（UK の銀行）が、仕入

税額控除権が認められる 2 つの子会社（LPDS と

CWPI）と取引を組むことにより、仕入税額控除権

を享受しようとした国内取引の是非が問われた。

　関税・消費税庁／ C&E【2005 年に現・歳入

関税庁／ HMRC に再編】は、VAT の回避のみを

目的に行われた取引は、「権利の濫用（abuse of 

rights）」原則にふれることから、当該取引にかか

る仕入税額控除権を否認する課税処分を行った。

この処分を不服として、ハリファックス等（事業

者）は、付加価値税・関税審判所（当時）に不服

申立てをしたが課税処分を支持したため高等裁判

所に提訴した。

【付託事項】　付加価値税・関税審判所および高等

裁判所は、このケースに対する先決判断を求めるた

めに次の事項について欧州司法裁判所（ECJ）に付

託し、定める規定の意味について判断を求めた 13。

①本件において、取引参加者は、❶もっぱら租税

利益を得る目的で取引をし、かつ❷参加者間の

経済活動過程において仕入に対して付加価値税

（VAT）がかかるいかなる独立した事業目的をも

有していなかったか。

②本件請求者からの本件取引の遂行から生じた

VAT の仕入税額の還付または救済請求を否認

するために、ECJ が展開してきた「権利の濫用

（abuse of rights）」のような濫用（禁止）の法

理を適用できるか。

【ECJ の先決判断】　欧州司法裁判所（ECJ）は、

先例に基づき、EU 法（Community law）は，

濫用または詐欺的な目的のための典拠にはできな

【表 24】 �ECJ の租税回避・先行判断（先例）／ハリファッ【表 24】 �ECJ の租税回避・先行判断（先例）／ハリファッ
クス（Halifax）事件の概要クス（Halifax）事件の概要

13 �なお、本件関連 VAT 指令関連条項は、77 年 VAT 指令 2 条 1 項［VAT の課税対象］、4 項 1 項［課税事業者］・2 項

［経済活動］、5 項 1 項［物品の仕入］、6 条 1 項［サービスの提供］［Directive-77/388-EN-EUR-Lex（europa.

eu）］【現行 VAT 指令／ 2006 年改正 VAT 指令 2 条、9 条、14 条１項、24 条［EUR-Lex-f72bf230-db58-11ec-a95f-

01aa75ed71a1-EN-EUR-Lex（europa.eu）］】である。
14 �See,e.g .,Opinion of AG Kokott in Case C-321/05 Kofoed  ECLI:EU:C:2007:86,para.67.
15 �See,e.g .,Case C-255/02 Halifax and Others  ECLI:EU:C:2006:121,paras.37,41.
16 �See,e.g .,Opinion of AG Bobek in Case C 251/16 Cussens and others  ECLI:EU:C:2017:648,para.31.
17 �See,e.g .,Case C-255/02 Halifax and Others  ECLI:EU:C:2006:121,para.70.
18 �See,e.g .,Cse C-110/99 Emsland-Starke ecLI:Eu:C:2000:695.

い旨確認した。そのうえで、ECJ の判例法のなか

で直接税に適用されてきた「権利の濫用（abuse 

of rights）」（禁止）の法理は、付加価値税（VAT）

にも適用できるとした。

　ECJ は，取引がもっぱら租税利益（本件では仕

入税額控除権）を得る以外に経済的目的がない場

合でも、客観的基準を充たしている限り仕入税額

控除は認められるとした。ただし、当該取引に「濫

用的な行為（abusive practices）」が見出される

場合には、仕入税額控除権は認められないとした。

　なお、ECJ は、付加価値税の領域において 濫用

的な行為が認定されるためには次の 2 つの要件を

充たす必要があるとした。①第 1 の要件は，関連

する取引が形式的には第 6 次 VAT 指令や加盟国

の国内法に規定する要件を充たすものの，その法

効果を付与すれば、これらの規定の目的に反する

租税利益を認めてしまう結果になること。そして、

②第 2 の要件は，関連する取引の本質的な目的が

租税利益を得るものであることが、複数の客観的

な要素から明らかになることである。

　結論として、ECJ は，本件は仕入税額控除を行

うことができる取引が「濫用的な行為」を構成し

課税事業者による仕入税額控除を行う権利は否認

されるとした。濫用的な行為が見出される場合、

国内裁判所は、そうした行為を構成する取引がな

い状況に再定義（redefine）し、課否判定をしな

いといけないとした。

【評釈】　

❶�本件は、VAT の仕入税額控除権は、事業者の請

求権であることを認めながらも、租税回避行為

が主たる狙いである場合には、この権利を制限

される。

❷ �EU の判例法は、不文の法源として、「法の

不正利用（misuse of law）」14、「権利の濫用

（abuse of rights）」15、「 法 の 濫 用（abuse of 

law）」16、「濫用的な行為の禁止原則（principle 

of prohibiting abusive practices）」17 のよう

なルール（濫用の法理）を用い、納税者の権利

を否認する。

❸�こうした否認ルールは、従来は、直接税（所

得課税）で適用されてきた 18。しかし、本件

（Halifax）は、付加価値税（VAT）に対して、

こうしたルールを本格的に適用した事例である。

❹�課税事業者は、その取引が租税逋脱に関連して
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（２）�租税法律主義と租税回避防止のための不文
の濫用の法理の所在

　租税法律主義と租税回避行為防止のための不文

の法理の所在について、簡潔に図示すると、次の

とおりである。

（３）�VAT で、EU とわが国と間に存在する大
きな認識の違い

　EU では「VATの租税回避スキーム」が頻繁化

している。しかし、わが国は、必ずしも、EU と

状況が同じとはいえない。

　欧州の税法学研究では、租税法律主義（tax 

legality principle ／ legal certainty principle ／

legitimate expectation principle） を 究 明 し て

から、各種不文の濫用（禁止）の法理、さらには一

般的租税回避否認規定（general tax avoidance 

provision）の要否などの分析を進める手法が採られ

る。この背景には、一般に各国の司法は、久しく〝課

税問題は人権問題である〟とのスタンスで、租税法

律主義に基づき、税法の「厳格解釈・文理解釈（strict 

& literal construction）」の伝統を維持してきてい

ることがある。拡大解釈には依然慎重論が根強い。

　こうした司法の態度に業を煮やした行政府や立

いることを知っていたまたは知るべきだった場

合に、その取引にかかる仕入税額控除を否認す

るルールを「Kittle 原則」と呼ぶ。Kittel 原則

が租税法律主義の射程のなかで受け入れられる

のかどうかは、各加盟国の国内 VAT 法との兼

ね合いで、常に問われるポイントである。

❺�本件（Halifax 事件）において、法務官の意見

（AG opinion）では、「争点とされた各取引はそ

れ自体客観的に精査されないといけない。この点

については、もっぱら租税利益を得る意思で仕入

がなされたかどうかの事実は取るに足らないこと

である（immaterial）。」とする［Flashback on 

ECJ cases C-255 ／ 02 （Halifax and Others）

–Abuse of law–VATupdate］。

　�　本件 ECJ 先決判断では、この法務官の意見を

採り入れ、VAT の租税回避は、客観的基準を充

たしている場合に限り認められるとした。すなわ

ち、わが国の租税回避論議、とりわけ私法上の法

律構成による〝否認〟論で展開されているような

「納税者の租税回避をしようとする意図を税務当

局が認定しさえすれば租税回避行為があったと

して否認できるとする考え方」［例えば、わが国

最判平 17.12.19・民集 59 巻 10 号 2964 頁。

ただし、本件は法人税関連事件］は採らない。

　�　なぜならば、EU 税法では、納税者には必

要最小限の納税をする権利があるからである。

ECJ は、わが国のような主観的な要因を重視す

る考え方は、租税法律主義が射程とする「法的

安定性原則（legal certainty principle）」に抵

触すると見るからである。

❻ �ECJ は、濫用的な行為が見出される場合、国内

裁判所は、当該取引をそうした行為がなかった

ものとして再定義（redefine）し 19、課否判定

をしないといけないとの判断を下した。これは、

濫用的な行為が見出される場合で、更正が必要

なときでも、VAT 指令には、それをする特段の

規定がないからである。各加盟国が国内法で対

応するか、VAT の 77 年 VAT 指令 20 条［控除

の調整（Adjustments of deductions）］に基づ

き取引を再定義し、同指令 22 条 8 項に基づき、

加盟国は不正がある場合更正処分・徴収するこ

とになる。ただ、この場合、ⓐ加盟国の国内税

法に控除の調整に関する特段の規定がない場合、

さらにはⓑ何某かの附帯税をかけるとすると、租

税法律主義（法的安定性原則／予測可能性保護

原則）とぶつかるのではないか、との議論がある。

19 �「再定義（redefine）」とは、一種の〝推計課税（presumptive taxation）〟と見ることができるかも知れない。租税法

律主義のルールからは、加盟国内 VAT 法に VAT の推計課税の規定がなければ、許容しえないことになるのではないか。

純粋な法的アプローチではないが、EU を含め、OECD 諸国での推計課税について詳しくは、Mariona Mas-Montserrat 

et al ., The Design of Presumptive Tax Regimes （2023, OECD Taxation Working Paper ）. 141239bb-en.pdf.
20 �EU は、2016 年に租税回避防止指令（ATAD= Anti-Tax Avoidance Directive）［ペーパーカンパニー等を利用した租税回

避防止指令］［その後改訂 ATAD 2、ATAD 3］を発出しているが、法人課税に関するものであり、VAT には直接関係はない。

【表 25】�VAT の租税回避と不文の法理・租税法律主義【表 25】�VAT の租税回避と不文の法理・租税法律主義
の構図の構図



法府が一般的租税回避否認規定 20 を設け、司法の

取り込みを狙うというパターンがある。

　対応を迫られた欧州司法裁判所（ECJ ／

CJEU）や加盟国の国内審判所ないし裁判所が、

VAT の租税回避を否認するために各種不文の濫

用（禁止）の法理を法源／典拠に使う姿勢を強め

ている実情が伺える。

　この点、わが国の政府系税法研究者が EU の実

情を紹介する際には、加盟各国の租税法律主義の

展開などの究明は後回しにし、もっぱら不文の法

源や一般的租税回避否認規定（GAAR=General 

Anti-Avoidance Rule）の要否に傾斜する姿勢

が目立つ。なかには、先進諸国のうち、一般的租

税回避否認規定を導入していないのは日本だけ、

とか、政府に塩を送ることに熱をあげる税法研究

者までいる。この背景に

は、財務を扱う役人が〝権

利〟という言葉を嫌い、

そうした姿勢を忖度する

税法研究者が納税者の権

利を後回しにする動機が

あるのではないか。

２　�EU 加盟国の租税法律主義と VAT 仕入
税額控除権の所在

　EUでは、仕入税額控除は納税義務者の権利（請

求権）である。権利である以上、欧州司法裁判所

（ECJ）も欧州人権裁判所（ECtHR）も、納税義

務者の仕入税額控除権侵害を含め違法な課税処分

に対しては、納税義務者の権利を保護するために、

慎重に対応する。

　その際に持ち出されるのは、「租税法律主義

（tax legality principle）」「法的安定性（legal 

certainty principle）」である。租税法律主義の

概念は、加盟各国により異なる。

　国によっては、わが国の憲法 84 条のような明

文規定を置かないところもある。その場合には、

EU における不文の法理を持ち出して納税者を保

護する。

（１）�EU その他世界の主要国での租税法律主義
の展開

　EU では、タックスインボイス方式の消費税／

VAT を採用し、「インボイス又は資料（invoice 

or document）」を有していることを条件として、

課税事業者に対して「仕入税額控除権（the right 

to deduct input tax）」を法認する。

　以前、EU の VAT の仕入税額控除権の講演を

した。その折に、参加者から質問をいただいた。

それは、「EU 加盟各国の租税法律主義と仕入税額

控除権の関係」についてであった。即座には答え

られなかったが、その後の研究テーマ選択のヒン

トとなった。

　租税法律主義は、英語では一般に「tax legality 

principle ／ the principle of legality of 

taxation ／ the principle of fiscal legality」とい

う。法的安定性原則（legal certainty principle）、

予測可能性原則（legitimate expectation prin- 

ciple）という呼び名もある。「代表なければ課税な

し（no taxation without representation）」の言

葉しか頭のなかにないと、EU の租税法の文献は

的確に読めなくなる。

　租税法律主義は、わが国の税法体系において重

要な基本原則となっている。また、憲法分野でも

重要な原則となっている。これは、憲法に租税法

律主義の成文規定（84 条）を置いていることも

原因である。わが国の税法学界では、この原則に

ついての豊かな展開を見ている。しかし、これま

でグローバルな視座からの的確な点検作業はス

ルーされがちになっていたように思える。結果、

わが国の租税法律主義論は、この島国で〝固有種〟

として独自の展開を遂げているようにも見える。

　EU（欧州連合）は 27 カ国からなる国家連合

である。これらすべての加盟国で独自に展開され

てきた租税法律主義の理論がある。租税法律主義

を憲法に明記している国がある。一方、租税法律
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（Public use）（Public use）

【表 26】�EU の仕入税額控除権をめぐる立法・行政・司【表 26】�EU の仕入税額控除権をめぐる立法・行政・司
法メカニズム法メカニズム
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主義を、憲法や制定法に明定せずに、不文の法概

念としている国がある。したがって、EU 加盟国

をじっぱひとからげにして「租税法律主義論と仕　

入税額控除権」を論じるのは難しい。

　そこで、わが国の租税法律主義論との比較にお

いて、EU 加盟国や英米など主要諸国で展開されて

いる租税法律主義論をアバウトに検証し、〝見える

化〟してみる 21。これにより、世界における、わが

国の租税法律主義論の〝所在〟を確認して見る 22。

21 �See,Scope of the principle of the legality of taxation, particularly in relation to value added tax

（Directorate-General for Research and Documentation, September 2018）.
22 �世界の憲法の邦訳にあたっては、初宿正典・辻村みよ子編『新解説世界憲法集［第 5 版』（2020 年、三省堂）、髙

橋和之編『新版 世界憲法集［第 2版］（2007 年、岩波文庫）などを参照。
23 �石村耕治編『現代税法入門塾（11 版）』（2024 年、清文社）119 頁以下参照。
24 �See,Nicola Preston,〝The Interpretation of Taxing Statutes: The English Perspective,〟 Akron Tax 

Journal: Vol. 7, Article 2.（1990）.

　わが国では、憲法 84 条（＋ 30 条）が、租税

法律主義（tax legality principle）の根拠規定と

される。その内容としては、課税要件法定主義、

課税要件明確主義、合法性の原則、租税公平原

則（最大判昭和 60.3.27・民集 39 巻 2 号 247

頁など）、手続保障原則、遡及的不利益立法の禁

止、納税者の権利保護などがあげられている 23。

いわば、〝てんこ盛り〟である。島国で独自の発

展を遂げた〝固有種〟のようにも見える。ただ、

諸外国の租税法律主義の内容を概観すると、わが

国とは異なり、必ずしもてんこ盛りではない。一

方、わが国では、すべての税法は、各年の予算法

の存続が前提であるという、年税主義（annuity 

principle）を採っているのかどうかが問われる。

旧憲法（大日本帝国憲法）は「現行ノ租税ハ更

ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

ス」 （63 条） として永久税主義をとっていた。し

かし、現行憲法にはこの点に関する明示規定はな

い。永久税主義によっているとの理解が通説であ

る。［Under construction］

【表 27】�EU その他世界の主要国での租税法律主義の展【表 27】�EU その他世界の主要国での租税法律主義の展
開 （tentative）開 （tentative）

日本

イギリス（UK）

　英米における租税法律主義の源泉は、イギリ

スにおける 1215 年のマグナカルタ（Magna 

Carta）に求めることができる。マグナカルタ

は、封建領主や自由市民がスクラムを組み、当時

のイングランドのジョン国王に課税権行使に先

立っては議会（諸侯の会議）の承認を前提とす

るなど王権の制限を求めた文書である。マグナ

カルタでうたわれたスローガンである「nullum 

tributum sine lege」で（原義は「法律なければ

犯罪なし」、「法律があれば犯罪を問わないわけに

はいかない。」で、合法性の原則／罪刑法定主義

（legality principle）に近いが）、「法律なければ

課税なし（no taxation without legislation/tax 

legality principle）」の原則の確立を見た。そ

の後、1628 年の権利請願（Petition of Rights 

1628）や 1689 年の権利章典（Bill of Rights 

1689）4 条 1 項でも、「議会の同意なければ課

税 な し（no taxation without the consent of 

Parliament）」、がうたわれた。

　マグナカルタ権利請願や権利憲章などにうた

われたのを契機に展開を見た租税法律主義、すな

わち「租税は議会法の産物である（taxation is a 

creature of acts of Parliament ／ statutes）」と

いう原則は、イギリス税界では常識とされる。言

いかえると、租税法律主義の原則は、〝立法原理〟

であり、かつ文理・厳格解釈（literal and strict 

interpretation）を求め拡張した法解釈（裁判例）

は許されないとする〝税法の適用・解釈原理〟を

含む「制定法以外では課税ができないルール」の

典拠である。イギリスは年税主義を採る。

　租税法律主義は、米語では、「代表なければ課税

な し（No taxation without representation）」

と言い慣わされている。本来、「代表なければ課税

なし」の表記は、1763 年～ 1776 年の間に、大

英帝国（the British Empire）の 13 のコロニー（植

民地）が、イギリス議会に対して直接の参政権を

求めた際に使ったスローガンに由来する。大英帝

国のコロニー（植民地）であったアメリカなどでは、

1773 年のボストンティパーティ事件で「代表な

ければ課税なし」のスローガンが使われた 24。

　ちなみに、米語ではなく英語が使われるグロー

バルな法環境のもとでは、「租税法律主義」は、

短 縮 形 で は「tax legality principle」、 も う 少

し フ ォ ー マ ル に は「the legality principle of 

taxes」という。［Under construction］

アメリカ（U.S.A.）

連邦憲法は、「租税、関税、輸入税、消費税を賦

課して徴収する権限は連邦議会が有する［The 

Congress shall have Power To lay and 

collect Taxes, Duties, Imposts and Excises］」

（第1条第8節第1項）［1787年制定］と規定する。

加えて、連邦憲法修正 16 条［所得税の賦課徴収
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権］は、「所得にかかる租税を賦課しかつ徴収する

権限を連邦議会（立法府）に付与する」［1913 年

制定］と規定する。しかし、執行府のトップであ

る大統領が、関税法などを典拠に各種「大統領令

（Presidential directives）」を使って関税（tariffs）

などをかけることもできる。このため「課税権」

をめぐっては、立法府と執行府の間で確執があ

る。わが国や EU で展開される内容での「租税法

律主義（tax regality principle）」や「法的安定

性原則（legal certainty principle）」に根ざした

立法論や税法の適用・解釈論は、アメリカでは余

り人気がない。ドグマチックなアプローチ（legal-

dogmatic approach）を嫌い、プラグマティッ

クな法の適用・解釈が幅を利かせる国柄からくる

のかも知れない 25。

　 ア メ リ カ の 租 税 法 律 主 義 論 は、 租 税 正 義

（tax justice） 論、「 分 配 的 正 義（distributive 

justice）」論とはリンクしていない。冷戦下、ジョ

ン・ロールズ（John B. Rawls）をはじめとした

社会主義を嫌う政治環境で発展してきた分配的正

義論は、新自由主義（リバタリアン）への抵抗理

論にはなる。しかし、所詮、市場主義万歳に根ざ

した理論である。社会民主主義大好きのヨーロッ

パでは人気がない。　

　大陸法系の EU 諸国などとは異なり、アメリ

カは通常裁判所での租税法違憲判断を求めること

が可能である。法令違憲（facial constitutional 

challenge） に 加 え、 適 用 違 憲（as-applied 

constitutional challenge） を 求 め る 手 法 を 選

べる。租税立法違憲訴訟では、多くの場合、連

邦憲法の権利章典（Bill of Rights）よりも、む

しろ修正 14 条の適正手続（due process）や平

等保護（equal protection）を典拠にする。しか

し、連邦司法は、合憲性の推定（presumption of 

constitutionality）を基調に判断を下している。す

なわち、租税立法権限の制限には概して消極的であ

る。遡及的課税を含む租税立法上の不公平・不合理

は、立法府で解決すべきであるとするスタンスが強

い。アメリカは、予算法の成立を前提とするが、純

粋な年税主義でもない。［Under construction］

25 �See,S.W.Mazza & T.A.Kaye,〝Restricting the Legislative Power to Tax in the U.S.,〟 54 Am.J.Comp.L.641（2006）.
26 �See,Henry Ordower,〝Horizontal and Vertical Equity in Taxation as Constitutional Principles:Garmany and the United 

States Contrasted,〟 7 Fla.Tax Rev.259, at 302 et seq .（2006）.

フランス（France）

　フランスは、いわゆる「大陸法系」に属し、制

定法が法体系の中核をなしている。租税法律主

義を、課税の公平原則（equality principle of 

taxation）に傾斜する形で憲法に規定する国も

少なくない。フランスがその１つである。1789

年の「人および市民の権利宣言［Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 （DDHC=Declaration of the Rights of 

Man and of the Citizen 1789）］」では、次の

ように規定する。第 13 条［租税の分担］公の武

力の維持および行政の支出のために、共同の租税

が不可欠である。共同の租税は、すべての市民の

間で、その能力に応じて、公平に分担されなけれ

ばならない。第 14 条［租税に関与する市民の権

利］すべての市民は、自ら、またはその体表者に

よって、公の租税の必要性を確認し、それを自由

に承認し、その使途を追跡し、かつその数学、基

礎、徴収、および期間を決定する権利を持つ。ま

た、1958 年フランス第 5 共和国憲法（French 

Constitution of 4 October 1958）34 条は、あ

らゆる種類の税の課税ベースや税率、税の賦課徴

収については、議会が定める法律事項であるとし、

租税法律主義（le principe delégalité）を規定す

る。予算法律主義を採る（1958 年憲法 47 条）。

［Under construction］

ドイツ（Germany）

　ドイツは、いわゆる「大陸法系」に属し、制定

法が法体系の中核をなしている国の１つである。

ドイツも、租税法律主義を、ドイツ基本法（連邦

憲法／ボン基本法）3 条 1 項［すべての者は法

の前に平等である］に基づき、課税の公平原則

（equality principle of taxation）に傾斜する形

で展開する国の１つといえる。加えて、ドイツ基

本法 20 条１項が「民主的かつ社会的な連邦国家

である。」と規定するように、多くの EU 諸国のよ

うに、いわゆる「社民民主主義」を標榜する国家

である。アメリカのような、反共主義の根ざした

分配的正義（distributive justice）や新自由主義（リ

バタリアン）が闊歩する国家とは大きく異なる 26。

ドイツ基本法は、わが国の 84 条に相当する規定

を置いていない。しかし、租税法上の不文の法理

（法源）として課税要件法定主義（Gesetzmäßigkeit 

der Besteuerung）が認められている。この法源

は、いわば「公定力」の法理などと同類の存在で

ある。憲法裁判所などでの租税関連憲法訴訟判決

では、基本法第 1 条［基本権］や第 2 条 1 項［人

格権の保障］、第 20 条 3 項［立法は憲法に適合

する秩序に、執行権および裁判は、法律および法

に拘束される］などを典拠に判断が下されている。

課税要件法定主義から派生する原則として、遡及

的不利益課税禁止のルールが導き出されている。

［Under construction］
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　オランダ（Koninkrijk der Nederlanden）の

法は、いわゆる「大陸法系」に属し、制定法が法

体系の中核をなしている。久しくフランスの支配

が続いたこともあり、フランス法の影響が強い。

しかし、近時はドイツ法の影響を強く受けている。

オランダ憲法 1 条は、平等権を保障する。オラ

ンダは、租税法律主義の原則を、課税の公平原則

（equality principle of taxation）に傾斜する形

で展開する国の１つといえる。オランダ憲法が保

障する平等権は、自力救済をベースとしている。

平等権を侵害された者は、司法などへ救済を求め

る申請手続をする必要がある。一方、憲法が保障

する社会権については、侵害された場合、本人申

請に基づくほか、公的機関などが職権で救済する

仕組みも備えている。

　憲法 104 条は、国が課する税は、議会法によっ

て課さなければならない（uit kracht van een 

wet）と規定する。ただ、租税立法は実質的に国

の 財 務 省［State Secretary （staatssecretaris） 

of Finance］ が 行 い、 法 案 を 2 院 制 の 議 会

（Staten-Generaal）に提出する。租税の執行と立

法を実施的に政府の同じ部門が担うという意味で

は、わが国と似た状況にあるように見える。

　オランダの租税法律主義のもとでは、租税立法

においては、合法原則、公平原則、比例原則、平

等原則、中立原則などの正義の原則（principles 

of justice）を遵守するように求める。納税者

は、租税立法にこうした原則が保障されていない

と考える場合、司法判断を求めることができる。

ただ、オランダは、欧州の多くの諸国とは異な

り、憲法裁判所を持たない。このため、すべての

訴訟は普通裁判所で審理される。司法（最高裁判

所）は、租税法をはじめとした制定法の違憲立法

審査はできないが、租税法の執行（適用・解釈）

による基本的人権の侵害があった場合には、アメ

リカ法でいう、いわゆる「適用違憲（as applied 

unconstitutional）」に匹敵する形での救済に積

極的である。すなわち、オランダ司法は、不文の

公平主義（equality principle）を継続させるこ

とにより、租税行政権行使を制限、人権侵害を防

止し納税者を保護することに積極的である。オラ

ンダの場合、加えて不文律である法的安定性（legal 

certainty principle）や予測可能性（protection 

of legislative expectation）の原則を介した遡及

課税（retroactive tax legislation）などを制止

することにより、議会に適正化に向けた立法を促

オランダ（Nether ｌ andsNether ｌ ands）

27 �See,Hans Gribnau,〝Equality, Legal Certainty and Tax Legislation in the Netherlands,〟 9 Utrecht Law Review 

52（2013）.
28 �See,R.Happe et al .,〝The Netherlands-National Report:Constitutional Limits to Taxation in a Democratic 

State:The Dutch Experience,〟 15 Mich.St.J.Int’l L.417（2007）.

している 27。 

　EU 諸国では一般に、納税者は、国内裁判所で

の救済結果に満足しない場合には、国際法廷に救

済を求めることができる。オランダは、さまざま

な国際人権条約に署名している。このことから、

オランダの納税者は、権利侵害の救済を国際条約

に基づいて設置された司法機関に求めることがで

きる。すなわち、オランダの場合、納税者は、政

府の制定法の適用・解釈が国際条約に抵触するし、

納税者の権利を侵害していると思う場合、当該納

税者は付託手続を通じて国際法廷で争うことがで

きる。国際法廷に持ち込めるが、最初に国内司法

を使いこなすことが前提要件である。日本の場合

のように、税法が憲法 84 条や 14 条に違反する

として争い最高裁で敗訴した場合、不正義な判断

だと思ったとしても、国際法廷に付託する手続を

取れない〝島国司法〟とは対照的である。

　オランダでは、普通裁判所が、ヨーロッパ人権

条約違反の事例を含め審理する。ただ、オランダ

の裁判所は、議会法の違憲審査をすることができ

ない。しかし、オランダの納税者は、欧州人権条

約 14 条や市民的及び政治的権利に関する国際規

約（ICCPR）26 条に規定する公平条項違反を理

由に、付託手続を通じて国際法廷（欧州人権裁判所）

で司法審査を求めることができる 28。

ベルギー（Belgium）

　ベルギーでは、所得税法、相続税、登録免許

税、VAT 税法などで課税する。これらの税法

は、租税実体法に加え、申告、課税処分、徴収

など租税手続法に関する規定を含む。［Under 

construction］

　ベルギーにおける課税原則は、ベルギー憲法

および一般法から派生する。税法は、ベルギー

憲法、国際条約および EU 法を遵守して制定さ

れ、かつ執行されないといけないとする。ベル

ギーの財務省の外局に課税庁（BTA：Finance 

FPS=Finance Federal Public Service ／ 連 邦

公共サービス財務庁の１組織）が置かれている。

課税庁（BTA）は、①一般的な税務行政、②税の

徴収、③税務調査、④関税・個別消費税、⑤その

他の税務などの事務を担う。

　ベルギー法は、いわゆる「大陸法系」に属し、

制定法が法体系の中核をなしている。憲法は、「租

税は、国家の利益のために、法律によってのみ

課すことができる」（170 条 1 項）と規定する。

このように、憲法に租税法律主義（tax legality 

principle）をうたっていることから、租税立法
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権は、司法府や執行府に移譲してはならないとさ

れる。憲法裁判所が、この憲法上の原則が遵守さ

れているかどうかを判断する。租税法律主義のも

と、税法は、人や物は本来的に自由であるべきで

あるとする基本原則を変えるものであることから、

税法は厳格に解釈されなければならないとする

ルールが導き出される。

　ベルギーは、租税法律主義の原則を、課税の公

平原則（equality principle of taxation）に傾斜

する形で展開する国の１つといえる。すなわち、

同じ状況にあるあらゆる納税者は等しく取り扱わ

れるべきであるとされる。

　国内法に直接効力を及ぼす超国家的な条約は、

国内税法に優先する。言いかえると、国内税法は、

こうした条約に照らして解釈されないといけない。

このことから、ベルギーの納税者は、自己の権利

について人権条約に救済を求めることができる。

　ベルギーは、フェアプレイや健全行政の原則を

採用し、かつ納税者は法的安定性および予測可能

性の権利を有する 29。［Under construction］

ブルガリア（Bulgaria）

29 �See,Lexology,Tax Controversy in Belgium（March 20,2019）. Tax Controversy in Belgium（March 20, 2019）. - 

検索（bing.com）；General Administration of Taxes | FPS Finances（belgium.be）

　ブルガリア憲法は、「国民は、その所得および

財産に対して、制定法に基づいて租税や負担金を

支払わなければならない。」と規定する（60 条 1

項）。60 条 2 項は、租税軽減や付加金は特別法に

よってのみ行うことができる旨規定する。さらに、

憲法 84 条 3 項は、国会のみが租税を課しかつそ

の額を定めることができる旨規定する。［Under 

construction］

キプロス（Cyprus）

　キプロス憲法 24 条 2 項は、「いかなる種類の租

税、関税または固定資産税による負担も、法律に

基づく以外は、それを強いてはならない。」と規定

する。［Under construction］

デンマーク（Denmark）

　デンマーク憲法 43 条は、「制定法による以外は、

賦課、改正または廃止してはならない。」と規定す

る。［Under construction］　

スペイン（Spain）

　スペイン憲法 31 条は、「公的目的での人的または

財産の負担は、法に基づいてのみ求めることができ

る。」と規定する。憲法 133 条 1 項および 3 項は、［経

済および財政］の表題のもと、「租税を徴収する主な

権限は、もっぱら国法により行使するものとする。」、

「国税による財政収入は法律によって確保しなけれ

ばならない。」と規定する。［Under construction］　

エストニア（Estonia）

　エストニア憲法 113 条は、「国税、関税、負

担金および強制加入保険料は、法律により課さ

れ な け れ ば な ら な い。」 と 規 定 す る。［Under 

construction］

　フィンランド憲法 81 条 1 項は、「国税は、納税

義務を負う個人や企業に対する納税義務の根拠、納

税額および法的救済を規定した法律により課すも

のとする。」と規定する。［Under construction］

フィンランド（Finland）

ギリシャ（Greece）

　ギリシャ憲法は、「いかなる租税も、議会が定め

た制定法によらなければ課すことができないもの

とする。制定法には、課税対象、所得、資産の種

類、控除、および、課税物件を記載するものとす

る。」と定める。加えて、78 条 4 項は、「課税物件、

税率、税控除、課税除外、および年金支給につい

ては、委任立法によってはならない。」と規定する。

［Under construction］

アイルランド（Ireland）

　アイルランド憲法 22 条 2 項 1 号および 22 条

2 項 6 号は、租税を課す特別の立法手続（金銭法

案／ money bill）について規定する。これらの

規定から、議会の承認なしにいかなる租税も課す

ことはできないとする原則を見出すことができる。

［Under construction］

イタリア（Italy）

　イタリア憲法 23 条は、「法律によらなければ、

何人に対しても人的または財政的性格の負担を課

すことができない。」と規定する。また、憲法 76

条は、「立法権の委任は、原則と指針が定められ、

期間が限定され、かつ対象が特定されていないと、

政府に委任することはできない。」と規定する。加

えて、憲法 77 条 1 項は、「政府は、両議院の委任

がなければ、通常の法律の効力を有する命令を制

定することはできない。」と規定する。憲法 77 条

2 項は、「政府は、緊急の必要性において、自らの

責任において、法的効力を有する暫定措置を講じ

たときは、政府は、これを法律に転換するための

措置を、その日に両議院に提出することになって

いる。しかも、その命令は、公布後 60 日以内に

法律に転換されないと、遡ってその効力を失う旨

規定する。かつて、政府はこの種に緊急命令を濫

用したことがあったが、憲法裁判所は違憲と判断

した。憲法 70 条は、立法権は両議院が共同で行

使する旨規定する。この規定は当然租税立法にも
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適用になる。憲法 53 条は、納税の義務について

規定する。53 条 1 項は、「何人も、その負担能力

に応じて、公共の費用を負担しなければならない。」

と規定する。また 53 条 2 項は、「租税体系は累

進性に基づくものとする。」と規定する。つまり、

53 条は、伝統的な所得課税中心の租税体系をベー

スにした応能負担課税原則（taxation based on 

ability to pay principle）を明らかにする。この

規定の適用・解釈をめぐっては論争がある。応益

負担課税（taxation based on benefit）が許容

されないのかどうかについても議論がある。租税

事件は、通例租税審判所や通常裁判所が管轄する

が、憲法 53 条が関連すると憲法裁判所が担当す

ることになる。憲法裁判所は、憲法 53 条は、所

得課税に加え、VAT や取引高税にも適用になる

というスタンスを採る。VAT は比例課税の臭い

が強いが、憲法裁判所は、憲法 53 条は累進的で

ない課税を禁止していない、税制全体が累進的に

なれば問題ないというスタンスを採っている。ま

た、憲法裁判所は、53 条は、課税の垂直的公平

（horizontal equity）を求めているのではないか

との訴えに対しては、53 条にいう「公平」は、

憲法 3 条にいう「法の前の平等」を意味すると判

示している。憲法 25 条 2 項は、「何人も、その行

為がなされる前の施行された法律によるものでな

ければ、処罰されることはない。」と規定し、「遡

及処罰の禁止」を明らかにする。憲法裁判所は、

不利益遡及課税が問われた場合、明文の規定がな

いことから、問われた遡及課税規定が、憲法 3 条

の「法の前の平等」基準を援用して判断を下して

いる。以上が、イタリアの租税法律主義論の展開

状況である 。［Under construction］

リトアニア（ Lithuania）

30 �See,Carlo Garbarino,〝Italy-National Report,〟 15 Mich.St.J.Int’l L.401 （2007）.
31 �See, ポーランドの租税法律主義については、See,Wojciech Morwski,〝The Tax Rulings-The Conflict between the 

Principle of Legality and the Principle of Legitimate Expectations,〟 DOI 10.15290/oolscprepi（2018.38）.

　リトアニア憲法 127 条は、「租税その他予算に

組み込む負担はリトアニア共和国の法律により課

すものとする。」と規定する。加えて、憲法 67 条

15 項は、「リトアニア議会が、国税その他強制的

な負担金を課すものとする。」と規定する。［Under 

construction］

ルクセンブルグ（Luxembourg）

　ルクセンブルグ憲法 99 条は、「国家のための租

税は、法律によってのみ課することができる。」と

規定する。［Under construction］

ポーランド（Poland）

　ポーランド憲法 84 条は、「何人も、法律の定め

に従い、租税の負担を含む自らの責務および公的

義務を果たさなければならない。」と規定する。加

えて、憲法 217 条は、「租税の賦課は、その他公

的負担と同様に、課税対象、税率、税控除や納税

緩和の要件、課税除外の項目に関する事項は、制

定法によるものとする。」と規定する 31。［Under 

construction］

ポルトガル（Portugal）

　ポルトガル憲法 103 条 2 項は、「租税は、課税

対象や税率、租税減免や納税者に権利保障を含め、

法律により課すものとする。」と規定する。加えて、

同項 3 号では、「何人も、憲法を遵守して設けら

れていない租税を支払う義務を負わない。」と規定

する。［Under construction］

チェコ（Czech Republic）

　チェコの基本的権利憲章（Charter of Funda- 

mental Rights）11 条 5 項は、「租税や負担金は、

法律に基づいてのみ課すものとする。」と規定する。

［Under construction］

ルーマニア（Romania）

　ルーマニア憲法 56 条 3 項は、「いかなる負担金

［租税］も、法律に基づく以外は、これを課しては

ならない。」と規定する。加えて、憲法 139 条 1

項は、［租税、関税その他の負担金］の表題で、「租

税、関税、その他国家予算および国家社会保障予

算に組み込まれる歳入は、法律によってのみ課す

るものとする。」と規定する。

スロバキア（Slovakia）

　スロバキア憲法 59 条 2 項は、「租税および関

税は法律または法的基準に基づいて課すものとす

る。」と規定する。［Under construction］

スウェーデン（Sweden）

　レーゲリンクスフォーメン（Regeringsforgen

／スウェーデン憲法を構成する 4 つの法の１つ）

第 1 章 4 項は、国税を定めるのはスウェーデン

国会である旨規定する。加えて、レーゲリンクス

フォーメン第 8 章 2 条 2 項は、個人と公的機関（例

えば納税者と租税行政庁）との間の関係を規律す

る場合には、法律に基づかないといけない旨規定

する。［Under construction］

大韓民国

　憲法 38 条［納税の義務］すべての国民は、法

律の定めるところにより、納税の義務を負う。憲

法 59 条［租税法律主義］租税の種類および税率は、

法律で定める。［Under construction］



（２）�EU の租税法律主義のもとでの不文の法源
の所在

　EU 法は、「法の濫用（abuse of law）」を禁

止する法理（「濫用（禁止）の法理」）を法認する

ような明文規定を置いていない。一方で、欧州基

本権憲章（Charter of Fundamental Rights of 

the European Union 2000 ／ C364 ／ 01）32

は、54 条で次のように規定している 33。

　EU 基本権憲章 54 条が、租税事件に直接適用

になるかどうかは、定かではない。また、EU 基

本権憲章 54 条を典拠に、租税回避等を否認した

裁判事例は見出しえない。

　EU司法において、租税事件で「法の濫用（abuse 

of law）」のような原則（濫用（禁止）の法理）

を持ち出して否認する場合、欧州司法裁判所

（ECJ）の判例法（case law）が直接の典拠になっ

ている。また、濫用の法理は、〝法の解釈の原則〟

なのか、または〝法の一般原則〟なのかといった

観点からの議論がある。加えて、加盟国は、自国

の VAT 法に濫用の法理の明文規定を置いていな

くとも、濫用の法理を使う（適用する）ことがで

きるのか、それともできないのかも問われる。

　このことから、EUの税務事例においては、法の

濫用のような不文の法理を究明するには、ECJ の

租税が関係する裁判例の分析が必要不可欠になる。

　しかし、ECJ は、事業者に「濫用行為（abusive 

practice）」があったのかどうかの判定の際に、「本

来的目的（essential aim）」または「唯一の目的

（sole aim）」のような不確定概念（ambiguous 

notion）を用い、しかも、その適用の仕方も事件

により異なる。こうした予測可能性や法的安定性

を欠くECJ の作法は租税法律主義に反する。

　問題は、厳格な租税法律主義（rigid tax lega　

-lity principle）が適用になる税法分野で、不文

の法理に対してどのような法的限界を課すかで

ある。

　例えば、課税事業者が、加盟国 A で課税された

にもかかわらず、取引が否認されることにより加

盟国Bでも課税される、あるいは、過大な制裁（附

帯税）を課されるとする。この場合には、租税法

律主義（tax legality principle）との抵触が問

われるとともに、課税事業者の法的安定性（legal 

certainty）や予測可能性の保護（protection of 

legitimate expectations）が問われる。

３　�EU 司 法 裁 判 所（ECJ ／ CJEU） の
VAT 関連先決判断（裁判例）に見る
租税法律主義の展開～ハリファックス

（Halifax）事件後の展開　

　ハリファックス他（Halifax and Others）事

件後、ECJ は、租税法律主義の原則の重大な影響

を及ぼす VAT の濫用行為禁止の法理を発展させ

ている。VAT 分野での濫用（禁止）の法理の適

用範囲をより明確にしてきている。納税者／事業

者も、租税法律主義（法的安定性および予測可能

性保護の原則）を典拠に防御策を展開している。
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32 �text_en.pdf （europa.eu）　欧州人権条約（ECER=European Convention of Human Rights 1950）と比べると、欧州

基本権憲章（Charter of Fundamental Rights of the European Union 2000/C364/01）は多くの法益を保障してい

る。つまり、欧州人権条約が列挙する 伝統的な基本権 だけではなく、新しい権利、また、経済統合を主たる目的

として発展してきた EU・EC の基本的自由や政策目標（文化の多様性、環境保護、消費者保護）を規定する。さらに、

EU・EC の政策を反映したプログラム規定（労働者の権利、社会保障、健康保護）を盛り込んでいる。
33 �邦訳は、衆議院憲法調査会事務局「欧州憲法条約―解説及び翻訳」（衆憲資第 56 号・平成 16 年 9 月）86 頁以下、91 頁参照。

●EU基本権憲章54条［権利濫用の禁止］
　この憲章のいかなる部分も、この憲章の認める

権利および自由の破壊もしくはこの憲章に定める

権限よりも広い制限を目的とした活動に従事する

権利、またはそのような目的の行為を行う権利が

あるものと解釈されてはならない。

【表 28】�ハリファックス（Halifax）事件後の ECJ の【表 28】�ハリファックス（Halifax）事件後の ECJ の
VAT 租税回避・先決判断の展開VAT 租税回避・先決判断の展開

① �2006年：ハリファックス（Halifax and Others）
事件（UK）

　租税回避防止にための濫用（禁止）の法理は、

付加価値税（VAT）にも適用可能である。・VAT

の仕入税額控除は、取引にもっぱら租税利益（本

件では仕入税額控除権）を得る以外の目的がない

場合でも、客観的基準を充たしている限り、認

められる。・ただし、当該取引に「濫用的な行為

（abusive practices）」が見出される場合には、

仕入税額控除権は認められない。

　【本件での租税法律主義面での論点】本件で、

ECJ が、事業者の取引に濫用的な行為が見出さ

れる場合、国内裁判所は、当該取引をそうした行

為がなかったものとして再定義（redefine）し、

VAT の課否判定をしないといけないと判断する。

しかし、この場合、ⓐ加盟国の国内税法に控除の
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調整に関する特段の規定がない場合、さらにはⓑ

何某かの附帯税をかけるとすると、租税法律主義

（法的安定性原則／予測可能性保護原則）とぶつか

るのではないか、との議論がある。加えて、不利

益遡及課税問題もある。

34 �Case C-425/06 Part Service ECLI:EU:C:2008:108.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62006CJ0425
35 �Case C-103/09 Weald Leasing ECLI:EU:C:2010:804.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 

CELEX%3A62009CJ0103.
36 �Case C-653/11 Newey ECLI:EU:C:2013:409. CURIA-Documents （europa.eu）
37 �Case C-251/16 Cussens and others ECLI:EU:C:2017:881.EUR-Lex-62016CJ0251-EN-EUR-Lex（europa.eu）

③ �2010 年：ウィールドリーシング社（Weald 
Leasing Ltd）事件（UK）35 　

�② �2008年：パートサービス社（Part Service）事
件（イタリア）34 

　加盟国裁判所（イタリアの最高裁判所（Corte 

suprema di cassazione））が、付加価値税第 6

次指令のもと、濫用行為にあたる要件は、問題と

なった取引の主たる目的または唯一の目的が租税

利益を得るであるときに充足すると解釈すべきか

どうかについて、ECJ に先決判断を求めて付託し

てきた事案。・ECJ は、濫用行為にあたるかどうかは、

租税利益を得ることが主たる目的かどうかを精査す

べきであると判断。加えて、ECJ は、租税利益の発

生が主たる目的かどうかはマーケティング、組織再

編または保証のような経済的な目的でも生じる。

　【解説】本件で、ECJ は、確実に VAT に対し法

の濫用（禁止）の法理を拡大しているように見える。

なぜならば、課税事業者は〝租税利益〟目的に加

え〝経済〟目的を狙って取引を行っている場合にも、

法の濫用があり得ることを示唆しているからであ

る。結果、ECJ の判断は、加盟国裁判所に濫用の

法理適用の幅広い裁量権を与えることにつながっ

ているからである。

　イギリス（UK）の控訴裁判所が、ECJ に対し

て先決判断を付託したものである。本件で、ECJ

は、ハリファックス他（Halifax and Others）事

件の先例に基づき、VAT への法の濫用の法理は、

課税事業者が租税利益目的を狙いに取引をしてい

ることを要件とした。言いかえると、2008 年の

パートサービス社（Part Service）事件とは異なり、

VAT への法の濫用の法理は経済目的を狙いに取引

をしている場合には、適用にならないとした。

　【解説】本件で、ECJ は、前記②のケースとは

異なり、〝経済〟目的の取引には、濫用禁止の法理

は適用にならないと制限する姿勢を明らかにした。

④ 2013年：ニューウェイ（Newey）事件（UK）36

・�本件では、イギリスで非課税の金融取引業を

営む個人事業者（N）が、広告宣伝費にかかる

VAT の仕入税額控除を受けるために租税回避

地として知られるジャージー島に会社（A）を

設立し、節税するスキームをイギリスの課税庁

（HMRC）が認めず、課税処分を行った。

・�N は、この処分を、租税法律主義（法的安定性）

を欠くとして、不服審判所で争った。

・�不服審判で、課税庁（HMRC）は、N とジャージー

島の会社 A との間には、通例契約関係にあると

見られる経済的かつ商業的な取引の現実はなく、

租税法律主義（法的安定性）の要件を論じるた

めの前提もないとした。

・�イギリス（UK）の上級審判所（Upper Tribunal）

の租税・チャンセリー部 （Tax and Chancery 

Chamber）から、ECJ に対して先決判断を付

託したものである。

・�ECJ は、次のように判断した。契約が、とり

わけ、経済的かつ商業的現実が反映しておら

ず、 全 体 的 に 人 為 的 操 作（wholly artificial 

arrangement）されかつ租税利益を得ることが

唯一の目的（sole aim）である場合には否認さ

れるべきことは明らかである。これを、決定す

るのは加盟国裁判所である。

⑤ �2017年：カッセンス他（Cussens and others）
事件（アイルランド）37 　

・�アイルランドの不動産リースにかかる VAT 課税

は、大きく長期（10 年以上）と短期（10 年未

満）に分けて取り扱われる。長期リースについ

ては、物品の譲渡（supply of goods）とされ、

当該リースの資本価額（capitalised value）を

もとに VAT が課される。一方、短期リースは、

VAT が非課税となる。ただし、持ち主は課税選

択ができ、課税選択をすると、持ち主は当該財

産の取得または開発で生じた消費税の仕入税額

控除ができる。

・�本件では、2002 年に、3 人の納税者が共同で

販売用の 15 軒のホリデーホームを建設した。

同年 3 月に、納税者（C 等）は自らが設立した

課税事業者である会社と 2 つのリース契約を結

んだ。１つは、20 年 1 か月の長期リース契約で、

VAT は当該リースの資本価額をもとに課税され

た。当該不動産は、もう 1 つのリース契約をも

とに、納税者に 2 年間リースバック（短期リース）

された。しかし、これらの 2 つの契約は 1 か月

後の同年 4 月に取り消され、所有権は納税者に

戻った。その後、2002 年 5 月、納税者は、当

該不動産を第三者に売却した。この当時にアイ

ルランド VAT 法では、最初の譲渡で VAT が課

された場合、二重課税をさけるための、2 回目

の売却には VAT がかからなかった。



４　�小括：EU における VAT の仕入税額控
除権と租税法律主義の展開

・�EU は、インボイス方式の VATを長く採用して

いる。適格なインボイスの保存が、仕入税額控

除権を行使する際の要件である。

・�EU 加盟国が、VAT 指令、国内 VAT 法、VAT

関連の不文の法理の適用・解釈について疑義が

ある場合、EU 司法裁判所（ECJ ／ CJEU）に

対して先行判断を求める。

・�申請内容は、大きく、①インボイスの不存在、

記載内容不備の事例と、② VAT の租税回避に

対応する対応事例に分かれる。

・�② VAT の租税回避に対応する対応事例では、

不文の濫用（禁止）の法理［例えば、「法の濫用（abuse 

of law）」、「濫用的な行為の禁止原則（principle 

of prohibiting abusive practices）」が、租税法

律主義、とりわけ「法的安定性（legal certainty 

principle）」との齟齬が生じないかどうかが精

査される。
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・�アイルランド課税庁（Revenue Commissio- 

ner）は、2004 年 8 月に、納税者（C 等）に対し、

2002 年 5 月の不動産の売却にかかる VAT の

課税処分を行った。その理由は、最初の不動産

の長期リース（資産の譲渡）は、その後の不動

産の売却（譲渡）にかかる VAT を回避するため

に人為的に組まれたものであり、VAT 課税上は

否認されるべきであるとのことである。

・�納税者（C 等）は、この課税処分に不服申立

て（Appeal Commissioner）をしたが、却下

された。そこで、巡回裁判所（Circuit Court, 

Cork）に訴えたが、却下された。そこで、高等

裁判所（High Court）に控訴した。

・�本件において、納税者（C 等）は、次のように

訴えた。課税庁および裁判所は、本件の取引を

濫用（禁止）の法理を用いて否認する。しかし、

本件で、国内 VAT 法に濫用行為を禁止する規定

がないのに、この取引を否認するのは、法的安

定性および予測可能性保護の原則を侵害するの

ではないか（infringe the principles of legal 

certainty and of the protection of legitimate 

expectations）（パラグラフ 21）。

・�また、本件取引は 2007 年のハリファックス他

事件の ECJ の先決判断が下される以前に開始さ

れたものであり、かつ、ハリファックス他事件

の ECJ の先決判断は法人に対するものである。

したがって、個人に同事件の先決判断（先例）

は適用されない。【不文の法理の遡及的不利益適

用は租税法律主義違反か？】

・�アイルランド高等裁判所は、納税者（C 等）の

リース取引は商業上の実態を欠いており、2006

年の ECJ のハリファックス他事件の先決判断に

よると濫用的行為として禁止される。濫用の法

理は、一般原則であり、仮に加盟国がこの法理

を国内法に規定していないとしても、加盟国裁

判所は、濫用取引を実態に即して再定義するこ

とができる、とした。

・�しかし、納税者（C 等）は、高等裁判所の判断

に納得できなかった。そこで、アイルランド最

高裁判所（Supreme Court）に上訴した。

・�上訴審でアイルランド最高裁は、いったん訴訟

手続を停止し、先決判断を求め ECJ に付託した。

【付託事項に対する ECJ の先決判断のポイント】

・ECJ は、次のような判断を下した。

・�濫用（禁止）の法理は、判例法に基づくものである。

この法理は、第１に、EU 法は、濫用または虚偽

の目的を保護しないということである。そして、

第 2 に、EU 法は、事業者の濫用行為を保護す

る狙いで適用されないということである。

・�このことから、濫用（禁止）の法理は、課税事

業者に対して VAT の非課税の権利を否認するた

め、仮に加盟国内法がそうした権利を否認する

規定がないとしても、個人に対しても、適用で

きる。

・�VAT へに濫用（禁止）の法理は、2006 年の

ECJ のハリファックス他事件の先決判断ではじ

めて適用されたのであり、本件処分はそれ以前

の 2004 年 8 月に行われたものであることから、

法的安定性および予測可能性保護の原則を侵害

するのではないか【不文の法理の遡及的不利益

適用は租税法律主義違反ではないか？】との納

税者側の主張に対し、ECJ は、EU 法の意味や

範囲を明確にしかつ定義するための解釈は、そ

の法の施行のときからはじまる。このことから、

裁判所は、EU 法の既定の解釈を、特段の事情が

ない限り、解釈を求める先決判断が行われる以

前に生じかつ確立されている法的関係に対して

も適用しなければならない。

　＊本件は、他にもさまざまな争点がある。

①�［ECJ が判例法で展開（確立）した］租税回避

防止のための不文の法源は、EU 憲法＝ EU 基

本条約レベルで適用になるのか

②�租税回避防止のための不文の法源は、EU の第

一次法または第二次法レベルで適用になるのか

③�租税回避防止のための不文の法源は、加盟国国

内の成文または不文の憲法上の原則である租税

法律主義、とりわけ法的安定性の原則、予測可

能性の原則との関係ではどうなるのか

【表 29】�不文の濫用（禁止）の法理と租税法律主義原【表 29】�不文の濫用（禁止）の法理と租税法律主義原
則精査のポイント則精査のポイント
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■　むすびにかえて
　　 ～ �VAT インボイス制度のもとでの事業

者の仕入税額控除権保障のあり方
　

　わが国は、消費税（VAT ／ GST）課税で、こ

れまでの簡素な帳簿方式からコンプライアンス事

務が煩雑なインボイス制度に転換した。インボイ

ス制度のもと、事業者の仕入税額控除権をどのよ

うに保障するかは重い課題である。最後に問題点

をいくつかのポイントにまとめて、精査して見る。

◆「帳簿及び請求書等の保存」への転換

　わが国の消費税は、紆余曲折を経て、1989（平

成元）年4 月 1 日に、簡素ファーストをモットー

に「帳簿方式」を選択することで導入が決まった。

帳簿方式のもと、仕入税額控除の要件が、「帳簿

又は請求書等の保存」であった。その後、仕入税

額控除の要件が「帳簿又は請求書等の保存」から

「帳簿及び請求書等の保存」に転換した。

　いつの間にか、お決まりの役人の〝自作自演〟

で、政府税調「税制改革についての答申」（1994

〔平成 6〕年 6 月 21 日）［https://www.soken.

or.jp/sozei/wp-content/uploads/2019/09/s_

h0606_zeiseikaikaku.pdf］に盛られ、「又は」

から「及び」への転換はすんなりと決まった。

　この答申を受けて、1997［平成 9］年 4 月から、

それまでの仕入税額控除の要件が「帳簿又は請求

書等の保存」から「帳簿及び請求書等の保存」に

改正された。

　この改正は、事業者から見れば、税務事務負担

を煩雑にし、税を搾り取る手段の強化と映る。一

方、税務当局からすれば、徴税強化はもちろんの

こと、それまでの純粋な帳簿方式から、できるだ

けインボイス（税額票交付）方式に近づける狙いも

あったのであろう。つまり、将来の税率アップに伴

う複数税率の採用が織り込まれていたといえる。

　いずれにしろ、〝消費型付加価値税を導入する

EU 加盟諸国での常識〟は、課税事業者は「イン

ボイス又は資料（invoice or document）」を

有している、あるいは「インボイスの形式要件を

欠いていても、実質インボイスに相当する証明が

できる」ことであれば、仕入税額控除権を保障さ

れる、という考え方にある。つまり、この面での

EU 諸国の常識は、仕入税額控除を事業者の権利

として認める。言いかえると、単に帳簿に加え請

求書等の保存がないと仕入得税額控除ができない

という考え方は、付加価値税の基本とは相容れな

いのではないか。

　わが国は、外国語が余り得意でない専門職や税

法研究者の多い島国である。地域言語である日本

語が闊歩し、外国税法の常識がうまく伝わらない。

役所に〝マインドコントロール〟されているのか

どうかも定かでないのではないか。島以外の情報

が豊富に提供されていない常況では、デプログラ

ミング（脱洗脳）も至難になる。事業者に味方す

る抵抗勢力の力が弱く、「又は」が「及び」にす

んなり決まってしまった一因ともいえる。

◆�問われる「帳簿＋請求書等の保存」ルールの
引継ぎ

　2019（令和元）年 10 月 1 日から、消費税率

が 10％に引き上げられると同時に、8％の軽減税

率が設けられた。これに伴い、②区分記載請求書

等保存方式に転換した。

　区分記載請求書等保存方式を経て、23 年 10

月からは、インボイス制度（適格請求書等保存方

式）に移行した。

　インボイス制度と名打って、「帳簿及び請求書

仕入税額控除については、制度の信頼性や課税・

非課税判定等の利便性、正確性の観点から、取引

の実態を踏まえつつ、請求書、納品書、領収書そ

の他取引事実を証する書類（インボイス）のいず

れかを保存することをその要件に加えることが適

当である。

【表 30】�政府税調の「仕入税額控除」要件見直しの答【表 30】�政府税調の「仕入税額控除」要件見直しの答
申内容（at 22 頁）申内容（at 22 頁）

≪単一税率時の方式≫

［2019（令和元）年 9 月 30 日まで］

①請求書等保存方式

【表 31】�インボイス制度（適格請求書等保存方式）採【表 31】�インボイス制度（適格請求書等保存方式）採
用までの推移用までの推移

≪軽減税率開始後からインボイス（税額票）方式

開始までの方式≫

［19（令和元）年 10 月１日～ 23（令和 5）年 9

月 30 日）まで 4 年間］

②区分記載請求書等保存方式

≪インボイス（税額票）方式開始後の方式≫

［23（令和 5）年 10 月１日開始］　　　　　　　　　　　　

デジタルインボイス導入デジタルインボイス導入

③インボイス制度（適格請求書等保存方式）



等の保存」のルールを引き継いだわけだが、これ

は、付加価値税のインボイスに関する EU 加盟諸

国など基準から大きく逸脱することになる。

　インボイス制度に対しては、とりわけ零細事業

者から反対する声がいまだ強い。しかし、「悪法

も法なり」といった感覚の遵法意識が強い国であ

る。それに、税界も、「帳簿及び請求書等の保存」

ルールの引継ぎが国際基準にマッチしているのか

どうかまでは、頭が回らなかったのであろう。

　本来ならば、議論を煮詰めないといけない重要

なポイントの１つであったはずである。ほとんど

税界での議論のないままに、「課税仕入れに係る

支払対価の額」にかかる消費税額相当分を課税売

上から控除する（消税法 30 ①）としつつ、仕入

税額控除要件を継続的に「帳簿及び請求書等の保

存」とすることがすんなり決まった。

　すなわち、仕入税額控除は、「帳簿（事業者が

課税仕入の相手方の氏名または名称、課税仕入の

年月日、課税仕入にかかる物品またはサービスの

内容、課税仕入にかかる支払対価の額等を記載し

たもの）」、「請求書等（前段階・仕入先の事業者

から交付されたもので、その作成者の氏名もしく

は名称、課税物品を譲渡またはサービスを提供し

た年月日、課税物品ないしサービスの内容、その

対価の額、その交付を受ける事業者の氏名または

名称および登録番号を記載したもの）」を保存す

ることで、適用が受けられる（消税法30 ⑦・⑧・

⑨、消税令49）。

　行政主導の政治が当り前のわが国では、役人は、

どさくさに紛れて、好き勝手をやっているわけで

ある。国民・税界・議員などに考える余裕を与え

ない。

　「所得税法等の一部を改正する法律案」で、〝じっ

ぱひとからげ〟が常套手段。行政府の役人に支配

された立法府は、それこそ「ショックドクトリン」

に振り回されている。

　23 年 10 月には、ぺポル式の「デジタルイン

ボイス（電子インボイス）」の導入も実施された。

しかし、先行きは全く不透明である。ぺポル式で

は、電子インボイスの発行・受領・保存に取引

当事者が特定のサービスプロバイダー（Access 

Point providers）の有償のサービスの利用を強

制される。小規模事業者には常時負担が生じる。

　EU では、近く、電子インボイスが EU 諸国

やイギリス（UK）でも、電子インボイスでも、

ぺポル式は余り人気がない［PEPPOL-Based 

E-Invoice in UK: Pros & Cons （inv24.uk）］。

オーストラリアやカナダなどでもぺポル式の電子

インボイス導入を目指している。しかし、あまり

うまく進んでいない。ぺポル式のデジタルインボ

イス（電子インボイス）は、マイナカードでも頓

挫続きのデジタル庁が、日本認証機関（Japan 

PA=Japan Pepool Authority）になって、指揮

を執っている。しかし、この庁自体が、加速する

デジタル化について行けず、現場知らず、いまだ

先行きが見通せていない。

◆�わが国のインボイス制度のカラクリをどうた
だすのか？

　以上のように、EU やイギリスのインボイス制

度では、インボイスがあれば、仕入税額控除がで

きる。インボイスがない場合でも、証明する資料

があれば仕入税額控除は認められる。

　すでにふれたように、イギリス課税庁（HMRC）

は、VAT 事務運営指針（VIT31200）で、次の

ようにいう。「VAT の控除請求が正しい VAT イ

ンボイスで担保されていないとする。この場合、

HMRC 職員は、課税仕入にかかる控除を担保す

るために利用できる十分な証明がないかどうかを

点検する。HMRC 職員は、そうした証明がない

かどうかを合理的に点検することなしに容易にそ

の請求を拒否してはならない。HMRC には、納

税者が適正な額以上の税を支払わないように配慮

する義務がある。」

　ところが、わが国のインボイス制度では、イン

ボイスがあっても、帳簿の保存がないと仕入税額

控除はできないような、付加価値税（VAT）の基

本原則とぶつかる方向に進んでいる。このカラク

リの原因はどこにあるのだろうか？

　わが国は、消費導入時に、仕入税額控除を事業

者の権利として法認する認識を共有できずに、立

法手続を誤ったことが後を引いているのではない

か、と思う。

　EU では、「仕入税額控除権」を、付加価値税指

令（VAT Directive）や EU加盟国の税法で認め

ている。にもかかかわらず、各国の課税庁は、事

業者の控除権行使を狭く解釈しようとし、バトル

になることが多い。このため、司法の判断を求め

ることが頻繁化している。また、EU 加盟各国は、

自国の司法判断に満足しない場合には、EU の

司法に判断を求めることができることも大きい。

EU の司法は、事業者の仕入税額控除の権利を大

事にする判断を下す傾向が強いこともある。

　わが国の場合は、仕入税額控除、前段階控除を
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消費税法で「権利」として明定していない。しかも、

税財政当局は「納税者は義務主体であり、権利主

体ではないんだ」という旧態依然の信仰を変えよ

うとしない。行政からしっかり独立していない国

税不服審判所も納税者の権利救済では思考を停止

しがちであり、司法もおおむね行政追従の消極司

法である。

　前記【表 32】❹のケースの最高裁判決［最判

平 11.02.05］で、弁護士（在野）出身の滝井繁

雄最高裁判事は、反対意見を述べている。仕入税

額控除は、青色申告承認のような申告手続上の特

典とは異なり、累積排除型の消費税制度の根幹を

なす。事業者が法定帳簿等を保存しているににも

かかわらず、税務調査時に理由があり提示しな

かったことをもって、後出し（実額反証）を含め

て一切納税者の反論を許さないとし、仕入税額控

除を機械的に否認する法の運用ないし解釈は、あ

まりにも硬直的かつ不条理である。消費税の本来

の趣旨に反するといわなければならない、という

ものである。

　EU の租税法律主義のもとで展開される VAT

中立性の原則（neutrality principle）によると、

インボイスに基づく仕入税額控除権は、形式要件

（formal requirement）をいくらか欠いていて

も、実体要件（substantive requirement）を

充足していれば、行使できる。すなわち、中立性

原則のもと、仕入税額控除を請求権とすることで、

仕入で負担した税額が課税事業者のコストとなら

ならように加盟国に義務づける EU の VAT 指令

のもとでは、滝井繁雄裁判官の（少数）意見が〝常

識〟になるのではないか。

　司法はおおむね、「帳簿及び請求書等」双方の

保存があっても、「提示」ができないとダメ、後出

しも罷りならぬ、のような強権的な姿勢を支持する

わけである。司法は、平然としてこうした課税庁の

姿勢を容認する免罪符を出す。まさに三権分立の思

想は国家権力の分化であり、司法も国家権力の一

部であるといわれれば、そのとおりかもしれない。

　ただ、司法には、累積排除型の付加価値税とは

「課税売上と課税仕入との差額をベースに課税する

租税である」という基本的スタンスを共有したう

えで、行政や立法から「独立」して判断して欲しい。

　役人の口先介入で「又は」が「及び」に変わり、

インボイス制度に切り替わっても、「帳簿＋請求

書等の保存」が仕入税額控除の要件になることに

何の違和感も持たない税務専門職だらけであるこ

ともある。

　この国の消費税法上の仕入税額控除要件の〝常

識〟は、外国でも〝常識〟なのかどうか疑いを持

つ税法研究者や税務専門職、裁判官がもう少し多

くいてもよいのではないか。

　別の方向に顔を向けると、VAT ／ GST の仕

入税額控除を請求権として法認する考え方に対し

ては、消費税廃止の阻害要因になるとの観点から

の異論もある。仕向地課税主義（消費地課税主

義）の下での輸出免税・ゼロ税率（export zero 

rating）適用で棚ぼた利益を享受している企業を

ますます太らせることにつながる。だから、賛成

しかねる、との声である。言いかえると、目指す

ところは消費税の廃止であり、消費税の延命、輸

出企業への多額の消費税還付拡大、不公平助長に

つながる事業者への仕入税額控除権の保障ではな

い、との主張である。いわば、〝欲しがりません。

勝つまでは！〟のスタンスである。

❶�税務調査中に事業者が提示した資料は、消税法

30 条 7 項の要件を充たさないので、他の証拠

資料によっても課税仕入にかかる支払対価の額

を合理的に推認できる場合であっても、仕入税

額控除は認められない：このような課税庁の主

張を認める裁決（裁決平 15.6.26・裁集 65 集

937 頁）

❷�税務調査において、消税法 30 条 7 項に規定す

る課税仕入等の税額にかかる帳簿及び請求書等

の提示がなされなかった場合：仕入税額控除の

適用を認めない課税庁の主張を認める裁決（裁

決平 19.10.3・裁集 74 集 450 頁）

❸�質問検査時に帳簿および請求書等の不提示の場

合：法 30 条７項但書（宥恕規定）にいう正当

な理由の存在を立証できるときは別として、帳

簿等の「保存」には、「提示」を含むと解され

ることから、質問検査時に提示しない場合には、

仕入税額控除は受けられないとしている（津地

判平 10.09.10 税資 238 号 74 頁、名古屋高

判平 12.03.24・税資 246 号 1422 頁、最判

平 16.12.16・訟月 51 巻 10 号 2621 頁、最

判平 16.12.20・判時 1889 号 42 頁、最判平

17.03.10・訟月 52 巻２号 702 頁）

❹�帳簿および請求書等への必要な記載がない場

合：原則として仕入税額控除は受けられない

とする課税庁の主張を認める判決（東京地判

平 9.8.28・ 税 資 228 号 385 頁、 東 京 高 判

平 10.09.30・ 税 資 238 号 450 頁、 最 判 平

11.02.05・税資 240 号 627 頁）

【表 32】 �どう変える、事業者の仕入税額控除を阻むわが【表 32】 �どう変える、事業者の仕入税額控除を阻むわが
国権利救済機関の常識国権利救済機関の常識



　ただ、このスタンスには疑問符がつく。「消費

税廃止」のリアリティは今一つだからである。こ

のことから、消費税の存続を前提に、仕入税額控

除について、次のように結びたい。

　�　　「EU の付加価値税（VAT）に倣い、消費税の「EU の付加価値税（VAT）に倣い、消費税の

仕入税額控除を事業者の「請求権」として法認す仕入税額控除を事業者の「請求権」として法認す

る。これにより、消費税が前段階控除の認められる。これにより、消費税が前段階控除の認められ

ない〝取引高税〟として機能しないようにエンジない〝取引高税〟として機能しないようにエンジ

ンブレーキをかける。加えて、事業者の仕入税額ンブレーキをかける。加えて、事業者の仕入税額

控除を確保するとともに、強権的な税務調査など控除を確保するとともに、強権的な税務調査など

への歯止めをかける。これが、正鵠を射た方向でへの歯止めをかける。これが、正鵠を射た方向で

はないか。」はないか。」

　もう１つ、ゼロ税率については注目すべき使い

方がある。オーストラリアのように、輸出ゼロ税

率だけでなく、基礎的食料品や医療・教育サービ

スなどを含め幅広くゼロ税率（国内・家庭用ゼロ

税率／ domestic zero-rating）を採用している

国もある（CNN-39 .qxd40 頁以下参照）。問わ

れるのはゼロ税率の使われ方の問題かも知れない。

　私見としては、消費税（VAT）の仕入税額控除

を事業者の請求権として認め、強権的な税務調査

などの歯止めとして使えるようにし、VAT が前

段階控除のない取引高税として機能しないように

歯止めをかけるEUのVAT政策を支持したい。
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巻 1 号（2009 年）90 頁、月刊税務事例 41 巻 8 号および 9 号参照。
・石村耕治「消費税の今後：複数税率化と仕入税額控除」白鷗大学
法科大学院紀要第 8 号（2014 年）
・国民税制研究所「2015 年 JTI オーストラリア税務実務視察研修
報告書」国民税制研究 2 号（2016 年、国民税制研究所）
・西山由美「消費税法におけるインボイスの機能と課題：EU 領域内
の共通ルールと欧州司法裁判所判例を素材として」法学新報 123 巻
11・12 号
・川田剛「インボイス記載内容等に不備があった場合でも仕入税額控
除が認められるとされた ECJ 判決」月刊税務事例 2023 年 10 月号
・藤本哲也「付加価値税（VAT）に関する国際的租税回避」ファイ
ナンシャル・レビュー（July 2006）。
・初宿正典・辻村みよ子編『新解説世界憲法集［第 5 版］』（2020 年、
三省堂）
・高橋和之編『新版 世界憲法集［第 2 版］』（2012 年、岩波文庫）
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■　プロローグ
　　～ �EU 税法ファースト、溶けるドイツの

租税法律主義 

・�EU（欧州連合／EUropean Union）において、

ドイツ連邦共和国（Bundesrepublik DEU- 

tschland、以下「ドイツ」）は 人口や経済で最

大規模であり、EU の予算案に対し強い発言力

を有している。ドイツは、EU の核となる加盟

国の１つである。

・�単一通貨、ユーロの導入で、金融の国境は極め

て低くなった。単一市場を完成させるには、域

内での競争政策を１つにする必要がある。EU

経済の活性化・効率化に向け残っている重い課

題の1 つは「税制」である。

・�わが国は、単一国家（unitary state）である。また、

司法は国が独占する。税に特化した裁判所はな

い。（国税に特化した行政審判所はある。）

・�ドイツは、連邦国家（federal state）である。また、

欧州連合（EU）の加盟国である。司法は、連邦

と州（ラント）で分かち合っている。憲法裁判

所もある。税に特化した裁判所がある。事案に

よっては EU 司法にステップアップしないとい

けない。

・�ドイツ税法に関する裁判例を点検するとする。

この場合、ドイツ国内の裁判所、具体的には財

政法裁判所（FG）、連邦財政裁判所（BHF）お

よび連邦憲法裁判所（BVerfG）の裁判例に加え、

事案によっては、欧州裁判所（ECJ）の先決判

断（先行判決／ preliminary rulings）をチェッ

クする必要がある。

・�言い換えると、ドイツ税法に関する判例研究で

は、国内裁判所のものに加え、欧州裁判所（ECJ）

の先決判断例や直接訴訟の裁判例にも目をとお

さないといけない。

　　　＊　　　　　　　＊　　　　　　　＊

・�EUにおける税制の調和（tax harmonization）

は、従来から間接税に傾斜する形で進められて

きた。「直接税の調和」も近年急激になってき

た。しかし従前は表立っていなかった。これ

は、直接税の調和を直にうたう規定が、EU 憲

法と呼ばれる「EU 基本条約（Treaties of the 

EUropean Union）」、つまり EU 条約（TEU）

や EU 運営［機能］条約（TFEU）、には見つか

らないことにもよる。また、各加盟国が国内税

法で事業者に申告義務を課す付加価値税（VAT）

が、EUの指令（directives）を典拠としている、

〝間接税〟とは異なることにもよる。

・�加盟各国がもっぱら国内税法を典拠に課税する

〝直接税〟は、欧州連合（EU）、欧州司法裁判所

（ECJ）が直接に責任を負うスタンスにはないと

いわれてきた。ところが、実際は大きく違って

しまった。

・�例えば、加盟国（例えば、ドイツの税務当局

（Finanzbehörde）は、国内税法（例えば、ド

イツ所得税法（EstG）、ドイツ法人税法（KstG）、

ドイツ営業税法（GstG）など）に基づき、自国

の納税者だけでなく、その領域内において他の

加盟国の納税者（非居住者）の所得を課税対象

としなければならない場合も出てくる。当然、

国内税法やその税法に基づく課税処分が EU 条

約（TEU）や EU 運営［機能］条約（TFEU）

とぶつかることも出てくる。ということは、加

盟国の税務当局が、直接税に関する権限行使

において、EU 法の領域にも関わらざるを得な

いことも多くなる。この場合、欧州司法裁判所

（ECJ）の介在もありうる。EU 域内での人や企

業の流れはますます急激になってきている。

・�EU は、税制の共通化を目指している。直説税

については、「調和（harmonization）」は難し

いが、「調整（coordination）」で賄おうという

流れが勢いを増している。欧州司法裁判所（ECJ）

は、こうした流れを後押しする存在である。

・�「EU 法 の 優 越 性（Supremacy of the EU 
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law）」、つまり、EU法や欧州司法裁判所（ECJ）

の判断が、加盟国の国内法に優先するのかどう

かは加盟各国により温度差がある。一応、EU

（当時の EC）司法裁判所は、先決判断「Coase 

v. EUEL judgment（Case 6 ／ 64 ［1964］ 

ECR 1251）」で、EU 法の優位性を主張した。

しかし、EU の一員であるドイツ連邦憲法裁判

所（BVerfG）は、EU 法の優位性は認めるも

のの、絶対優越性を認めてはいない（BVerfGE 

89,155 – Maastricht,12. Oktober 1993）。

・�この点、ドイツは基本法（GG）23 条［欧州連

合のための諸原則］１項も、EU 統合のために、

「連邦は、連邦参議院の同意を得て、法律によ

り、諸々の高権を欧州連合に移譲することがで

きる。」と規定するにとどめている。この規定は、

EU 法（旧 EC 法）がドイツ国内でも適用され

ることの根拠規定にもなっている。

・�ドイツの連邦憲法は、「基本法（GG= Grund-　

gesetz）」という。基本法（GG）は、自由と法

の前の平等の保護をはじめとした各種人権（自

由権）規定（GG1 条～ 19 条）を盛り込んでいる。

世界的に見ても、GGは先端的な内容である。

・�一方、EU は、EU 条約（TEU）ないし EU 運

営［機能］条約（TFEU）や欧州司法裁判所

（ECJ）の判例でさまざまな自由権を確立してき

た。例えば、「国籍に基づく差別禁止」（TFEU18

条）、「労働者の移動の自由（Free movement 

of labour）」（TFEU45 条）、「開業の自由（Right 

of Establishment）」（TFEU45 条）、「資本の

移 動 の 自 由（Free movement of capital）」

（TFEU26 条 2 項）、「サービス供給の自由」

（TFEU66条）などである。ドイツの基本法（GG）

とは一味違う自由権もある。なお、「開業の自由」

は EU 域内にのみ適用になる。一方、「資本の移

動の自由」は、日本など EU 域外にある第三国

にも適用がある。

・�いずれにしろ、こうした EU の経済的自由権の

保障は、EU 域内での企業活動を活性化し、経

済の統合推進が狙いである。経済的自由権は必

ずしも絶対的なものではない。「健全な取引目的

がない」租税回避行為の防止のような公共の利

益があれば制限される。

・�EU は、こうした経済的自由権を典拠に、欧州

司法裁判所（ECJ）を介して、その加盟国また

は他の加盟国の課税権を調整する。

・�このことから、例えば、EU 加盟国であるドイ

ツの所得税法が、国籍、居住者か非居住者かを

基準に、法の適用を分けている場合に、その是

非が問われてくる。欧州司法裁判所（ECJ）は、

源泉課税、二分二乗方式、その他の課税取扱い

で居住者と非居住者を差別する加盟国税法やそ

の税法に基づく課税処分などをクロ（違法）と

判断する傾向を強めている。

・�また、TFEU 66 条は、移動の自由を保障する

「サービス供給の自由」をうたっている。ドイツ

営業税法（GstG=GewerbestEUergeset）は、

航空機のリースを自国の会社からリースする場

合と、他の加盟国の会社からリースする場合を

差別して扱っていた。欧州司法裁判所（ECJ）は、

この取扱いをクロ（違法）とした（EUrowings

事件／ Case C-294 ／ 9）。

・�このように、EU 加盟国の実体税法や手続税法

の調和は、EU 指令で制約を受ける付加価値税

（VAT）のような間接税だけに限らない。所得

税のような直接税についても、欧州司法裁判所

（ECJ）の裁判例（具体的には、先決判断、是正

措置を求める直接訴訟の判決など）の蓄積を通

じて、加盟各国の租税立法を制約する状況にあ

る。つまり、「指令」だけでなく、欧州裁判所（ECJ

／ CJEU）の判断（解釈）によっても、直接税

までも共通化する傾向を強めている。

   　　＊　　　　　　　＊　　　　　　　＊

・�ドイツは、いわゆる「大陸法系」に属し、議会

制定法が法体系の中核をなしている国の１つで

ある。

・�とはいえ、制定法には数多くの不確定概念が

盛り込まれている。例えば、わが国の国税通

則法に匹敵するのがドイツ租税基本法（AO= 

Abgabenordnung）である。そこに盛られた

42 条は、いわゆる「一般的租税回避行為否認規

定（GAAR=General Anti-avoidance Rule）」 で

ある。［正確にいえば、AO42 条のタイトルは［法の

形式可能性の濫用（Missbrauch von rechtlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten）］である。］　

・�AO42 条 2 項では、「unangemessene」、邦訳

すると「不相応」、英訳すると「inappropriate」

という言葉が使われている。また、納税者が「不

相応」な法形式を選択し租税利益（租税回避／

StEUerumgehung）を実現し、納税者が、そ

の法形式選択が租税利益以外の目的であると

証明できない限り、「Missbrauch」、「濫用」、

「abusing」があったものとする、と規定する

（2008 年 AO 改正法）。「不相応」、「濫用」とい

う言葉は、まさに、不確定概念（Das Konzept 
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der Unsicherheit）である。

・�こうした不確定概念は、主に、連邦財政裁判

所（BHF）、とりわけ法人課税事案を担当する

部（Großen Senat）、さらには連邦憲法裁判所

（BVerfG=Bundesverfassungsgeric）による

法「解釈」で、その具体的な意味が明らかにさ

れることになる。

・�連邦財政裁判所（BHF）は、単なる税金を軽く

する（節税／ StEUergestaltung の）意図があっ

たとしても、「不相応」な法形式選択の意図があっ

たとは見ない、また、より客観的に精査する傾

向にある。

・�ドイツでは、租税法上の 不文の法理（法源）

として課税の合法性原則（Gesetzmäßigkeit 
der BestEUerung）、課税要件法定主義（Tat- 

bestandestimmtheit）などが認められている。

財政裁判所は、不確定概念を納税者の不利益に

解釈することには概して消極的である。

・�この点について、連邦憲法裁判所（BVerfG）

はどうなのであろうか。

・�今日、租税立法や租税法の適用解釈において

は、ドイツ基本法（連邦憲法／ボン基本法）の

人権条項、とりわけ 3 条 1 項［すべての者は法の

前に平等である］（一般的な平等原則）に基づき、

課税の公平［平等］原則（equality principle of 

taxation／Gleichmäßigkeit der BestEUerung）

に傾斜する形で展開する国の１つである。

・�連邦憲法裁判所（BVerfG）は、租税事案の裁

判において、課税は財産権の侵害であるという

基本的スタンスを維持しているように見える。

そのうえで、立法面のみならず、税法の適用面

でも、一般的な平等原則を大事にする形で判断

を下している。とりわけ、所得課税事例などでは、

人権、さらには応能負担を重視する判断をくだ

している。ドイツ基本法（GG）20 条１項が「民

主的かつ社会的な連邦国家である。」と規定する。

このことからわかるように、ドイツは、いわゆ

る「社民民主主義」を標榜する国家である。

・�一般に、税負担を軽減するために用いる手段、

あるいは言葉は大きく、次の 3 つに分けて点検

される。すなわち、「節税（StEUergestaltung ／

tax mitigation）」、「租税回避（StEUerumgehung

／ tax avoidance）、「租税逋脱／脱税（StEUer- 

hinterziehung ／ tax evasion）」である。

・�連邦憲法裁判所（BVerfG）は、基本的に「課

税は必要不可欠」とのスタンスを維持する。

・�連邦憲法裁判所（Bverf）は、初期の判例では、

税金を軽くする（節税／ StEUergestaltung）

のは納税者の権利であるとのスタンスであった。

つまり、「節税（StEUergestaltung）」は処罰

されることではないし、違法でもない。納税者

の自由権の範囲内である判断とした。

・�これに対して、連邦財政裁判所（BFH）は、「節税」

とは異なり、「租税回避（StEUerumgehung）」

は、事例によっては「濫用（Missbrauch）」

にあたると判断する。仮装などに基づく租税

回避を違法とする。一方、「租税逋脱／脱税

（StEUerhinterziehung）」は明らかに違法で

あるとする。とはいうものの、連邦財政裁判所

（BFH）は、AO42 条の租税回避否認規定の拡

大適用には概して消極的である。

・�連邦憲法裁判所（BVerfG）は、租税回避は、課

税上の「必要不可欠性」の条件を満たさないと見

る。このことから、租税回避行為の防止は、憲

法上も是認されるとする。いわゆる一般的租税

回避行為否認規定（GAAR）ともいえる AO42

条［法の形式可能性の濫用（Missbrauch von 

rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten）］
の存在を法認する［BVerfG Jan.24,1962,13 

BVerfGE 290 （315）（F.R.G.）］。連邦憲法裁判

所（BVerfG）は、租税回避（StEUerumgehung）

への対応は、憲法上、立法府と税務当局の責任

であるとする。この BVerfG の判断から、租税

回避防止ルールは、原則として応能負担原則か

ら導けるものであり、いかなる特別の正当化理

由はいらない、と解す。

・�ちなみに、この論文では、各種ドイツ国内税法

に関する連邦憲法裁判所の違憲判断の分析は射

程外である。

　　　＊　　　　　　　＊　　　　　　　＊

・�以上のように、租税回避防止について、連邦憲

法裁判所（BVerfG）は、連邦財政裁判所（BHF）

とはかなり異なるスタンスにある。ドイツでの

租税回避事案において、EU 法の問題が生じれ

ば、「EU 法の優越性」ルールのもと、ドイツ国

内裁判所の判断を越えた欧州司法裁判所（ECJ）

の判断が加わってくる。

・�欧州税法のもとでも「租税回避（tax avoida- 

nce）」問題は重視されてきた。とりわけ、国境

越えの租税回避行為がしばしば問われてきた。

・�EU法は、法の一般原理として，「法の濫用（abuse 

of law）」という考え方を認める。EU では、租

税回避行為の否認にあたっては、従来からこの

考え方が使われてきた。



・�EU 司法界では、租税回避行為防止は EU 領域

内で認められる基本的自由権の１つを侵害する

のでないかとも見られてきた。欧州司法裁判所

（ECJ）の先例も、租税回避行為の防止の必要性

が、基本的自由権の制限を正当化できる公益上

の理由がまさる場合に限り認められるとのスタ

ンスを取る。しかし、租税回避の防止は、「行為

の濫用」を防止する範囲に限定されるとする。

・�EU では、濫用的なタックス・プランニング

（aggressive tax planning）が大流行りであ

る。欧州委員会は、EU 域内市場での正常な活

動や運営を損ないかねないと心配する。とはい

うものの、EU 司法（ECJ）の拡大解釈には期

待薄である。OECD のベップス（BEPS=Base 

Erosion and Profit Shifting ／税源浸食と利益

移転）プロジェクトからのグローバルな圧力も

無視できない。

・�EU 法制定の手綱を握る欧州委員会は、租税回

避防止 EU 指令（ATAD=Anti-tax Abidance 

Directive）で、新常態（ニューノーマル／ new 

normal）目指すことにした。

・�EU は、2016 年に、直接税をターゲットとし

た租税回避防止EU指令を採択した。ATADは、

大きく繰ると、（１）TAD１、（２）ATAD2、（３）

ATAD3 の 3 つからなる。

・�加盟国は、ATAD１指令／租税回避対策パッケー

ジ指令に沿って国内法を制定しないといけない。

EU税法の優越性、EU税法ファーストの流れは

強まる一方である。

・�規制大好きの EU の欧州委員会の役人の姿勢に

EU 企業の税務コンプライアンスコストは上昇

する一方である。

・�一般的租税回避行為否認規定（GAAR）の適用

は従来から、直接税領域において検討されてき

た。そのため、そもそも GAAR が付加価値税

（VAT）の領域でも適用されうるのかは未踏の

課題であった。この課題ついては、しばしば欧

州司法裁判所（ECJ）に対し先決判断（先行判決）

の申立て、照会がなされた。しかし ECJ は、付

加価値税第 6 次指令の個別条文の適用・解釈で

その照会に応じた。このため、はっきりした見

解を示していない。

   　　＊　　　　　　　＊　　　　　　　＊

・�ドイツ基本法（連邦憲法）は、わが国の 84 条

に相当する規定を置いていない。しかし、裁

判例や学説などを通じて、租税法上の不文

の法理（法源）として、課税の合法性原則

（Gesetzmäßigkeit der BestEUerung）、課税

要件法定主義（Tatbestandestimmtheit）などを

法認する。また、課税要件法定主義から派生す

る原則として、連邦憲法裁判所（BVerfG）の判

例［例えば、BVerGE 13, 261, 271 （Dec.19, 

1961,2d Senate）, BVerfGE 13,274 （Dec. 

19,1961,2d Senate）; BVerfGE 13,279 

（Dec.19,1961,2d Senate）］を通じて遡及的

不利益課税禁止（Ruckwirkunngsverbot）の

ルールも導き出している。

・�連邦憲法裁判所（BVerfG）などでの租税関連

憲法訴訟判決では、基本法（GG）第 1 条［基

本権］や第 2 条 1 項［人格権の保障］、第 20

条 3 項［立法は憲法に適合する秩序に、執行権

および裁判は、法律および法に拘束される］な

どを典拠に判断が下されている。

・�ドイツの財政裁判所（HG）や連邦財政裁判所

（BHF）に争われた事例で、EU 法と国内税法の

抵触が問われたとする。この場合、それぞれの

財政裁判所は、欧州裁判所（ECJ）に先決判断

手続を取り、先決判断（先行判決）を求めるこ

と（References for preliminary rulings）が

できる。つまり、欧州裁判所（ECJ）は、EU

法と加盟国の国内法との適用・解釈など各種法

律問題に関する鑑定や助言をする権限を有する

（TFEU267 条／ TEU19 条 3 項 6 号）。

・�人権がからむ租税事案では、納税者には、欧州

人権裁判所（ECtHR）に提訴する道も開かれて

いる。ドイツは、欧州人権条約（Convention 

for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms）に加盟しているか

らである。

   　　＊　　　　　　　＊　　　　　　　＊

・�次に、ドイツの税法学会での租税法律主義（tax 

legality principle）論の展開を見てみよう。主

な見解を、おおまかにまとめて見ると、次のと

おりである。①課税は厳格な租税法律主義のも

とに置かれること、②税務当局および財政裁判

所は、税法の内容に変更を加えてはならないこ

と、③税務当局および財政裁判所はともに、税

法の適用・解釈者であること、④課税の公平原

則のもとでも、税務当局は、税務分野におけて

裁量的な処分をしてはならないこと、⑤税務当

局および財政裁判所は、税法の解釈においては、

法的安定性原則（Bestimmtheitsgrundsatz）

のもと、類推解釈は禁止されること。

・�ドイツでは、租税法律主義原則（tax regality 
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principle／der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
der BestEUerung）と課税の公平原則（equality 

principle of taxation ／ Gleichmäßigkeit der 
BestEUerung）は並行して議論される。双方と

も、立法上の原則であることは共通した認識で

ある。しかし、とりわけ、課税の公平原則が税

法の適用・解釈上の原則として共通に認識され

ているのかどうかについては、今後とも慎重に

分析を重ねたい。

   　　＊　　　　　　　＊　　　　　　　＊

・�ドイツの租税法理論は、英米税法などに比べる

と緻密である。ひとことで言えば、〝理論大好き〟

の感じがする。ウオーク（woke ／意識高い系）

を嫌う afd（右派「ドイツのための選択」）勢力

を伸長させるだけではないか？との声が聞こえ

てきそうである。

・�一方、EU 法やその適用・解釈を司る欧州司法

裁判所（ECJ）や欧州人権裁判所（ECtHR）は、

トートロジー、つまり、ドイツ法で展開される

ような難解な類語の無駄な反復を好まない。む

しろ、実利的な議論展開を好む。

・�欧州司法裁判所（ECJ）などで展開される法理

論や法原則は比較的簡素である。EU 域内では、

「EU法の優越性（supremacy of EU laws）」の

ルールのもと、こうした EU 法やその適用・解釈

が、加盟各国の法や解釈に優先する仕組みにある。　

・�ドイツの司法やコメンテーターが構築してきた

固有の租税法原則と、欧州裁判所（ECJ）など

が持ち出す租税法原則とが、どのように調和し

ていくのかは定かではない。「EU 法の優越性」

で、域内での税の調和（harmonisation）や調

整（coordination）はますます加速する。ド

イツにおける租税法律主義（der Grundsatz 

der Gesetzmäßigkeit der BestEUerung）論

は、課税に関する EU 指令や規則、欧州司法

裁判所（ECJ）の課税の公平原則（equality 

principle of taxation ／ Gleichmäßigkeit 
der BestEUerung）を基軸とした租税法律主

義（tax legality principle）の大きな流れのな

かに溶けていくのではないか。
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1部　ドイツの税務行政制度と納税申告制度1部　ドイツの税務行政制度と納税申告制度

１　ドイツの税務行政組織とは

（１）ドイツの国家組織の構図

・�ドイツは 連邦（Bund）と 16 州（Land）、自治

体［440の郡（Kreis）＋13,854の市町村（Gemeide）

で構成される連邦国家（federal state）である。

・�ドイツにおいて租税は、❶連邦政府（Bub- 

desregierng）、❷州（Lander）および❸自治

体（Gemeinden）は課税主体となっている。

　アバウトに図示すると、次のとおりである 1。

（２）ドイツの税務行政組織

・�学問的には、税務行政組織は大きく、❶企画・

立案を担当する組織と❷執行を担当する組織と

に分かれる。

・�連邦国家であるドイツの❶企画・立案を担当する

組織と❷執行を担当する組織は、少し複雑である。

アバウトに図説すると、次【表 2】【表 2】のとおりである 2。

・�これら租税行政庁のうち、一般納税者と最も関

係が密なのは③連邦中央税務庁（BZST）と⑦

税務署（FA）（650）である。

・�①連邦財務省

  （BMF=Bundesministerium der Finazen）

・②州財務省

  （Landesministerium der Finanzen）

・③連邦中央税務庁

  （BZST=Bundeszentralamt fur StEUern）

・④連邦財務局（BFD=Bundsfinanzdirektion）

・⑤税関（Zollamt）

・⑥上級税務局（OFD=Oberfinanzdirektion）

・⑦税務署（FA=Finanzamt）

・�連邦（Bund）の租税の❶企画・運営をす

る連邦最高官庁は、①連邦財務省（BMF: 

Bundesministerium der Finanzen） で あ

る。 一方、16 の州（Land）において租税の❶

企画・運営をする連邦最高官庁は、②州財務省

（Landesministerium der Finanzen）である。

・�連邦（Bund）の租税（関税や酒税など）を

❷執行する上級官庁は、③連邦中央税務庁

（BZST=Bundeszentralamt fur StEUern）で

ある。③連邦中央税務庁（BZST）は、2006

年 １ 月 に、 連 邦 財 務 庁（Bundesamt fur 

Finanzen）を改組、名称変更した官庁である。
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1 �財務省財務総合政策研究所「主要国の地方税財政制度の概要」（2001 年）131 頁などを参照。
2 �See,Bundeszentralamt fur Steuern HP BZSt-Federal Central Tax Office； German tax offices （Finanzamt & BZSt） | 

Organisations in Germany （iamexpat.de）

 飯田淳一「ドイツの税務行政」税大ジャーナル 13 号（2010 年）。
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【表 1】 ドイツの国家の構図【表 1】 ドイツの国家の構図
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これら租税行政庁のうち、一般納税者と最も関係が密なの

は③連邦中央税務庁（BZST）と⑦税務署（FA）（650） 

 

 

②州財務省(16) 

（❶企画・立案） 

 

⑥上級財務局(8) 

（❷執行） 

①連邦財務省 

（❶企画・立案） 

③連邦中央税務庁 

（❷執行） 
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【表 2】連邦と州の税務組織【表 2】連邦と州の税務組織

連邦中央税務庁（BZST=Bundeszentralamt für 

StEUern ／ Federal Central Tax Office）

≪全独共通の事項を所管≫

・�納税者番号（stEUerliche Identifikationsnummer）

・付加価値税目的の事業者登録番号

・脱税摘発のための州当局の支援

・外国投資家への税情報の提供

≪連邦中央税務庁（BZST へのコンタクト事例≫

ほとんどの事項については、現業部門である⑦税

務署へコンタクトできる。とくに連邦中央税務庁

【表 3】 連邦中央税務庁（BZST）の主な業務【表 3】 連邦中央税務庁（BZST）の主な業務
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・�④連邦財務局（BFD=Bundsfinanzdirektion）

は、税関を指導・監督する。

・�⑤税関（Zollamt）は、関税や個別消費税の執

行を担当する。

・�⑥上級税務局（OFD=Oberfinanzdirektion）は、

⑦税務署（FA=Finanzamt）を指導・監督する。

16 州のうち８州に置かれている。

・�⑦税務署（FA=Finanzamt）は、納税申告、査

定（賦課）、徴収事務を行っている。

２　ドイツの主要実体税制の基礎

・�ドイツには 40 以上の税金がある。これらの税

金は大きく、連邦税、州税、地方税に分類できる。

・�ドイツにおける税源のうち重要な地位を占める

のが連邦税、とりわけ所得税、付加価値税およ

び法人税である。

・�これら3税は「共同税（GemeinschaftstEUer）」

と呼ばれ、連邦政府、州および自治体間に配分

される仕組みになっている。

（１）主要な税金の紹介

・ドイツにおける主な税金をあげると、次のとお

りである。

（１）�法人税（KörperschaftsstEUer）：法人（株

式会社 AG、有限会社 GmbH など）の所得

X15.825％

（２）�連 帯 付 加 税（Solidaritaetszuschlag）： 法

人税額の 5.5％（課税対象所得の 0.825％）

相当　＊ドイツ統一・旧東ドイツ復興支援の

ための税金

≪地方税≫

（３）�営 業 税（GewerbestEUer）： 基 本 税 率 は

3.5％。それに各自治体が定める税率がプラ

スされる。（2008 年度から営業税は連邦法

人税上税額控除不可）

★ドイツの実効税率［（1）法人税＋（2）連帯税

＋（3）営業税］は、平均で 29.90％（2020 年度）

◎個人にかかる直接税

（１）所得税（EinkommenstEUer）:

　①�課税対象となる所得には、❶農林業所得、❷

事業所得、❸自由職業所得、❹給与所得、❺

投資（利子・配当等）所得、❻不動産所得な

どがある。ドイツに年間 6 カ月以上居住する住

民（居住者）の場合、すべての所得に対して所

得税が課され、国外の所得も課税対象となる。

　②�納税者は、１月 1 日～ 12 月 31 日までの所

得を翌年の5月31日まで納税申告（StEUerer- 

klaerungen）をする。

　③�所得税は、賦課課税方式と一部申告納税方式

を併用する。例えば❷事業所得は賦課課税方

式を採用する。したがって、納税額は第一次

的に課税庁が賦課決定する。一方、例えば❹

給与所得は、申告納税方式を採用する。給与

所得については、雇用主による被用者に申告

資格に基づく毎月の源泉給与税があり、その

給与所得が一定額以下の場合は、申告が必要

なわけではない。つまり、すべての納税者が

確定申告しなければならないわけではない。

しかし、納税者 10 人のうち 9 人は納税額の

確定申告あるいは還付申告をする。

　④�所得税率は、比例累進課税で 14 ～ 42％。限

界税率は 45％［所得税法（EStG=Einkom- 

menstEUergesetz）32 条の a ］。

　　�　課税対象額は、申告資格（単身か夫婦世帯であ

るかなど）によって異なる。単身者などは別と

して、夫婦合算申告が一般的である。

　⑤�最低課税対象年収（Grundfreibetrag）：2021

年は、単身者 9,745 ユーロ、夫婦世帯合計所

得 1 万 9,490 ユーロ。2022 年は単身者 9,985

ユーロ、夫婦世帯合計所得 1 万 9,970 ユーロ。

（２）連帯付加税（Solidaritaetszuschlag）

　2021 年から、高所得者を除いて、個人への課税

は廃止または減税。税率は最大で所得税額の5.5％。

　＊�源泉分離課税のキャピタルゲイン（Abgeltun- 

gsstEUer）：利子や配当など投資所得に対す

る課税（キャピタルゲイン課税）は、2009 年

1 月から税率 25％（＋連帯付加税）で源泉分

■　直接税
◎法人にかかる直接税

≪連邦税（国税）≫

【表 4】ドイツの主要な税金の紹介【表 4】ドイツの主要な税金の紹介

（BZST にコンタクトできる事項としては、次の例

があげられる。

・納税者番号

・キャピタルゲイン税に関する不服申立て

・源泉税に関する不服申立て

・外国企業の付加価値税の還付

・教会税（Kurt stEUer）

・その他

・�現在、事業者の 90％は、付加価値税の申告およ

び従業者の源泉給与税の納付に EISTER を活用

・�給与所得者や年金所得者などは、納税申告や還

付申告に EISTER を活用

・�給与税援助協会は、EISTER を使って、コロナ

禍にオンライン対応を強化してきている。リア

ルの相談所のあり方が問われている。

オンライン税務署／電子申告
（EISTER=Elektronische StEUererkläärung
／ electronic tax declaration）



（２）共同税とは何か

・�ドイツでは、「共同税」と呼ばれる税金がある。

こうした名前の個別の税目があるわけではない。

・�主要 3 税の税収を連邦・州・自治体間の一定の

基準に基づいて配分する対象となる税目をさす。

（３）所得税上の申告資格

・�申告所得税上の資格は、国により異なる。ドイツ

の所得税法（EStG=EinkommenstEUergesetz）

は、納税申告において、【表 5】【表 5】のような分類を

している。

３　ドイツの租税手続法

　租税基本法（AO=Abgarbenordnung）が、

ドイツ租税手続法の基本的な典拠となる。

　他に、ドイツ基本法［連邦憲法］（GG=Grunndgesetz 

fur die Bunndesrepublik DEUtschland）、財政管

理法（FVG=Finanzverwaltungsgesetz）なども、

典拠となる。
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離課税になった。ただし、源泉分離課税の対

象とならない投資所得は、納税申告が必要。

■　間接税
　事業者（法人・個人）を納税義務者とする間接税

《EU は、付加価値税（VAT）については、域内で

の税の調和を優先し、EU の VAT 指令【現行は、

2006 年 VAT 指令】を採択している［Directive-

77/388-EN-EUR-Lex］。ドイツは、1968 年に

EU の VAT 指令に基づき、国内税法で売上税（旧）

を廃止し新 VAT を導入》

　付加価値税（VAT ／ MWSt=MehrwertstEUer）：

標準税率 19％、軽減税率 7％。［売上税法（UStG 

=UmsatzstEUergesetz）12 条］。付加価値税は、

申告納税方式を採る。

　ドイツは、EU の VAT 指令に基づき、国内税法

（UStG=UmsatzstEUergesetz）を定め、VAT の

納税義務（確定申告義務）を事業者に負わせている。

法人税、所得税、付加価値税の 3 税は、共同税

（GemeinschaftstEUer）であり、予め定められ

た割合で、連邦、州、地方自治体間で税収配分

（revenue sharing）する仕組みになっている。

【表 5】共同税とは何か【表 5】共同税とは何か

法人税　連邦［50％］、州［50％］、自治体［0％］

所得税　連邦［42.5％］、州［42.5％］、自治体［15％］

付加価値税　連邦［52％］、州［45.9％］、自治体［2.1％］

＊ 2000 年統計＊ 2000 年統計

区　分
（StEUerklasse）

【表 6】 ドイツ所得税上の申告資格区分【表 6】 ドイツ所得税上の申告資格区分

課税分類 I

概　要

課税分類Ⅱ

課税分類Ⅲ

課税分類Ⅳ

課税分類Ⅴ

課税分類Ⅵ

独身／寡婦（夫）／シビルパー
トナーシップ／離婚者

ひとり親世帯で、ひとり親手当
を受給している場合

既婚者で、配偶者に所得がない
（低い）場合

共働き（同居）で、双方ともド
イツ居住者）の場合

既婚者で、ひとりの配偶者が課
税分類Ⅲにあてはまる場合

２ヵ所以上から給与収入がある
場合

　　

・�近年、ドイツを含む、EU 諸国の法律資料は、英

語（English）での利用できる幅が広がっている。

例えば、ドイツの税務行政については、BZSt - 

Federal Central Tax Office。

・�また、ドイツ連邦法務省（Federal Ministry of Justice）は、

「AO=Abgarbenordnung」の英語版を、公表している。

　以下のリンクを参照

　https://www.gesetze-im-internet .de/

englisch_AO/AO - englisch（英語）

　https : //www.gesetze- im- in te rnet .de/

AO_1977/BJNR006130976.html（ドイツ語）

　＊�わが国の国立国会図書館　リサーチ・ナビ［ドイツ

連邦共和国 - 判例 | リサーチ・ナビ | 国立国会図書

館］にアクセスすることで、ドイツ税法および判

例データベースの所在図書館を検索することがで

きる。ちなみに、リサーチ・ナビでは、「財政裁判所」

ではなく、「租税裁判所」　の邦訳を使っている。

・�英語版では、「The Fiscal Code of Germany （as of 

25 May, 2017）」の名称を使っている。「ドイツ租税

手続法（2017 年 5 月 25 日現在）」と和訳できる。

・�わが国では、「AO=Abgabenordnung」は、一般

に「ドイツ租税基本法」、「ドイツ国税通則法」と

邦訳されている。ちなみに、AO は、租税＋その

他徴収金についての規定もあることから、「租税」

と邦訳することには異論もある。

・本報告では、「AO ／租税基本法」の邦訳をあてる。

・�なお、ドイツ語邦訳の的確性をチェックするため

に、英語版との対比を推奨したい。

ドイツ租税法に関する英語資料の入手の仕方ドイツ租税法に関する英語資料の入手の仕方コ ラ ム ①  
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４　ドイツの納税申告の性格

　グローバルにみると、課税方式は大きく、❶申

告納税方式（self-assessment method）と❷賦

課課税方式（official assessment system）に分

けられる。

　ヨーロッパでは久し

く❷賦課課税方式が広

く採用されてきた。例

えば、イギリスは久し

く❷賦課課税方式を採

用してきた。しかし、

1995 ／ 1996 課税年

度から申告納税制度に移行した。

（１）税目や所得の種類により異なる租税確定方式

　租税基本法（AO=Abgabenordnung ／ Fiscal 

Act of Germany）149 条１項［納税申告書の提

出（Abgabe der StEUererklärungen ／ Filing tax 

returns）］は、納税申告（StEUererklaerungen）

を必要とするかどうかは個別税法の定めるところ

による、と規定する。

　これを受けて、法人税 49 条、売上税法 18 条

などで、納税義務者に対して、法定期限までに、

法人税や付加価値税（VAT）などの納税申告をす

るように求める。ここでいう納税申告の方式は、

税目により異なる。

（２）�賦課課税と一部申告納税のハイブリッド方

式を採用

　ドイツは久しく、賦課課税方式（StEUerfestsetzung

／ official tax assessment）を採用してきた。し

かし、租税基本法（AO）は、付加課税方式に加え、

申告納税方式（StEUeranmeldungen ／ self-

assessed tax return）も併用している。この点

について、租税基本法（AO）155 条【賦課課税】

　AO15 ５条 【賦課課税】 1 項 別段の規定があ

る場合を除き、 課税は、 課税査定通知書により

課税庁が賦課するものとする。 課税査定通知書

とは、 122 条 1 項により発せられる行政行為であ

る。 ［【StEUerfestsetzung】 （1） Die StEUern werden, 

soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, von der 

Finanzbehörde durch StEUerbescheid festgesetzt. 

StEUerbescheid ist der nach § 122 Abs. 1 bekannt 

gegebene Verwaltungsakt ／ 【Tax Assessment】 

（1） Unless otherwise prescribed, the taxes shall 

be assessed by the revenue authority by way of 

tax assessment notice. The tax assessment notice 

shall be the administrative act disclosed pursuant to 

section 122 （1）］

【表 9】 伝統的な賦課課税の仕組み【表 9】 伝統的な賦課課税の仕組み

【表 7】� （資料 6）諸外国の所得税の課税方式と立証責任【表 7】� （資料 6）諸外国の所得税の課税方式と立証責任
の所在（未定稿） : 税制調査会（2009 年 10 月 7の所在（未定稿） : 税制調査会（2009 年 10 月 7
日まで） - 内閣府日まで） - 内閣府 3 3 

区

分
税額確定の方式

日　

本

ア
メ
リ
カ

立証責任

申告納税方式 一般的に税務当局にある。

一般的に、行政庁の処分
については正当性の推定

（Presumption of Cor-　
rectness） が 判 例 で 打 ち
立てられており、税につい
ては立証責任（Burden of 
proof）は納税者にありと
されている。

申告納税方式

イ
ギ
リ
ス

申告納税方式ま
たは賦課課税方
式の選択制

一般的に納税者にある。

ド
イ
ツ

賦課課税方式

一般的に納税者の収入につ
いては、税務当局に、経費
や税務上の特典については、
納税者に立証責任がある。

フ
ラ
ン
ス

賦課課税方式 一般的に税務当局にある。

3 ��ドイツは、わが国の政府資料などでいう賦課課税方式を採用する、と紹介されている。

　�https://www.cAO.go.jp/zei-cho/history/1996-2009/etc/2000/p379.html　しかし、賦課課税一辺倒ではなく、イギリスなど

と同様に、ハイブリッド方式を採用しているものと解される。

（Public use）（Public use）

❶�申告納税制度【納税（義務）者が課税標準だけ

でなく税額まで計算して申告する】　アメリカ、

【表 8】 �【表 8】 �❶❶申告納税制度と申告納税制度と❷❷賦課課税制度をグローバル賦課課税制度をグローバル
に見るに見る

日本（ただし、個人住民税などを除く。）、イギ

リス、オーストラリアなど

❷�賦課課税制度【納税（義務）者が課税標準を算

定し申告をし、税額は課税庁が計算し、本人に

通知する】ドイツ（申告納税方式を採る租税を

除く。）、フランス



1 項では、次のように規定する。

　この点について、租税基本法（AO）は、原

則として納税者が提出した申告書を税務当局

（Finanzbehorde ／ tax office）が受理し、課

税庁が税額査定を行ったうえで、納税者に税額査

定書（StEUerbescheis ／ tax notice）を通知（交

付）する旨規定する（AO169 条１項１号）。こ

の場合、税額査定書は納付書（StEUerbescheid

／ tax bill）になっている。

　AO38 条は、税法上の要件を充足すれば債権・

債務者関係が成り立ち、税額を請求できると規定

する。したがって、課税は、法的には、税額査定

書の通知（交付）によるわけではない。しかし、

実務的には、税務当局は、AO155 条 1 項にいう

税額査定書に基づいて課税を行っている。

　ここでいう「税額査定」とは行政行為である

（AO155 条１項第 2 文、122 条１項）。これが通

知されることにより効力が生じる（AO124 条１

項）。権利救済手続のための期間が経過すること

により形式的確定力が生じ、確定期間の経過によ

り実質的確定力が生ず

ることとなる（AO172

条以下）。

　法人税など多くの税

金については、納税申

告後その申告が有効で

あるには、課税庁によ

る税額査定が必要である。しかし、給与所得など

については、雇用主が、年間 1,000 ユーロまで

認められる概算控除（Pauschale）に基づいて源

泉給与税を天引きしたうえで給与を支払うため、

自分が働いている事業者以外から給与を得ていな

い場合などには、確定申告は不要である。しかし、

複数の箇所から給与所得を得ている、または実額

控除を選択したい場合には、納税義務者が税額計

算まで行ったうえで納税申告を行うため課税庁に

よる税額査定は不要とされる。

　AO150 条 1 項第 2 文により納税申告の一種と

される「StEUeranmeldung（en）」、英語でい

う「tax declaration」、米語でいう「tax return 

filling」は、売上税／付加価値税（売上税法（UStG）

18 条１項・2 項）、給与税（LohnstEUer）（所

得税法（UStG）38 条以下）、キャピタルゲイン

税（KapitalertragstEUer）（所得税法（UStG）

43 条以下）などで採られる方式である。

　この方式では納税義務者自身が納税額を計算す

るように求められる。この場合、原則として課

税庁による特段の税額査定（AO155 条）は不要

とされる（AO167 条１項）。その意味において、

StEUeranmeldung（en）は日本の申告納税制

度と同じとみてよいのではないか。

5　ドイツの税務争訟の仕組み
　

　ドイツは連邦国家であり、裁判所の仕組みはか

なり複雑である。連邦所管の裁判所もあれば、州

所管の裁判所もある。「税務訴訟を扱う裁判所」

の所在を確かめるために、ドイツの裁判所の仕組

みを一覧にして紹介しておく（次頁【表 11】【表 11】）。

　納税申告書の提出後、ドイツの連邦税務当局に

よる税務調査の概要 4、税額査定書の交付、税額

査定書内容に不服な場合の納税者ができる選択的

な異議申立て（Einspruch）手続、または通知処

分の取消を求めて財政裁判所などへの訴えの仕組
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❶�　賦課課税「StEUererklaerungen ／ official 

tax assessment）」では、申告における税額の

確定は課税庁が行い、納税者に税額査定通知書

（StEUerbescheid ／ tax assessment notice）

が送付される［例：法人税、所得税（ただし、

申告納税による所得の種類を除く。）］

❷�申告納税「StEUeranmeldungen ／ self-asse- 

ssed tax return」では、申告における税額

の確定には、課税庁による税額査定通知書

（StEUerbescheid ／ tax assessment notice）

は、原則不要である［例：給与所得やキャピタ

ルゲイン税の申告、付加価値税の申告］。

　�　ちなみに、租税基本法（AO）150 条 1 項では、

納税者が、申告納税を義務付けられる場合には、

申告書の中で税額計算をするものとする［ Der 

StEUerpflichtige hat in der StEUererklärung 

die StEUer selbst zu berechnen, soweit 

d i e s  g e s e t z l i c h  v o r g e s c h r i e b e n  i s t 

（StEUeranmeldung） ／ The taxpayer shall 

calculate the tax in the tax return himself 

where this is required by law （self-assessed tax 

return）］と規定している。

【表 10】�ドイツは賦課課税と一部申告納税のハイブリッ【表 10】�ドイツは賦課課税と一部申告納税のハイブリッ
ド方式を採用？ド方式を採用？

（Public use）（Public use）

4 �税務調査手続は、本報告の射程外である。租税基本法（AO）に詳しく規定されている。例えば、AO88 条［調査の基本原則］、

AO193 条［臨場調査の要件］など。
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みをおおまかに図示すると、次のとおりである。

　わが国の租税関連学界では、課税実務や実定税

法に基づかない机上の空論が花盛りである。しば

しば批判の的になる。とりわけ、外国法研究では、

そのひどさが指摘される。典拠に、100 年近く前

の古典が引き合いに出されたりする。そこで、以

下に、前記【表 10】をもとに、現行法の条文に

裏付けされた形で、ドイツの税務争訟の仕組みに

ついて解説を加えたい 5。

【表 11】 ドイツの裁判所の仕組み【表 11】 ドイツの裁判所の仕組み

【表 12】 ドイツの税務調査、税務争訟の仕組み【表 12】 ドイツの税務調査、税務争訟の仕組み

※�※�財政裁判所（FG=Finanzgerechte）［全国１８］、連邦財政裁判所（BHF=Bundesfinanzhof）財政裁判所（FG=Finanzgerechte）［全国１８］、連邦財政裁判所（BHF=Bundesfinanzhof）［１］、［１］、
連邦憲法裁判所（BVerfG=Bundesverfassungsgericht）［１］連邦憲法裁判所（BVerfG=Bundesverfassungsgericht）［１］

5 ��なお、池田良一『ドイツと EU における税務裁判』（2023 年、信山社）は有益である。ただ、法律学専攻者による著書でないこと

から条文の典拠は今一つである。
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【設例】

　納税者 A は法人税 （KörperschaftsstEUer）の

期限内申告をした＊。A は、税務当局 B【税務署

（FA=Finanzamt）または連邦中央税務庁（BZST= 

Bundeszentralamt für StEUern）など】から税

額査定書（StEUerbescheis）の交付を受けた。

しかし、税額査定書に記載された税額に納得でき

ない。この場合、A は、どのようにして権利を救

済してもらえるか。

　＊�法人税の申告書は、原則として、その法人の経営

場所を所管する税務当局に、該当年分につき、翌

年の 5 月 31 日までに提出することになっている

（AO149 条 1 項、法人税法（KStG）31 条 1 項）。

【答】

《救済ルートの選択》

・�ドイツの場合、納税者が救済を受けるルートは

大きく 2 つに分かれる。1 つは、①行政審査（税

務当局への異議申立て）と②司法審査（財政裁

判所（FG）➨連邦財政裁判所（BHF）のいず

れかを選択できる。また、①の結果に不満の場

合には、②にステップアップすることもできる。

【解説】

《異議申立てルートの選択》

・�税務当局の（行政）行為または不作為で権利を

侵害された者は、租税基本法（AO）に基づいて、

異議申立てができる（AO350 条）。

・�A は、税務当局に異議申立て（Einspruch）で

きる（AO347 条１項）が、税額査定書の発行

日から１か月以内に申立てをしないといけない

（AO355 条 1 項）。【ちなみに、所得税や VAT

など申告納税にかかる租税の場合も異議申立て

期間は同様に１か月以内である。】

・�異議申立てをしても、通知処分の執行は停止さ

れない原則である（AO360 条 1 項）。したがっ

て、税務当局が執行を停止せず、未納付になる

場合は附帯税が発生する。

《申立ての審理、異議決定書》

・�申立てがされた請求事項はすべて審理の対象と

なる（AO367 条 2 項 1 段）。

・�税務当局の（行政）行為は、申立人に不利益に

修正されることもある。その場合、理由を付記し、

申立人にその旨を教示し、対応の機会に与える

（AO367 条 2 項 2 段）。

・�異議決定書は、異議申立てにおいて税務当局が

救済しなかった範囲に限られる（AO367 条 2

【表 13】ドイツの税務争訟制度と手続の解説【FAQ】【表 13】ドイツの税務争訟制度と手続の解説【FAQ】

（Public use）（Public use）

■財政裁判所（FG）法廷

項 3 段）。

・�異議決定書は、文書で理由を附記して、交付さ

れる。加えて、利用できる法的救済措置を教示し、

かつ、関係者に開示される（AO366 条、FGO［財

政裁判所法］55 条）。

・�期限後異議申立ては、原則として認められない

（AO125 条 1 項）。ただし、一定の条件のもと、

財政裁判所で救済を求めることができる。

《異議申立て決定に不満、あるいは司法審査ルート

を選択した場合》

・�納税者は、税務当局への異議申立て決定（結果）

に満足しない場合、あるいは、はじめから異議申

立てをせず、裁判所へ救済を求めることができる。

・�納税者は、異議決定書を受け取ってから 1 か月

内に、所管の財政裁判所（FG）に、税額査定書

の修正を求めて、訴訟を提起できる。

・�納税者は、異議申立て手続をスキップして、税

額査定書の発行日から１か月内に、直接、財政

裁判所（FG）に税額査定書の修正を求めて、訴

訟を提起できる（FGO［財政裁判所法］47 条

1 項１段）。

・�財政裁判所（FG）が納税者に不利な判断をくだ

したとする。この場合、連邦財政裁判所（BHF）

に控訴できる。連邦財政裁判所（BHF）は、財

政裁判所（FG）の判断、一部州に関する法律事

項を含む、を再審査できる（FGO118 条 1 項）。

・�財政裁判所（FG）は、事実審である、一方、連

邦財政裁判所（BHF）は、法律審である（FGO118

条 2 項）。税額査定書をめぐる事案では、納税者

と税務当局は、事実認定の面で争いになる場合

が多い。仮に、事案が、控訴で連邦財政裁判所

（BHF）に持ち込まれたとする。しかし、連邦財

政裁判所（BHF）は、事実問題が争点であると

判断する場合には、その事案を財政裁判所（FG）

に差し戻す（FGO126 条 3 項 2 段）。

《異議申立てと事実審の財政裁判所との違い》

・�税務当局は、納税者からの異議申立てがあった

場合、異議決定をするにあたっては、総額主義

の視点から審査をする（AO367 条 2 項 1 段）。

税額査定書の違法性の可否に限らない。

・�一方、財政裁判所（FG）は、もっぱら税務当局

の行政行為の違法性を審理する（FGO100 条 1

項１段、101 条、102 条）。

・�ドイツ税法では、立証責任を税務当局、納税者、

どちらの側が負うのかはっきりしない。連邦財政

裁判所（BHF）は、双方が分担するとの判断を

（Public use）（Public use）

■連邦財政裁判所
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第2部　�EU 法、ドイツ連邦憲法と課税基
本原則

6　�ドイツ連邦憲法に盛られた国家の仕組み
と税財政原則を読む

　ドイツ連邦共和国（以下「ドイツ」）は、議会

制民主主義を採る連邦国家である。自由民主原則

を盛り込んだ成分の憲法（Grundgesetz für die 
Bundesrepublik DEUtschland）を定めている。

一般に、「憲法（Verfassung）」とはいわず、「基

本法（GG=Grundgesetz）」と呼ばれる。【なお、

GG の英語版は、連邦法務省訳は、Basic Law 

for the Federal Republic of Germany】

　ドイツの基本法には、際立った特徴がある。そ

れは、いきなり基本権（人権／ Bill of Rights）

規定からはじまることである。人間の尊厳、法の

支配、法の前の平等、差別禁止など先進的な内容

が盛りだくさんである。

　これはアメリカ連邦憲法と比べるとよくわか

る。アメリカ連邦憲法は、統治機構（structure 

of the government）に関する規定が優先する

形で盛られ、人権（Bill of Rights）規定は、修

正条項で後付けされたつくりである。また、アメ

リカの場合、新たな人権は多分に裁判所の裁判例

下しているケースもある［BFH Oct.17,2001, 

197 Sammlung der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs ［BFHE］ 68 （F.R.G.）］。一

般に、増差の場合には税務当局、減額請求の場

合には納税者側が立証するとされる。ただし、

租税回避が問われた事案では、納税者側が立証

責任を負う（AO42 条 2 項）。

・�財政裁判所（FG）のもとでの手続きは、憲法に

定める司法上の保護が適用になる（GG19 条 4

項）。また、財政裁判所（FG）は、職権により、

訴訟当事者が申し立てない事実についても審理

することができる（FGO76 条１項１段）。つま

り、財政裁判所（FG）は、当事者が申し立てて

いない証拠に縛られることなく、真実を追う責

務がある（FGO76 条１項 5 段）。

《連邦憲法裁判所への付託・訴願事項は、憲法上争

点に限られる》

・�基本法（GG）は、憲法上の争点については、連

邦憲法裁判所（BVerfG）が専属管轄権を有す

る、と規定する（GG93 条 1 項 4a 号）。連邦憲

法裁判所法（BVerfGG=Bundesverfassungsge

richtgesetz）は、連邦憲法裁判所以外の事案を

扱う裁判所が、提訴者から問われた税法など法

律の規定が基本法（GG）に適合しないと確信し

た場合、連邦憲法裁判所（BVerfG）に、理由を

つけてその争点を付託（移送）するように求め

る（100 条 1 項など）。判例も、連邦憲法裁判所

（BVerfG）以外の裁判所は、憲法上の争点が伴

う訴訟が提起された場合には、憲法上の争点に関

する訴訟手続を中止し、その争点を連邦憲法裁

判所（BVerfG）に付託するように求める（BVerfG 

Nov.10,1998,99 BVerfGE 216, 233）。

・�選択的に、納税者は、基本権を侵害されたことを

理由に、財政裁判所、連邦財政裁判所による救済

手段を尽くしたうえで、連邦憲法裁判所（BVerfG）

に対して憲法訴願［憲法異議］を申し立て、救済

　　

　連邦憲法裁判所法（BVerfGG）は、国家行為の

憲法適合性審査について、その対象を、①抽象的規

範 統 制（GG93 条 1 項 2 号、BVerfGG13 条 6

号など）、②具体的規範統制（BVerfGG100 条 1

項など）、③憲法訴願［憲法異議］（GG93 条 1 項

4a 号、BVerfGG13 条 8a 号など）、④その他、に

分けて取り扱う。

　財政裁判所（FG）ないし連邦財政裁判所（BHF）

から憲法上の争点の付託（移送）を受けて、連邦憲

法裁判所（BVerfG）が行う憲法適合性審査は、②

具体的規範統制のカテゴリーにあたる。

　もちろん、国民・納税者は、主観的基本権保護を

求め、連邦憲法裁判所（BVerfG）に対し③ 憲法訴

願［憲法異議］の形で救済を求めることができる。

手続としては、基本権を侵害された個人は、通常裁

判所による救済の手段が尽くされたことを前提とし

て、連邦憲法裁判所（BVerfG）に対して憲法訴願

を行い、救済を求めることができる。

　「同性配偶者である自分に配偶者控除を認めない

税法の規定は、憲法〇〇条とぶつかり違憲である。」

といった求めが１例となるのではないか。違憲確認

判決と無効判決がある。違憲確認判決の場合、問題

とされた規定は直ちに法秩序から排除されない。立

法者はできるだけ速やかに法改正する義務を負う。

期限付き判決もある。

【参考文献】

田尻剛・工藤達朗編『ドイツの憲法裁判（第２版）』

（2013 年、中大出版部）、初宿正典／須賀博志 編

訳『原典対訳　連邦憲法裁判所法』（2003 年、成

文堂）

連邦憲法裁判所を深掘りする連邦憲法裁判所を深掘りするコ ラ ム ②  

を求めることができる（GG93 条 1 項 4a 号。）

《財政裁判所による ECJ への法的争点についての

先決判断の求め》　

第 2 部

《納税者による欧州人権裁判所（ECtHR）への提訴》　

第 2 部



を通じて確保されている事情にある。

　アメリカ、わが国も同様といえるが、司法は、

憲法判断を求められた租税事例で、違憲判断には

概して消極的である。

　これに対し、ドイツの人権論は、基本法（GG）

に盛られた人権規定を典拠に、税法を争点とした

憲法判断を通じて大きく開花してきている。税法

事例が、ドイツの基本権の発展にとり大きなイン　

センティブになっている、との見方もある。

　この背景には、ドイツは、基本法 20 条１項に

規定する「民主的かつ社会的な連邦国家である。」 

にあるのではないか。多くの EU 諸国のように、

人権を大事にする、いわゆる「社民民主主義」を

標榜する国家であることも一因であろう。また、

憲法裁判所（BVerfG=Bundesverfassungsgeri

cht）が、司法積極主義のスタンスを維持し、立法

府や執行判断への敬譲（deference）に抑制的な

こともある。どこかの国の行政追従型司法とは大

きな違いがある。

　まず、基本法の特徴をまとめて見ると、次のと

おりである。
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（１）連邦国家

　 ド イ ツ は 連 邦 国 家（federal state） で あ る

（GG20 条 １ 項 ）。 連 邦 制（Bund） は 16 の 州

（Lander）から成る。連邦制は、基本法の改正で

廃止することはできない（GG79 条 3 項）。国家

の権限は、原則として州に帰属する。連邦は、基

本法に定める権限だけを持つ（GG30 条 1 項）。

また、連邦法律の執行は、州の権限であるとする

（GG83 条）。もっとも、連邦の権限は次第に拡大

してきている（GG72 ～ 74 条）。また、連邦が

法律の執行まで行う分野は数多い（GG86 ～ 90

条）。連邦法は州法に優先する（GG31 条）。

（２）連邦の三権分立（立法、執行、司法の分離）

　アメリカや日本の憲法のような明確な分立を規

定していない。チェック・アンド・バランスを維

持しながら権限を分けて行使する仕組みである。　

　各州は、憲法、議会および内閣を持つ。州政府も、

三権（立法、執行、司法）分立については、チェッ

ク・アンド・バランスを維持しながら権限を分け

て行使する仕組みである。　

（３）連邦の立法府

　連邦の立法府は、連邦議会（Bundestag）と連

邦参議院（Bundesrat）の 2 院制をとっている。

連邦議会は、下院とも呼ばれ、選挙により国民か

ら選ばれた議員からなる（GG38 条以下）。一方、

連邦参議院は、上院とも呼ばれ、16 の州政府の

【表 14】基本法の特徴【表 14】基本法の特徴

基本法から読み取るドイツの国家システムの特徴

代表で構成される（GG50 条以下）。立法機関と

しての地位は、連邦議会が持っている。このこと

から、連邦の立法府は 1 院制に近いようにも見え

る。国会議事堂内は連邦議会の議場のみ存在する。

連邦参議院の議場は、この国会議事堂になく、旧

プロイセン貴族院に置かれている。

（４）連邦政府（ Bundesregierung）

　連邦は、州と同様に、議員内閣制を採っている

（GG63 条 1 項）。連邦政府は、連邦首相（Bundes- 

kanzler）と連邦大臣からなる（GG62 条）。連邦

首相は、連邦大統領の提案に基づき、連邦議会に

より、討議にかけずに、投票で選出することになっ

ている（GG63 条 1 項）。

　ちなみに、連邦大統領（Bundespräsident）は、

連邦議会議員および議員の数と同数の 16 の州議

会から比例代表からなる「連邦会議（Bundes- 

versammlinng）」が、40 歳に達したドイツ人の

被選挙権を有する立候補者のなかから、選挙によ

り選出する（GG54 条 1 項・3 項）。連邦大統領

の職務は、中立的権力（pouvoir nEUtre）を行

使する儀礼的、形式的なものに限定される。

基本法（GG）から見た課税原則

（１）①自由と法の前の平等の保護をはじめとした

各種人権規定（GG1 ～ 19 条）、②独立した裁判

官による司法審査（GG92 条・97 条）、③基本権は、

直接に適用される法として、立法、執行権および

裁判を拘束すること、④人間の尊厳（Wurde des 

Menschen）は不可侵であること。これを尊重し、

かつ、保護することは、すべての国家権力の義務

であること。

（２）すべての国家権力は、国民（Volk）から発

すること。国家権力は、国民が選挙および投票に

おいて、かつ、立法、執行権および裁判の個別機

関を通じて行使されること（GG20 条 2 項）。

（３）三権分立については、アメリカや日本のよう

な明確な分立を規定していない。しかし、「立法

は合憲的秩序に、執行権および裁判は法律および

正義により拘束される」とする（GG20 条 3 項）。

この規定は、法の支配／法の優越性（Vorrang 

des Gesetzes）をうたうものでもある。また、法

律の留保（Vorbehalt des Gesetzes）原則に基

づき、執行権は法律の根拠に基づかないといけな

いことになっている。加えて、法の執行において

は比例原則（Verhältnismäβ igkeitsgrundsatz）

の尊重が求められる。こうした原則は執行（行政）

一般に適用ある原則でもある。税務行政には当然

適用になる。

（４）遡及効果（Ruckwirkunngsverbot）を有する

立法は、法的安定性原則（Bestimmtheitsgrundsatz）

を害することから、禁止される。しかし、こうし

た原則は、裁判例で裏打ちされている［BVerGE 

13, 261, 271 （Dec.19,1961,2d Senate）, 

BVerfGE 13, 274 （Dec.19,1961,2d Senate） ; 



49国民税制研究　№ 11（2025） 

【論説】　ドイツの租税法律主義論の今日的展開

7　�基本法から読み取る EU におけるドイツ
の所在

　EU（欧州連合）において、ドイツは 人口や経

済で最大規模であり、EU の予算案に対し強い発

言力を有している。ドイツは、EUの有力メンバー

である。このことから、EU 法の所在を無視して

ドイツ法を論じるのは、不完全につながる。

　以下に、EU におけるドイツ国内法の所在を確

かめて見る。　

BVerfGE 13,279 （Dec.19,1961,2d Senate）］。

不文律であり、基本法（GG）には明文の規定は

ない 6。こうした原則は、基本法が保障する基本

権または法の支配／法の優越性、あるいは法治国

家（Rechtsstaat）理念から当然に導き出される

ものとされる 7。ただ、格別、税法分野に限定し

て適用される原則ではない。

6 ��基本法 103 条 2 項は、刑事法分野に関する遡及効禁止規定をおいている。連邦裁判所は、不利益遡及課税を違憲

と判断している。
7 ��See,Tipke ／ Lang,Steuerrecht（24 Auflage,2020,Otto Schmidt）.
8 ��See,Konrad Hesse,Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland para.223-233,at 100-
102 （20th ed.,1995）.

EUにおけるドイツ国内法の所在　

・�ドイツ基本法は、前文で、次のように規定する。

「ドイツ国民は、［中略］統合されたヨーロッパ

の対等な構成員として世界の平和に奉仕する意

思に鼓舞されて、その憲法制定権力に基づき、

この基本法を制定した。」

・�基本法 23 条［欧州連合のための諸原則］は、

EU 統合のために、「連邦は、連邦参議院の同意

を得て、法律により、諸々の高権を欧州連合に

移譲することができる。」と規定する。

・�ちなみに、EU は、連邦国家（federal state）

ではなく、主権国家連合（sovereign national 

states）とされる 。

・�しかし、問題なしとはしない。例えば、ドイツ

基本法が国の最高法規性、あるいは連邦法規優

位性を規定していても、EU 法とぶつかる場合

には、原則として EU 法を優先することにな

る。しかし、ドイツ連邦憲法裁判所（BVerfG）

は、EU 法の優位性は認めるものの、絶対優

位性を認めてはいない（BVerfGE 89, 155– 
Maastricht, 12. Oktober 1993）。これは、立

法権のみならず、執行権についてもいえる。

・�EU 法優先の原則は、EU の第一次法である、

EU 憲法である EU 基本条約（Treaties of the 

EUropean Union）【EU 条約（TEU）＋ EU 

【表 15】EU におけるドイツ国内法の所在【表 15】EU におけるドイツ国内法の所在

運営〔機能〕条約（TFEU）】に、ドイツが調印

した時点で、効力を発揮することになる。

・�EU の二次法（secondary legislation）【つまり、

一次法（条約）を根拠に制定される広義の共同

体立法。具体的には、①規則（regulation）、②

指令（directive）、③決定 （decision）、④勧告

（recommendation）、 ⑤意見〔見解〕（opinion）】

は、一次法と同様に、ドイツを法的に拘束する。

● EU 憲法／ EU 基本条約とは● EU 憲法／ EU 基本条約とは

　EU の「規則」は、加盟国の国内法に優先して、

加盟国の政府や企業、個人に直接適用される。

つまり、加盟国の政府等を直接法的に拘束す

る。そのため、加盟国の国内立法は不要である。

【例】一般データ保護規則（GDPR）［RUR-

Lex-02016R0679-20160504-EN-EUR-Lex

（europa.eu）］2009 年 12 月のリスボン条約

によって EC は廃止され、今まで法の制定がで

きなかった EU は、法制定が可能な EC の地位

を継承した。規則の名称／表記は一様ではない。

やさしくまとめると、次のようになる。

欧州共同体（EC=European Community）→

欧州連合（EU=European Union）

2009 年末までは、例えば Regulation（EC）

No 1466/97

2010 年 以 降 は、 例 え ば、Regulation（EU）

No 1173/2011

①規則（regulation）

②指令（directive）

　EU の「指令」は、加盟国政府に対して直接

的な法的拘束力あるが、企業や個人には直接適

用されない。個々の加盟国に効力を及ぼすには、

加盟国の国内立法が必要である（EU 条約 249

条 3 項・10 条 1 項）。つまり、一定期間内（EU
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官報掲載後 3 年以内）に加盟国の国内法に置き

換えないといけない。加盟国には一定の範囲内

で立法裁量がある。【例】VAT 第 6 次指令［2006

年 ］［EUR-Lex-f72bf230-db58-11ec-a95f-

01aa75ed71a1-en-EUR-lex（europa.eu）］

③決定（decision）

　EU の「決定」は、特定の加盟国の政府や企業、

個人に対して直接適用されるもので、対象となる

加盟国の政府等に対して直接的な法的拘束力を及

ぼす。性格的には〝行政上の処分〟と見て取れる。

④勧告（recommendation）

EU の「勧告」は、欧州委員会（Commission）

が加盟国の政府や企業、個人などに一定の行為

や措置を取ることを期待する旨の表明である。

原則として法的拘束力はない。性格的には一種

の〝行政措置〟と見て取れる。

⑤意見〔見解〕（opinion）

　EU の「意見〔見解〕は、特定のテーマにつ

いて欧州委員会（Commission）の意思の表明

である。「勧告」と同様、原則として法的拘束

力はない。」性格的には一種の〝行政措置〟と

見て取れる。

・�EU の立法は、基本的に、欧州委員会が提出した法

案を、EU 理事会（閣僚理事会）と欧州議会が共同

で採択する。EU 理事会は、加盟各国の閣僚が参加

している。このことから、EU 立法においては、①

「規則」よりも、より各加盟国に立法裁量が認め

られる②「指令」が好まれる傾向が強まっている。

●欧州司法裁判所（ECJ）とは
　欧州司法裁判所（ECJ）は、欧州運営〔機能〕

条約（TFEU）により、EU 法について排他的に

判断する権限が与えられ、統一的な法の適用・解

釈を行っている。訴訟手続は、大きく❶先決判断

（先行判決）手続と❷直接訴訟に分かれる。

● ECJ の先決判断（先行判決）と直接訴訟

● �EU ／欧州連合（EU=EUropean Union）の統治● �EU ／欧州連合（EU=EUropean Union）の統治
機構（抜粋）機構（抜粋）

❶�先決判断（先行判決）* 制度（References for 
preliminary rulings）：【* 先決判決、先決裁定、
先決解釈（ruling=interpretation）の邦訳もあり】

・�先決判断制度のもと、ECJ は、EU 法と加盟

国の国内法との適用・解釈など各種法律問

題に関する鑑定や助言をする権限を有する

（TFEU267 条／ TEU19 条）。

・�加盟国の市民・企業が、各国の国内裁判所や審

判所に起こした争訟において、EU 法の解釈（現

行の判例法を含む。以下同じ。）や EU 法の効

力が争点となったとき、各国の審判所や裁判所

は争訟手続を停止して、EU 法問題を ECJ に付

託し、EU 法の適用・解釈について統一的な判

断を求めることができる仕組み。【先決判断制

度は、EU 法の法的安定性の確保が目的か？？】

・�ECJ が求められた EU 法問題について先決判

断を下し、それを基に各国の裁判所は手続を

再開して終局判決を下す。

・�ECJ が求められた EU 法問題について先決判

断を下し、それを基に各国の裁判所は手続を

再開して終局判決を下す。

・�先決判断は、付託した国の裁判所および加盟

国のすべての裁判所に拘束力がある。EU 諸

国での EU 法の統一的な適用・解釈を確保す

ることを狙いとした手続である。ECJ の先決

判断手続にかかる手数料は無償である。付託

国の裁判所での手数料はその国の規定による。

・�【例】自国の租税行政庁が、課税事業者が保存

するインボイスの適格性を否認し仕入税額拒

否処分を行ったとする。そして、争訟になり、

自国の準司法機関（租税審判機関）、and ／

or 司法機関が、国内 VAT 法の基準と EU 付

加価値税規則の解釈とがぶつかるときに、ど

ちらが正しいかを自国の機関が ECJ（欧州司

法裁判所）に先決判断を求める。

❷直接訴訟

・�欧州司法裁判所（ECJ）に起こす「直接訴訟
（Direct suits）」には、さまざまなタイプが
ある。市民・企業・加盟国・EU 機関が、直
接に EU 機関を相手にした訴訟。欧州委員会

（European Commission）が加盟国を訴え
る訴訟、加盟国どうしの訴訟など。直接訴訟
には、取消訴訟または無効確認の訴訟、不作
為違法の確認訴訟、損害賠償訴訟などがある。

・�市民・企業が原告となって EU 機関を訴え
るような直接訴訟は、一般裁判所（General 
Court）が原審である。原審判決に不服な側は、
ECJ に上訴可能



51国民税制研究　№ 11（2025） 

【論説】　ドイツの租税法律主義論の今日的展開

8　連邦の租税立法過程　

　連邦の立法手続を、政府提出法案、参議院（上

院）提出法案、連邦議会（上院）提出法案に分けて、

チャートにすると、次のとおりである 9。　

　　　

　　

　　　　

　　　

●なお、ドイツの立法過程については、本研究の

射程外である。

（１）連邦議会での立法過程

　基本法は、立法手続に関する規定を置いている。

租税立法が合憲であるためには、これらの規定に

従い正しい手続を踏んで制定されないといけない。

　租税立法は、他の分野の立法と同様に、基本法

にしたがわないといけない。

課税は、納税者に経済的な負担を負わせるもので

ある。このことから、課税の基本的な性格は、基

本権の侵害である。

　連邦憲法裁判所の判断によると、納税義務は、

財産権の保障の範囲内で負うものでないといけな

いとされる 10。

　また、すでにふれたように、税務執行は、法律

の留保（Vorbehalt des Gesetzes）原則のもと、

法律に基づいて行われないといけない。

（２）基本法に盛られた立法規定の分類

　基本法に盛られた税財政制度や予算制度に関す

る立法規定は、おおまかに分けると、次のとおり

である。

9 ��小松公夫「ドイツの議会制度」調査と情報 1055 号（国立国会図書館　調査及び立法考査局、2019 年）から引用
10 ��BVerfG,Jan.18,2006,115 BVerfGE 97 （110-112）.

【表 16】ドイツの連邦の立法過程チャート【表 16】ドイツの連邦の立法過程チャート

《一般的な立法手続》

GG76 条［法律案の提出］、GG77 条［立法手続・

法案審議合同協議会］、GG78［連邦法律の成立

要件］、GG82 条［法律および法規命令の認証・

公布・施行］

《税財政制度》

GG104a 条［連邦と州との経費負担、財政援助］、

GG104b［連邦による財政援助］、GG104c 条

［連邦による教育インフラのための市町村の財政

援助］、GG104d 条［福祉住宅のための財政援

助］、GG105 条［関税、専売、租税に関する立

法権限］、GG106 条［税収入の配分］、GG106a

条［公共の近距離旅客交通についての州への補

助］、GG106b 条［自動車税の連邦への移管に伴

う措置］、GG107 条［地域収入、州間の財政調整］、

GG108 条［税財政行政］

《予算制度》

GG109 条［予算独立性の原則、経済全体の均衡

の維持］、GG109a 条［安定化評議会］、GG110

条［連邦の予算］、GG111 条［予算の承認以前

の支出］、GG112 条［予算超過支出、予定外支

出］、GG113 条［連邦政府の同意を必要とする

【表 17】 基本法に盛られた立法規定の分類【表 17】 基本法に盛られた立法規定の分類



　ドイツの予算制度の特徴は、憲法に「均衡予算

原則」（GG110 条１項後段）が盛られているこ

とである。また、ドイツの予算制度と EU の予

算制度比較は重要なテーマである。しかし、今回

の研究の射程外である。邦文の資料としては、成

田憲彦「ドイツの予算制度」比較法文化 23 号

（2019 年）、渡辺冨久子「ドイツにおける財政規

律強化のための基本法の規定」外国の立法 263

号（国立国会図書館、2015 年）をあげておく。

ドイツにおける租税歳出予算（tax expenditure 

budget）の分析は重要なテーマであるしかし今

回の研究では射程外である。なお、租税歳出予

算制度の米独比較については、Jonathan Babu,

〝The Tax Expenditure Budget: What thEU.S. 

Can Learn from Germany,〟27 Seton Hall 

Legis. J.163（2002）が参考になる。内容は今

一つではある。この論文で指摘することは、ドイ

ツの租税歳出分析は、アメリカとは異なり、伝統

的な所得概念（income concept）から出発して

進められていない、と指摘する。「納税者の担税

力（taxpayer’s ability to pay）」を基準にして

いる、という。つまり、納税者の税負担能力を織

り込んで採られる各種租税政策上の措置は、租税

歳出にはあたらないとする傾向にあるという。

（３）租税立法手続の特徴

　ドイツの租税立法手続の特徴をおおまかに一覧

にすると、次のとおりである。

　EU における「税制の調和」は、『指令』をツー

ルに、間接税に傾斜する形で進められてきた。一

方、「直接税の調和」は表立ってはない。これは、

直接税の調和を直にうたう規定が、EU 条約には

見いだせないことにもよる。

　ところが、現実には、『指令』ではなく、『欧州

裁判所（ECJ）の先決判断（解釈）』により、直

接税も共通化する方向を強めている。

　ドイツ議会おける租税立法も、欧州裁判所

（ECJ）の判断（解釈）を敬譲する形で、綿密に

立法作業が行われるようになってきている。

　結果、EU における「税の調和・統合」ないし

「税の調整・協力」は、VAT のような間接税のみ

ならず、所得税や営業税のような直接税でも、進

んできている。

　ドイツの租税立法過程の分析は、今回の研究の

射程外である 11。

9　EU法とドイツ国内租税立法

　EU 租税関係指令としては、最終消費者や事業

者に大きな影響を受ける間接税（indirect tax）

に関する指令がよく知られている。つまり、EUは、

付加価値税（VAT）については、域内での税の調

和を優先し、1977 年第 6 次付加価値税指令【改

正され現行は 2006 年 VAT 指令】［Directive - 

77/388 - EN - EUR-Lex （EUropa.EU）］。

　ドイツは、VAT 指令に基づき、国内税法／売上

税法（UStG=UmsatzstEUergesetz）を改正し多

段階型 VATを導入し、消費者を担税者にする一方

で、事業者に VATの申告納税義務を課している。　　
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予算の議決］、GG114 条［会計報告、会計検査］、

GG115 条［起債、担保引受］

・租税立法は、連邦議会によるのが圧倒的に多い。

・�州議会による租税立法は、さほど税収の多くな

い租税に限定される。

・�連邦の立法権は、① GG71 条［連邦の専属的な

立法］と② GG72 条［連邦の競合的立法権の

範囲］に分けられる。①連邦の専属的立法の領

域については、州が立法権を有するには、連邦

法で明文により授権される場合、およびその限

度まで。②競合的立法の領域においては、州が

立法の権限（Befugnisse zur Gesetzgebung）

を有するのは、連邦が法律によってその立法管

轄権（Gesetzgebungszustandigkeit）を行使

【表 18】 連邦租税立法手続の特徴一覧【表 18】 連邦租税立法手続の特徴一覧

していない間、およびその限度まで。

・�連邦税法の制定手続は、税法改正手続について

も同様である。

・�主要な連邦税法には、法規命令（Rechtsveror- 

dnungen）【行政官庁の命令のうち法律を施

行し、または補充するための命令をいう。 法

規 命 令 は 連 邦 政 府（Bundesregierung）、 連

邦 大 臣（Bundesminister） ま た は 州 政 府

（Landesregierung）が法律によって授権さ

れた場合にのみ発出することができる。】に

よって制定される。連邦税法分野の法規命

令 に つ い て は、 連 邦 政 府 ま た は 財 務 大 臣

（Bundesfinanzminister）が発出する。

11 ��ドイツの租税立法過程をするのには、例えば、AO（租税基本法）の一部改正については、谷口勢津夫「ドイツに

おける租税回避の一般的否認規定の最近の展開」税大論叢40周年記念論文集（2008年）が参考になるのではないか。
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しかし、EUは、直接税（direct tax）のみならず、

所得課税についても、多くの指令を発出している。

（１）直接税関連EU指令

　近年、EU は、直接税関連の指令を次々と採

択している。この背景には、OECD のベップス

（BEPS=Base Erosion and Profit Shifting ／税

源浸食と利益移転）プロジェクトの強いプッシュ

もある。EU が採択した法人の租税回避防止関連

指令（ATDA）や関連の指令を例示的にリストに

すると、次のとおりである。

（２）�EUのルーリング情報開示指令と行政立法・
解釈の透明性確保

❶・❷・❹は、EUの租税回避防止関連指令（ATDA

１・２・３）である。❺は OECD の BEPS（税

源浸食と利益移転）と関連の深い指令である。❸

は、通称で「ルーリングに関する自動的情報交換

指令」（以下「ルーリング自動情報交換指令」）と

呼ばれる。少し説明を加える。

　EU では、域内での公正な市場競争を確保する

ためのさまざまな対応をしている。欧州委員会の

事前承認なしに、域内の一定の企業に対して、「国

家補助」を行うことを禁じるのも、そうした対応

の１つである。ここでいう「国家補助」には、補

助金の供与や税負担の軽減などの形での補助（税

制上の支援措置・租税歳出）も含む。こうした国

家補助は、欧州委員会の監視対象となる。加えて、

「国家補助」には、加盟各国がルーリング（ruling）

などの形で一定の企業納税者に供与する補助措置

も含まれる。

　加盟各国の税務当局は、アドバンスルーリング

（事前確認）、通達（circular）などの形で、特定

企業納税者の税負担の軽減につながるような税法

の適用・解釈を示すことが多々ある。自国内への

企業誘致や自国内企業の他国への移転防止などが

狙いである。しかし、加盟各国が自由自在にルー

リングを出すことを放置できない。なぜならば、

域内での公正な市場競争の確保への負のインパク

トになるからである。

　そこで、2011 年に、EU理事会は、「ルーリング

自動情報交換指令」の採択に踏み切った。特定納税

者への有利なルーリングの発出をけん制することが

狙いである。この指令により、透明性の確保、公平

な課税取扱いなどEUの租税法律主義（tax legality 

principle）を強固にするのが目的である 12。

第３部　�EU の一員としてのドイツ租税理論
の所在　

　～ドイツ租税法律主議論の見える化も射程に

　ドイツは　久しく、賦課課税方式（StEUerfest-　

setzung ／ official tax assessment）を採用して

きた。しかし、租税基本法（AO）は、付加課税方

式に加え、申告納税方式（StEUeranmeldungen

／ self-assessed tax return）も併用している。

❶�租税回避対策のルールを規定する 2016 年 7 月

12 日付理事会指令 2016 ／ 1164（租税回避対

策指令）（Council Directive （EU） 2016/1164 

of 12 July 2016 laying down  rules against 

tax avoidance practices that directly affect 

the functioning of the internal market）

❷�第三国とのハイブリッド・ミスマッチに関して指

令 2016 ／ 1164 を改正する 2017 年 5 月 29 日

付理事会指令 2017 ／ 952（Council Directive 

（EU） 2017/952 of 29 May 2017 amending 

Directive （EU） 2016/1164 as regards hybrid 

mismatches with third countries）

❸�強制的な課税分野の情報の自動交換に関する

2016 年 5 月 25 日付理事会指令 2016 ／ 881

（Council Directive （EU） 2016/881 of 25 

May 2016 amending Directive 2011/16/EU 

as regards mandatory automatic exchange 

of information in the field of taxation）

【2011 ／ 16 ／ EU 指令、改正版の 2014 ／

107 ／ EU 指令に続くもの】

❹�ペーパーカンパニーを利用した租税回避を防

止する指令 2021 年 12 月 22 日付理事会指

令 案 2011（Proposal for Council Directive 

laying down rule to prevent the misuse of 

shell entities for tax purposes and amending 

Directive 2011 ／ 16 ／ EU （EUR-Lex - 

52021PC0565 - EN - EUR-Lex）

❺ �EU 域内の多国籍企業と大企業に対する世

界 共 通 の 最 低 法 人 税 率 に 関 す る 2022 年

12 月 14 日 付 理 事 会 指 令 2022 ／ 2523

（Council Directive （EU） 2022 ／ 2523 

of 14 December 2022 on ensuring a 

global minimum level of taxation for 

multinational enterprise groups and large-

scale domestic groups in thEUnion）

【表 19】 近年の直接税に関する EU 指令の例【表 19】 近年の直接税に関する EU 指令の例

12 ��邦文の資料として、加藤浩「EU における税の透明性の確保～ルーリングに関する自動的情報交換」レファレンス

2015 年 11 月号（国立国会図書館）。



すでにふれたところである。

　こうした仕組みのもと、例えば、法人税につい

ては、賦課課税方式の下で納税申告をする。一方、

個人所得税や付加価値税（VAT）については、申

告納税制度のもと納税申告をする。給与所得者に

ついては、源泉課税で納税が終了し、確定申告が

不要の場合もある。

　税務当局（Finanzbehorde）は、納税者が提

出した申告書を受理し、課税庁が税額査定を行っ

たうえで、納税者に税額査定書（StEUerbescheis

／ tax notice）を通知（交付）する（AO169 条

１項１号）。納税者が、税額査定書の内容に納得

しないとする。この場合には、争訟で対抗するこ

とになる。税務当局に異議申立てをするか、異議

申立てをしないで、直に財政裁判所に対して、税

務当局の通知処分の取消を求めて訴訟を起こすこ

とになる。財政裁判所の判断に納得しない場合に

は、納税者は、さらに、連邦財政裁判所に控訴す

ることになる。また、納税者が、憲法問題を争い

たいときには、連邦憲法裁判所に訴えを起こすこ

とになる。納税者の訴えが、複数の EU 加盟国間

に関係することで EU 法と絡む場合には、財政裁

判所または連邦財政裁判所は、欧州裁判所（ECJ）

は、先決判断（先行判決）を求めることができる。

10　連邦憲法裁判所による租税法違憲判決

　今日、租税立法や租税法の適用解釈においては、

ドイツ基本法（連邦憲法／ボン基本法）の人権条

項、とりわけ3 条 1 項［すべての者は法の前に平

等である］（一般的な平等原則）に基づき、課税

の公平原則（equality principle of taxation ／

Gleichmäßigkeit der BestEUerung）に傾斜す

る形で展開する国の１つである。この点について

は何度もふれた。

　連邦憲法裁判所（BVerfG）は、租税事案の裁

判において、課税は財産権の侵害であるという基本

的スタンスを維持しているように見える。そのうえ

で、立法面のみならず、税法の適用面でも、一般的

な平等原則を大事にする形で判断を下している。と

りわけ、所得課税事例などでは、人権、さらには応

能負担を重視する判断をくだしている 13。ドイツ

基本法 20 条１項が「民主的かつ社会的な連邦国

家である。」と規定する。このことからわかるよ

うに、ドイツは、いわゆる「社民民主主義」を標

榜する国家である。

　一般に、租税法律主義（tax legality principle

／ der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
BestEUerung）の下では、納税者が、法の枠内で

できるだけ少ない税を払うのは、納税者の権利、と

される。1990 年に OECD が公表した「納税者の

権利と義務」に盛られた納税者憲章案でも、「正し

い額を超えて税を支払わない権利（Right to Pay 

no More than the Correct Amount of Tax）を

うたっている 14。

　一般に、税負担を軽減するために用いる手段、

あるいは言葉は大きく、次の 3 つに分けて点検さ

れる。すなわち、「節税（StEUergestaltung ／

tax mitigation）」、「租税回避（StEUerumgehung

／ tax avoidance）、「租税逋脱／脱税（StEUer- 

hinterziehung ／ tax evasion）」である。

　連邦憲法裁判所（BVerfG）は、基本的に「課

税は必要不可欠」とのスタンスを維持する。

BVerfG は、初期の判例では、税金を軽くする

（節税／ StEUergestaltung）のは納税者の権利

であるとのスタンスであった 15。つまり、「節税

（StEUergestaltung）」は処罰されることではな

いし、違法でもない。納税者の自由権の範囲内で

あると判断する。

　これに対して、連邦財政裁判所（BFH）は、「節

税」とは異なり、「租税回避（StEUerumgehung）」

は、事例によっては「濫用（Missbrauch）」に

あたると判断する 16。仮装などに基づく租税回避

は違法とする。一方、「租税逋脱／脱税（StEUer- 

hinterziehung）」は違法であるとする。とはい

うものの、AO42 条の租税回避否認規定の拡大適

用には概して消極的である。

　司法の対応に業を煮やした立法府は、AO42 条

の改正で租税回避否認対策強化を狙う。しかし、

税理士会などの反対も強く、法改正は遅々として

進まない。

　連邦憲法裁判所（BVerfG）は、租税回避は、

課税上の「必要不可欠性」の条件を満たさないと

見る。このことから、租税回避行為の防止は、憲
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13 ��BVerfG June.27,1991,84 BVerfGE 239（272）（F.R.G.）; BVerfG Mar.9,2004,110 BVerfGE 94 （112,113）（F.R.G.）.
14 ��OECD,Taxpayers’rights and obligations–A survey of the legal situation in OECD countries,（1990, OECD）.
15 ��BVerfG Apr.14,1959,9 BVerfGE 237（250） （F.R.G.）.
16 ��BFH Feb.1,1983,138. 
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法上も是認されるとする 17。いわゆる一般的租税

回避行為否認規定（GAAR）ともいえる AO42

条［法の形式可能性の濫用（Missbrauch von 

rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten）］ の

存在を法認する 18。

　BVerfG は、租税回避（StEUerumgehung）

への対応は、憲法上、立法府と税務当局の責任で

あるとする。この BVerfG の判断から、租税回避

防止ルールは、原則として応能負担原則から導け

るものであり、いかなる特別の正当化理由はいら

ない、と解されている。以上の点については、す

でにプロローグでふれたところでもある。今回の

報告では、各種ドイツ国内税法に関する連邦憲法

裁判所の違憲判断の分析は射程外である。

　ひとこと付け加えておくと、連邦憲法裁判所

（BVerfG）は、かつては基本法（GG）に盛られ

た自由権（2 条）を典拠に判断をくだしていた。

しかし、その後、基本法（GG）3 条の平等原則

の典拠に判断をくだす方向にある。

　税法分野における憲法適合性審査は、「具体的規

範統制（BVerfGG100 条 1 項など）」か、「憲法訴

願［憲法異議］（GG93 条 1 項 4a 号、BVerfGG13

条 8a 号など）」かのいずれかによることになる。

これは、すでにふれたところである。

　代表的な判例をいくつかあげると、次のとおり

である。

17 ��BVerfG Jan.24,1962,13 BVerfGE 290 （316）（F.R.G.）; BVerfG Jan.24,1962,13 BVerfGE 331（344-345）（F.R.G.）.
18 ��BVerfG Jan.24,1962,13 BVerfGE 290（315）（F.R.G.）.
19 ��Case C-446/03,Marks and Spencer v.David Halsey,2005 E.C.R.1-10837.
20 ��See,Wolfgang Schön,Gestaltungsmi β brauch im europäischen Steuerrecht,5 Internationales Steuerrecht
［IStR］,Supplement 2,at 1-16（1996）（F.R.G.）; Joachim Englisch,Rechtsmissbrauch im Gemeinschaftsrecht,86 

Steuer und Wirtschaft［StuW］3,3-22（2009）（F.R.G.）.

・�所得税法上の強制的な夫婦合算課税違憲判決：

基本法（GG）6 条 1 項［婚姻と家族の保護］が、

基本法（GG）3 条 1 項［平等原則］のもと、課

税単位のあり方、とりわけ夫婦の資産所得に対す

る合算課税を違憲とする判決 ［BVerGE 6m 55 

（Jan,17,1957）］

・�引き上げた税率の遡及適用違憲判決［BVerGE 

13, 261, 271（Dec.19,1961,2d Senate）, 

BVerfGE 13,274 （Dec.19,1961,2d Senate）; 

BVerfGE 13,279 （Dec.19,1961,2d Senate）］

・�すべての資産に対する同様の評価基準を適用

しないことに対する違憲判断［富裕税関係：

BVerfGE 93,121（Jun.22,1995,2d Senate）、

相続税関係：BVerfGE 93,165（Jun.22,1995, 

2d Senate）］

・�同性の生活パートナーに対する税法上の配偶者

優遇制度不適用違憲判決［配偶者間対する相続・

贈与税優遇措置関係：BVerGE 126,400（July 

21, 2010）、配偶者間の土地譲渡にかかる土地

取得税の非課税措置関係：BVerfG Beschluss 

vom 18 Juli 2012、所得税の夫婦合算課税不適

用関係：BVerfG Beschluss vom 7 Mai 2013］

【表 20】 連邦憲法裁判所の税法違憲判断【表 20】 連邦憲法裁判所の税法違憲判断

　　

・�EU でも、欧州税法のもとでも「租税回避（tax 

avoidance）」問題は重視されてきた。とりわけ、

国越えの租税回避行為がしばしば問われてきた。

・�EU 法は、法の一般原理として，「法の濫用（abuse 

of law）」という考え方を認める。EU では、租税

回避行為の否認にあたっては、従来からこの考え

方が使われてきた。

・�EU 司法界では、租税回避行為防止は EU 領域内

で認められる基本的自由権の１つを侵害するので

ないかとも見られてきた。欧州司法裁判所（ECJ）

の先例も、租税回避行為の防止の必要性が、基本

的自由権の制限を正当化できる公益上の理由がま

さる場合に限り認められるとのスタンスを取る 19。

しかし、租税回避の防止は、「行為の濫用」を防止

する範囲に限定されるとする 20。

《同じ租税回避でも、直接税と間接税では EU 司法《同じ租税回避でも、直接税と間接税では EU 司法

の判断は異なるのか》の判断は異なるのか》

・�濫用的租税回避（aggressive tax avoidance）

にストップをかけるには一般的租税回避行為否認

規 定（GAAR=General Anti-Avoidance（or 

Abuse）Rule）が必要だとする意見もある。（わ

が国でも、とりわけ税府系税法研究者などから声

高に主張される。）

・�EU において、GAAR の導入・適用は従来、直接

税領域において検討されてきた。そのため、そも

そも GAAR が付加価値税（VAT）の領域でも適

用されうるのかは未踏の課題であった。EU 加盟

各国の租税審判所や租税裁判所は、この課題への

対処にあたっては、しばしば欧州司法裁判所（ECJ）

に対し先決判断（先行判決）の申立て、照会をし

てきた。しかし ECJ は、付加価値税第 6 次指令

EU 理事会、ECJ の租税回避行為否認ルールへの認識のズレEU 理事会、ECJ の租税回避行為否認ルールへの認識のズレコ ラ ム ②  
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の個別条文の適用・解釈でその照会に応じた。こ

のため、GAAR が間接税領域にも有効に機能する

かについては、いまだはっきりした見解を示して

いない。

・�この点については、イギリスで起きたハリファッ

クス（Halifax and others）事件での ECJ の先

決判断（先行判決）がある［ECJ case C-255

／ 02、Feb. 21,2006］showPdf.jsf （EUropa.

EU）］。参考になるのではないか。

・�この事案は，仕入税額控除が認められない非課税

対象者が、租税利益を得ることを狙い仕入税額控

除が認められる子会社との間でアレンジされた国

内取引に関するものである。イギリスの付加価値

税審判所（当時）は、本件において付加価値税を

回避する目的のみで行われた取引は「法の濫用」

にあたると判断した。このことから、付加価値税

の課税上，その取引は否認されるべきであるとい

う税務当局側の主張を認めた。同審判所とイギリ

ス高等裁判所から，付加価値税の領域においても

「法の濫用」原則が適用できるかどうか、欧州司法

裁判所（ECJ）への先決判断（先行判決）の申立て、

照会がなされた。裁判所（ECJ は，先決判断（回答）

のなかで、租税法律主義（tax legality principle）

の視点から租税法規に関する法的安定性と予測可能

性の重要性を説くとともに、取引を行う納税者が租

税負担を限定するように取引形態を自由に選択する

ことができる旨を明確にした。しかし 裁判所（ECJ）

は，仕入税額控除の対象となる取引が「濫用的な

行為」を構成する場合には，事業者は、課税対象

者による仕入税額控除を行う権利は排除されると

解されなければならない、との判断を示した 21。

・�EU 司法は、租税回避行為防止ルールの適用は、「健

全な取引目的がない」とするなどアバウト（概括的）

な言葉を使って、限定された事案に限定するスタ

ンスを維持している。裁判所（ECJ）は、アグレッ

シブな租税回避について、ドイツの法制（AO42

条 2 項）とは異なり、その立証責任を納税者側に

負わせるとはいっていない。

・�EU の税界は、「課税は人権問題である」という基

本的なスタンスを共有する。また、税法分野では、

租税法律主義の下、税務当局の裁量権行使は厳し

く制限される。となると、「疑わしきは、政府の利

益ではなく、納税者の利益に解されないといけな

い（Any ambiguity in the tax statutes must be 

interpreted in favor of the taxpayer, all doubts 

about a tax statute will be construed against 

the government and in favor of the taxpayer）」。

《EU の執行府・立法府と EU 司法（ECJ）との間の《EU の執行府・立法府と EU 司法（ECJ）との間の

認識のズレ》認識のズレ》

・�EU の法律（指令や規則）の制定は、欧州委員会

（EUropean Commission）が法案をつくり、EU

理事会（EU Council）と欧州議会（EP）が共同

で採択する仕組みである。

・�EU において、租税回避行為防止ルールの必要性

については、EU 理事会と欧州司法裁判所（ECJ）

との間では温度差がある。

・�欧州委員会は、国境越え（cross-border）租税回

避行為防止ルールの整備に積極的である。OECD

の ベ ッ プ ス（BEPS=Base Erosion and Profit 

Shifting ／税源浸食と利益移転）プロジェクトか

らの強い圧力を感じているからである。

・�一方、EU 司法（ECJ）は、租税法律主義のルー

ルを重視しようとする。租税回避行為への不文の

「法の濫用（abuse of law）」論の積極的な適用、

拡大解釈には慎重である。

《租税回避防止 EU 指令（ATAD）で新常態（new 《租税回避防止 EU 指令（ATAD）で新常態（new 

normal）を目指す》normal）を目指す》

・�EU では、濫用的なタックス・プランニング

（aggressive tax planning）が大流行りである。

欧州委員会は、濫用的な租税回避が EU 域内市場

での正常な活動や運営を損うのではないかと心配

する。ところが、EU 司法（ECJ）に法の適用・

解釈による対応、包囲網つくりは期待薄である。

となれば、立法による対応を探るより道はない。

・�EU 法制定の手綱を握る欧州委員会は、決断し

た。 租 税 回 避 防 止 EU 指 令（ATAD=Anti-tax 

Abidance Directive）で、新常態（ニューノーマ

ル／ new normal）目指すことにしたのである。

租税回避防止 EU 指令（ATAD）は、大きく繰ると、

（１）TAD １、（２）ATAD2、（３）ATAD3 の

３つからなる。

　（１）ATAD １：租税回避対策パッケージ指令（１）ATAD １：租税回避対策パッケージ指令

　・�EU は、OECD などとも歩調を合わせ、EU 独自

の租税回避防止策をまとめた。そして、2016

年 7 月、欧州理事会指令 2016 ／ 1164（租

税回避対策指令、指令2017／952により改正）

を採択した（ATAD （Directive （EU） 2016 ／

1164）（以下「ATAD １指令」）。ATAD １指

令は、「租税回避対策パッケージ」の柱。

　・�ATAD １指令、第 2 章［租税回避対策］に盛

られたルールは、次のとおり。

21 ��ハリファックス他事件を含め、詳しくは、石村耕治「EU 付加価値税における事業者の仕入税額控除権の分析～ EU

の租税法律主義の〝見える化〟も射程に」租税理論研究叢書 35（2025 年、財経詳報社）。

　

■ ATAD １：租税回避対策パッケージ指令の概要■ ATAD １：租税回避対策パッケージ指令の概要

①�利子制限ルール［ATAD1 ／ 4 条］（Interest ①�利子制限ルール［ATAD1 ／ 4 条］（Interest 

limitation rule）limitation rule）

控除対象となる利子の上限を定める利子制限ルール

②出国ル－ル［ATAD1 ／ 5 条］（Exit taxation ②出国ル－ル［ATAD1 ／ 5 条］（Exit taxation 

rule）rule）

知的財産権のような財産の域外への移動に対して課

税する出国課税ルール

③一般的濫用防止ル－ル［ATAD ／ 6 条］　③一般的濫用防止ル－ル［ATAD ／ 6 条］　

　（GAAR=General anti-abuse rule）　（GAAR=General anti-abuse rule）



57国民税制研究　№ 11（2025） 

【論説】　ドイツの租税法律主義論の今日的展開

　　

　・�加盟国は、ATAD １指令に沿って国内法を制定

しないといけない。パッケージに盛られたほと

んどの防止につき、国内法制定期限は原則とし

て 2019 年 1 月 1 日である。ただし、②出国

税ルール［ATAD １／ 5 条］（Exit taxation 

rule）は 2020 年 1 月 1 日、利子制限ルール

［ATAD1／4条］（Interest limitation rule）は、

2024 年 1 月 1 日まで延期できる。

　（２）ATAD2：ハイブリッド・ミスマッチ指令　（２）ATAD2：ハイブリッド・ミスマッチ指令

　・�EU は、2017 年 5 月、ハイブリッド・ミスマッ

チ指令を採択した。この指令は、一般に「ATAD2

指令」［Council Directive （EU） 2017 ／ 952 

（ATAD2）］と呼ばれる（Council Directive （EU） 

2017 ／ 952 of 29 May 2017 amending 

Directive （EU） 2016 ／ 1164 as regards 

hybrid mismatches with third countries ）。

　

　

　・�ATAD2 指令は、ATAD １指令 9 条に盛られ

た「ハイブリッドミスマッチ・ルール」（「ATAD 

Implementation Article 9a Reverse Hybrid 

Mismatches」）を深化させたもの。OECD の

PEPS プロジェクトの一環として 2015 年 10

月に行動計画 2 の「ハイブリッド・ミスマッチ

の効果の無効化」最終報告書に沿い、EU が採

択した指令。

　・�加盟国は、ATAD2 指令に沿って国内法を制定

しないといけない。国内法制定期限は 2020 年

1 月 1 日。国内法規則の制定期限は 2022 年

1 月 1 日 

　（３）�ATAD3：シェル・エンティティ利用租税回　（３）�ATAD3：シェル・エンティティ利用租税回

避防止指令案避防止指令案

　・�EU は、2021 年 12 月に、シェル・エンティ

ティ（shell entity ／抜け殻企業）、いわゆる

「ペーパーカンパニー」を利用した租税回避を

防止する指令 2021 年 12 月 22 日付理事会指

令案 2011（Proposal for Council Directive 

laying down rule to prevent the misuse 

of shell entities for tax purposes and 

amending Directive 2011/16/EU （EUR-

Lex - 52021PC0565 - EN - EUR-Lex）を

公表した。通称では、「ATAD3」または「Unshell 

Directive」ともいう。

　・�加盟国は、ATAD3 指令に沿って国内法を制定

しないといけない。国内法制定期限は 2023

年 1 月 1 日の予定［未確認］。ATAD3 案は最

終合意に至っていない。2025 年 6 月末現在、

EU 理事会は協議を続けている 23。

　

濫用的租税回避（aggressive tax planning）に対

して他の適用するル－ルがない場合に対応するため

のル－ル

④�被支配外国法人（CFC）ル－ル［ATAD ／ 7 条・④�被支配外国法人（CFC）ル－ル［ATAD ／ 7 条・

8 条］（CFC=Controlled foreign company）8 条］（CFC=Controlled foreign company）

低税率国に移転した利益に課税する外国子会社

（CFC）ル－ル

⑤�ハイブリッドミスマッチ・ル－ル［ATAD ／ 9 条］⑤�ハイブリッドミスマッチ・ル－ル［ATAD ／ 9 条］

（Hybrid mismatch rule）（Hybrid mismatch rule）

異なる税務管轄での法令の差異に基づく二重非課税

などの効果（ハイブリッド・ミスマッチ）の解消策

22 ��See,KPMG Meijburg & Co Tax Lawyers,EU Anti-Tax Avoidance Directive2: hybrid mismatches with third 

countries (Feb.2017).
23 ��See,News,Update on the Unshell Directive: ECOFIN Confirms Abandonment of ATAD 3 Proposal（27 June 

2025）（BDO Audit and BDO Tax & Accounting,Luxembourg）.

　

【目的】
　企業納税者が、金融商品や事業体に対する EU 加

盟国での税務上の取扱いの差異（ハイブリッド・ミ

スマッチ）を利用した税負担の軽減に対処するため、

ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果

を無効化または否認するル－ルを定め、租税回避規

制の穴を塞ぐこと。

【適用範囲】
　租税回避行為に対する課税を、プライベートエク

イティ（PE）、ハイブリット譲渡（transfer）、輸

入ミスマッチ（imported mismatches）、リバ－ス

ハイブリット事業体を活用したスキ－ム（reverse 

hybrid mismatch）、恒久的施設（PE）ミスマッチ、

税務上の居住地ミスマッチなどにも拡大する。

■ ATAD2：ハイブリッド・ミスマッチ指令の概要■ ATAD2：ハイブリッド・ミスマッチ指令の概要

　

・�指令案では、加盟国の税務当局は、報告基準［受

動的収入・加盟国越え取引・管理経営基準のいづ

れか 1 つ］を満たす企業に対し、法人所得申告書

提出の際に実体報告［証明書類の提出など］を求

める。

・�実体報告を精査した結果、税務当局に最低限の実

体（minimum substance）がないと推定された

とする。この場合には、反証の機会は与えられる。

・�しかし反証が不十分なとき、または反証を行わな

いとする。この場合には、最低限の実体がないと

判定される。

・�加盟国の税務当局は、該当する企業をシェル・エ

ンティティ［ペ－パ－カンパ二－］と認定する。

・�シェル・エンティティには、（配当源泉税を免除

する）親子会社間配当 EU 指令、（利息・使用料

源泉税を免除する）関連会社間利息／使用料 EU

指令や租税条約の適用等の優遇措置を認めない。

・�加盟国の税務当局は、該当する企業に居住者証明

書を発行しない。または EU 指令や租税条約の適

用による恩恵を享受する資格がないことを明らか

にしたうえで居住者証明書を発行する。

■ �ATAD3：シェル・エンティティ利用租税回避防止■ �ATAD3：シェル・エンティティ利用租税回避防止
指令案の概要指令案の概要



１1　�欧州司法裁判所（ECJ）先決判断（先
行判決）と直接税務訴訟

　納税者の訴えが、複数の EU 加盟国間に関係す

ることで EU 法と絡む場合には、財政裁判所また

は連邦財政裁判所は、欧州司法裁判所（ECJ）は、

先決判断（先行判決／ preliminary rulings）を

求めることができる。しかも、ECJ の先決判断は、

加盟国の国内裁判所（国内審判所）の判断に優先

する。

　EU 指令でがんじが

らめになっている付加

価値税（VAT）はもち

ろんのことだが、EU

指令で縛られない法人

税や所得税などの直接

税にかかるドイツの国

内税法、それに基づく

課税処分も、複数の EU 加盟国間に関係すること

で EU 法がからめば、欧州司法裁判所（ECJ）の

先決判断（先行判決）を仰がなければ、ドイツの

財政裁判所は、何も決められない。

　この EU 司法追従の仕組みは、ドイツが EU

の一員となった証でもある。自国ファーストで、

EU 法や ECJ の判断を優先させるのがイヤなら

ば、「Brexit」のように〝EU 離脱〟の選択より道

はない。

　いまや、ドイツ税法の研究と、EU 税法の研究

は、一枚のコインの表裏のような（as two sides 

of the same coin）関係にある。欧州司法裁判

所（ECJ）の先決判断（先行判決）を核とする

EU税法を捨象しては、道は進めない。

　EU は、EU 条約（TEU）ないし EU 運営［機

能］条約（TFEU）の規定や欧州司法裁判所（ECJ）

の先決判断（preliminary rulings）の蓄積（先例）

で、さまざまな経済的自由権を法認してきた。ド

イツ基本法（GG）に盛られた自由権とは一味違

うものもある。

　EU は、欧州司法裁判所（ECJ）を介して、こ

うした自由権を根拠に、加盟国間の課税権を制限

（調整）している。これら EU の経済的自由権で、

ドイツや他の加盟国の国民・納税者が保護される

事案は、税法・課税に関連するものも少なくない。

（１）�加盟国ドイツがECJに求めた先決判断（先

行判決）事例

　以下に、ドイツ財政裁判所と欧州裁判所（ECJ）

先決判断（先行判決）がどうリンクするのか。以

下に、間接税と直接税に関する事例を１つずつ紹

介する 26。
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24 ��See,Dennis Weber,Tax Avoidance and the EC Treaty Freedoms 166-235（2005,Kluwer Law International）.
25 ��See,Rita Szudoczky,〝The relationship between primary,secondary and national law,〟 In Panayi et al （eds）, 

Research Handbook on European Union Taxation Law（2020, Edward Elgar Publishing） at 93–118.
26 ��Denis Weber,〝Abuse of Law in European Tax Law: An Overview and Some Recent Trends in the Direct and 

Indirect Tax Case Law of the ECJ-part 1,〟European Taxation 53:251 264（2013）.

　　

　　＊　　　　　　　　＊　　　　　　　　＊

・�租税回避行為防止ルールのあり方は、ドイツ一国

のみならず、EU 加盟国全体の経済的自由権に大

きなインパクトを及ぼす課題である 24。EU 税法

の優越性、EU 税法ファーストの流れは強まる一

方である 25。

・�EU の欧州委員会の役人は〝規制大好き〟である。

「規制緩和は自分らの仕事つくりの大敵！」のスタ

ンスである。次から次へと新たな規制打ち出す欧

州委員会の姿勢に EU 企業の税務コンプライアン

スコストは上昇する一方である。

（Public use）（Public use）

■�欧州司法裁判所（ECJ ／
CJEU）ルクセンブルグ

・国籍に基づく差別禁止（TFEU18 条）

・労働者の移動の自由（TFEU45 条）

・�開業の自由（Right of Establishment）」（TFEU 

45 条）

・資本の移動の自由（TFEU26 条 2 項）

・サービス供給の自由（TFEU66 条）

・その他

【表 21】 EU が保障する経済的自由権とは【表 21】 EU が保障する経済的自由権とは

■ド�イツ VAT インボイスへの記載不備を理由と

する仕入税額控除否認はクロ（違法）とする

ECJ の先決判断（間接税）

ドイツ／セナテックス（Senatex）事件【Senatex 

GmbH v Finanzamt Hannover-Nord :C 

518 ／ 14　ECJ 2016 年 9 月 15 日先決判断】
≪本件での争点と当事者の主張≫≪本件での争点と当事者の主張≫

【事実の概要】 本件において、ドイツで衣料品の

卸売業をしている有限会社であるセナテックス社

（S 社 ）（Senatex　GmbH） が、2008 年 ～ 11

年分の VAT の確定申告で、販売代理店と広告デ

【表 22】　ドイツ関連 ECJ の主な先決判断例【表 22】　ドイツ関連 ECJ の主な先決判断例
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ザイナーに支払った手数料にかかった VAT を仕

入税額控除した。その後、所轄の税務署が S 社に

対する税務調査を行った。その結果、S 社の申告

書の附表に販売代理人や広告デザイナーの VAT

登録番号（ID）が記載されていないことを理由に、

その分の仕入税額控除を否認した。その後、S 社

は、2013年7月に、広告デザイナーのIDがわかっ

たとして、該当する年度分のインボイスを訂正し

た。しかし、税務署は、仕入税額控除が認められ

るのは 2013 年度分以降の分であり、それより前

の調査対象年度分の控除は認めないとした。そこ

で、S 社は処分の取消しを求めて異議申立てをし

た。しかし所轄税務署は申立てを認めなかった。

そこで、S 社は、仕入税額控除拒否処分を争って、

財政裁判所へ提訴した。財政裁判所は、2006 年

改正 VAT 指令 167 条・178 条 a 項・179 条・

226 条 3 号上の争点について、欧州司法裁判所

（ECJ）に付託し先決判断を求めた。

【争点】事業者 ID のないインボイス（記載内容の

不備）でも仕入税額控除権を行使できるか。

【事業者の主張】EU の 2006 年改正 VAT 指令に

よれば仕入税額控除権を行使できる。

【税務署の主張】ドイツ国内税法では仕入税額控

除権を行使できない。【なぜならば、国内税法で

ある UStG 15 条 l 項 1 号は、 「事業者は、他の事

業者に物品やサービスを提供した場合に課される

VAT については、仕入税額控除をすることがで

きる。」と規定する。しかし、VAT の仕入税額控

除権は、本法 14 条および 14 条の a に規定する

インボイスを保存する場合に認められる。この場

合に適格インボイスとは、UStG 14 条 4 項 1 号

～ 9 号に列挙するすべての項目を記載していない

といけない。連邦財政裁判所の裁判例では、「仕

入税額控除権は、UStG 15 条 l 項の最初に規定

するすべての実体的要件を充たす課税期間に限り

行使できる。」とする。】

【欧州裁判所の先決判断】2006 年改正 VAT 指令

によれば、事業者 ID なしでも控除できる。なぜ

ならば、2006 年改正 VAT 指令 167 条・178

条 a 項・179 条・226 条 3 号の規定は、VAT 登

録番号（ID）の記載がなかった場合、それらを修

正した場合でも、仕入 VAT 税額控除権の効力は

修正した年度に限り、インボイスを発行した年度

に遡らないとする国内法を排除する形で解釈され

ないといけない。

■�ドイツの過小資本税制はクロ（違法）の先決判

断（直接税）

●ドイツ／ランクホルスト‐ホーロルスト社事

件【Lankhorst-Hohorst GmbH v Finanzamt 

Steinfurt（Case C-324 ／ 00）　ECJ 2002 年

12 月 12 日先決判断】
《本件での争点と当事者の主張》《本件での争点と当事者の主張》

【事実の概要】　

・�ドイツ国内で設立登記されたランクホルスト‐

ホーロルスト社（LHG 社）は、スポーツ雑貨を

販売する有限会社である。

・�LHG 社は、オランダで私的有限会社（HV）と

して設立登記されたランクホルスト‐ホーロル

スト社（LHBV 社）の１人株主である。LHBV

社は、オランダで私的有限会社（HV）として

設立登記されたランクホルスト・タセラール社

（Lankhorst Taselaar BV ／ LTBV 社）の１人

株主である。

・�1996 年 12 月に、ドイツの LHG 社は、オラン

ダの LTBV 社との間で、1988 年 10 月 1 日か

ら 30 万マルクを年 4.5％の利率で 10 年間ロー

ンする契約を締結した。当該ローンは、出資に

替えるものである旨の確認が当事者間でなされ

ていた。ローン契約により、LHG 社は、銀行か

らローンをする場合の利子の支払をする必要が

なくなった。その一方で、LHG 社は、オランダ

のLTBV社への利子の支払をしないといけない。　

・�このローン契約に基づくオランダの LTBV 社へ

の利子支払の結果、LHG 社は赤字になってし

まった。

・�LHG 社 所 管 の シ ュ タ イ ン フ ル ト 税 務 署

（Finanzamt Steinfurt）は、LHG 社の赤字申

告を是認しなかった。

・�第三者である銀行からのローン、つまり、独

立当事者間における利率に比べ、LHG 社と

LHBV 社（関連企業）間利子支払いは適正では

ないというのが否認理由である。

・�シュタインフルト税務署は、LHG 社に対し

て、法人税法（KStG）8a 条［過少資本税制

／ Gesellschafter Fremdfinanzierung, § 8a 

KStG（alte Fassung）］の規定を適用した。す

なわち、支払利子ではなく 30％の税率で源泉

課税の対象となる配当であるとみなし、LHG 社

に税額査定通知書を交付した。（ちなみに、当時、

KStG8a 条［過少資本税制］の規定は、ドイツ

国外にある関連会社との間での資本調達にのみ

適用された。］

・�LHG 社はこの通知処分を不服として、シュタ

インフルト税務署に異議申立てをした。しかし、

この異議申立ては却下された。

・�LHG 社は、これを不服として、ミュンスター

財政裁判所（Finanzgericht Münster）に提訴

した。ミュンスター財政裁判所は、本件の争点

は越境取引／ EU 法が関連していると判断した。

そこで、欧州司法裁判所（ECJ）に先決判断（先

行判決）を求めて付託した。

【納税者（LHG 社）側の主張】

・�原告納税者（HLG 社）は、この関連会社間ロー

ン契約は、HLG 社を支援するのが目的で、被告

（税務署）がいうような配当の支払にはあたらな

い。なぜならば、原告が第三者である銀行から

ローン（借入）を行えば、現在のローン契約に



　この ECJ 判決を受けて，ドイツの過少資本税

制は改正された。2004 年１月１日以降は、国内

の親会社への支払利子にも適用するようになっ

た。しかし、この改正後も EU 法とぶつかるので

はないかと批判にさらされた。

　2008 年には、過少資本税制に代えて、利子控

除制限（Zinsschranke）規定が導入された。旧過

少資本税制とアメリカの制度がモデルとしたもの

である。利子控除制限は、所得税法（EStG）でそ

の詳細を規定する（EStG ４条）。そして、法人税

法（KStG）ではそれを準用する形をとる（KStG8a

条）。過少資本税制ではその適用を物的会社に限定

していた。しかし利子控除制限（Zinsschrake）

規定では、人的会社にも適用される。

　ちなみに、OECD のベップス（BEPS ／税源

浸食と利益移転）プロジェクト「行動４：利子控

除制限」では，過大支払利子の損金算入を制限す

るルールを明らかにした。また、EU の欧州委員

会は、OECD などとも歩調を合わせ、EU 独自の

租税回避防止策をまとめた。そして、2016 年 6

月に 租税回避対策パッケージ指令（ATAD 指令）

を採択した 。その中で利子制限［控除対象となる

利子の上限を定める利子制限］ルール（4 条）を

設け、EU 加盟国にその国内法化を義務付けた。

これらの利子控除制限規定は，ドイツ利子控除制

限（Zinsschranke）に近い内容である 。

（２）�加盟国ドイツを被告する EU による ECJ
での直接税務訴訟事例

　欧州委員会（EUropean Commission）が、

EU 加盟国が、EU 法（基本条約や派生する条約

など）に抵触していると考えたとする。この場

合、欧州委員会は、問題の加盟国に対しその是正

を求めて、欧州司法裁判所（ECJ）に訴訟を提起

することができる。加盟国相手の直接訴訟（direct 

suit）である。

　加盟国ドイツを被告する EU による直接税務訴

訟は、先決判断（先行判決）に比べると、事例は

少ない。今回の報告では、比較的わかりやすい「欧

州委員会　対　ドイツ共和国」事件（EUropean 

Commission v. Federal Republic of Germany, 

Case C-284 ／ 09, EU Court of Justice, 20, 

October, 2011）を紹介しておく。

　この事案で、欧州委員会（EUropean Commi- 

ssion）は、2008 年に、ドイツ連邦共和国を相

手に直接税務訴訟を起こした。ドイツ法人税法

（KStG）上のポートフォリオ保有の非居住者（法人

納税者）による源泉税還付請求にかかるドイツ税

法の要件がEU法に反するというのが理由である。

　この提訴を受けて、2011 年 10 月 20 日に、

欧州司法裁判所（ECJ）は、ドイツ税法の源泉税

60 国民税制研究　№ 11（2025） 

【論説】　ドイツの租税法律主義論の今日的展開

比べ、利率は 2 倍になる。

・�ドイツの過少資本税制（KStG8a 条）は、脱税

や租税回避が目的である。しかし、本件では、

そうした目的はない。

・�ドイツの過少資本税制（KStG8a 条）は，関連会

社（親会社等）がドイツ国外に所在する場合には

理由を問わず適用される。国外の関連会社（親会

社等）への支払利子を，国内の関連会社（親会社

等）への支払利子よりも不利に扱うものであり（内

外差別）、開業の自由（EC 条約 43 条）に反する。

【課税庁側の主張】

・�被告シュタインフルト税務署は、次のような主

張を行った。①本件への過少資本税制（KStG8a

条）の適用で、原告の経営は悪化するかもしれ

ない。しかし、KStG8a 条は、そうした場合の

適用除外を定めていない。② KStG8a 条は、法

形式（契約）の濫用による租税回避や逋脱を、

適用要件としていない。③ KStG8a 条は、内外

差別を助長するものではない。なぜならば、他

の EU 加盟国も同様の規定を定めている。

【欧州裁判所（ECJ）の先決判断】

　ドイツの過少資本税制（KStG8a 条）は，ドイ

ツ税法を迂回するように仕組まれた「人為的な仕

組 取 引（wholly artificial arrangements）」 を

通じて課税便益を得ることを防止するという特別

な目的を持ったものではない。また、関連会社（親

会社等）がドイツ国外に所在する場合には、その

理由を問わず適用される。

・�国外の関連会社（親会社等）への支払利子

を，国内の関連会社（親会社等）への支払利

子よりも不利に扱うものであり（内外差別），

EU 法が保障する開業の自由（EC 条約 43 条、

TFEU45 条）に反する。

27 ��PAOlo Piantavigna,〝Tax Abuse and Aggressive Tax Planning in the BEPS Era:How EU Law and the OECD 

are Establishing a Unifying Conceptual Framework in International Tax Law,Despite Linguistic 

Discrepancies,〟World Tax Journal 9（2017）at 37–98.
28 ��Dennis Weber,〝The reasonableness test of the principal purpose test rule in OECD BEPS action 6（tax 

treaty abuse） versus the EU principle of legal certainty and the EU abuse of law case law,〟Erasmus L 

Rev 10,at 48–59 （2017）.
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還付請要件は、EU 条約で保障された資本の移動

の自由（TFEU26 条 2 項）に違反するとの判断

をくだした。　

　以下に、本事案のECJの判決の概要を紹介する。

１2　�ドイツ税法学会での租税法律主義論の
展開

　最後に、ドイツの税法学会での租税法律主義

（tax legality principle ／ der Grundsatz der 

Gesetzmäßigkeit der BestEUerung））論の展

開を見てみよう。主な見解を、おおまかにまとめ

て見ると、次のとおりである。

　ドイツでは、租税法律主義原則（tax regality 

principle／der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
der BestEUerung）と課税の公平原則（equality 

principle of taxation ／ Gleichmäßigkeit der 
BestEUerung）は並行して議論される。双方とも、

立法上の原則であることは共通した認識である。

しかし、とりわけ、課税の公平原則が税法の適用・

解釈上の原則として共通に認識されているのか

どうかについては、今後とも慎重に分析を重ね

たい。

29 ��当時、ドイツ税法のもとでは、法人がその株主に支払うすべての配当金には、原則として 26.375% の源泉税（25％

所得税＋ 5.5% の連帯付加税）がかかった。（ただし、非ドイツ法人株主〔ドイツ居住者でないか、または、ドイ

ツの PE（恒久的施設）によって株式が保有されていない〕は、一定の要件を充足すれば、軽減された 15.825% の

税率で源泉課税された。）ドイツ法人株主は、受け取った配当金についてはほぼ全額（0.8% の法人税負担は除く）

還付を受けることができた。これに対して、非ドイツ法人株主は、受け取った配当金については約 15％の還付を

受けることができるに過ぎなかった。【わが国の法人受取配当等の益金不算入の仕組み（法人税法 23 条）を想定

すればわかりやすい。】
30 ��その後ドイツは税制改正をし、ドイツ居住法人と非居住法人間の格差を是正した。
31 ��See,Joachim Lang,Rechtsstaatliche Ordnung des Steuerrechts,in Steuerrecht § 4-150-165,at 107-112 （Klaus 

Tipke and Joachim Lang,eds.,20th ed.,2009）.
32 ��See,Wolfgang Sehön, Legalität,Gestaltungsfreiheit und Belastungsgleichheit als Grundlagen der Besteuerung 
in Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht（Rainer Huttemann, ed., 2010） at 4.

33 ��See,Paul Kirchhof, Die Gleichheit als staatsrechdicher Aufirag,in Gleichheit im Verfassungsstaat - Symposion 

aus Anlass des 65. Geburtstages von Paul Kirchhof 1,18（Rudolf Mellinghoff and Ulrich Palm,eds.,2008）.
34 ��See,Joachim Lang,supra note 1, § 5-114, at 170.
35 ��See,Ralf P.Sghenke,Die Reghtsfindung im Steuerrecht 235-236（2007）.

・�この事案が争われた当時、ドイツの法人税法

（KStG）は、法人の受取配当金や株式売却益（キャ

ピタルゲイン）は、株式の保有割合制限もなく、

その 95％相当額が免税取扱いであった（8b 条）。

・ �本件で問われたのは、次の点である。①ドイツ

国内出資者（ドイツ居住者）の場合、配当にか

かる源泉税がニュートラルになる。②その一方

で、他の EU 加盟国の出資者（ドイツ非居住者）

の場合は、必ずしも配当源泉税がニュートラル

にならない。　③この結果、ドイツ国内出資者

と他の EU 加盟国出資者の間に不平等が生じて

いる。④これは、EU 条約の資本の移動の自由

（TFEU26 条 2 項）に違反する 29。

・�欧州委員会は、この点を指摘し、法改正を求め

てドイツ側と何度も正式なキャッチボール（折

衝）をした。しかし、ドイツ側は、欧州委員会

が指摘したポートフォリオ投資にかかるドイツ

居住者と非居住者との差別を解消し、平等な課

税取扱いをするための税法改正をしなかった。

・�そこで、欧州委員会は、ドイツ側を相手に、欧

州司法裁判所（ECJ）に、ドイツの課税取扱い、

その典拠となる税法規定は EU が保障する資本

の移動の自由に違反している旨の判決を求めて、

訴訟を提起した。

・�欧州司法裁判所（ECJ）は、2011 年 10 月 20

日に、ポートフォリオ保有の非居住者（法人納

税者）による源泉税還付請求にかかるドイツ税

法の要件は、EU 条約が保障する資本の移動の

自由原則に違反する、との判決を下した 30。

【表 23】�欧州委員会　対　ドイツ共和国（Case C-284【表 23】�欧州委員会　対　ドイツ共和国（Case C-284
／ 09）判決の概要／ 09）判決の概要

①�課税は厳格な租税法律主義のもとに置かれるこ

と 31。

②�税務当局および財政裁判所は、税法の内容に変

更を加えてはならないこと 32。

③�税務当局および財政裁判所はともに、税法の適

用・解釈者であること 33。

④�課税の公平原則のもとでも、税務当局は、税務分

野におけて裁量的な処分をしてはならないこと 34、

⑤�税務当局および財政裁判所は、税法の解釈に

お い て は、 法 的 安 定 性 原 則（Bestimmthe- 

itsgrundsatz）のもと、類推解釈は禁止される

こと 35。

【表 24】【表 24】ドイツの租税法学会での租税法律主義論の展開ドイツの租税法学会での租税法律主義論の展開
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■　むすびにかえて
　　～欧米で二極化する租税法律主義の展開

　欧州司法裁判所（ECJ）などで展開される法理

論や法原則は比較的簡素である。EU 域内では、

こうした EU 法やその適用・解釈が、加盟各国の

法や解釈に優先する仕組みにある。

　ドイツの司法やコメンテーターが構築してきた

固有の租税法原則と、欧州司法裁判所（ECJ）な

どが持ち出す租税法原則とが、どのように融合し

ていくのかは定かではない。欧州司法裁判所（ECJ）

は、EUの司法分野のメルティングポット（Melting 

pot）ともいえる。EU 基準をモデルに、否応なし

に各加盟国の異なる法文化の同化が進む。

　ちなみに、一般的租税回避行為否認規定

（GAAR）ともいえる AO42 条［法の形式可能性

の濫用（Missbrauch von rechtlichen Gestalt- 

ungsmöglichkeiten）］の英訳（ドイツ法務省肯

定訳）では「Abuse of tax planning schemes」

である。地域言語であるドイツ語と国際言語であ

る英語訳との間の大きな齟齬、乖離を感じる。

　不毛な議論を避け、実利を優先することも大事

である。グローバル基準を採り入れた EU の租税

回避対策パッケージ指令（ATAD指令）が採択さ

れた。これに伴い、ドイツは国内税法の改正が義

務付けられた。ドイツは、租税手続法である租税

基本法（AO）、とりわけ 42 条や、租税実体法で

ある法人税法（KStG）や所得税法（EstG）などは、

法改正、EU 税法との同化が避けられない。加え

て、複数のEU加盟国間取引にかかわる場合には、

欧州司法裁判所（ECJ）の出番となることも多い。

ドイツは、ECJ や EU 税法研究者によって展開さ

れる EU 税法理論の呪縛から逃げ切ることは至難

である 。

　もっとも、欧州司法裁判所（ECJ）は、EU 指

令に裏打ちされた付加価値税（VAT）とは異な

り、EUの基本条約［EU条約／EU運営条約］上、

直接税に関する調整（調和）には乗りにくい法環

境にあるのも事実である。これはすでにふれたと

ころである。

　欧州司法裁判所（ECJ）の先例によると、加盟

国の最終審裁判所は、係争する事案に EU 法が

からめば、原則として、欧州司法裁判所（ECJ）

の先決判断（先行判決）を仰がなければならな

いとする。つまり、この先例によると、ドイツ

連邦憲法裁判所（（BVerfG）の判断においても、

UR 運営条約 267 条に定める手続を守って、欧

州司法裁判所（ECJ）に先決判断（preliminary 

ruling）を求めないといけないのではないかが問

われている。この点については、ドイツ連邦憲法

裁判所（（BVerfG）と欧州司法裁判所（ECJ）と

の間で対話が続けられている。

　もっとも、EU は、執行府である欧州委員会の

提案に基づき、EU の立法府［EU 理事会／欧州

議会］は、OECD や G20 などによる BEPS のよ

うなグローバルな動きに同調するスタンスをます

ます強めている。

　わが国の租税法律主義論は、さまざまな外国の

理論を採り入れ、島国で独自の発展を遂げている。

さまざまな原理がてんこ盛り、メルティングポッ

ト状態にある。日本語のような地域言語で構築さ

れた租税法律主義論がグローバルに通用するのか

真剣に再考しないといけない時期にきている。「日

本の租税法律主義ファースト」では、鎖国大好き

のポピュリストのプロパガンダと間違えられかね

ない。

　ドイツの租税法律主義（tax legality principle

／ der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
der BestEUerung）論は、久しく、地域言語

であるドイツ語で独自の展開を見てきた。し

かし、いまやドイツは、EU の核となるメン

バ ー 国 で あ る。 課 税 の 公 平 原 則（equality 

principle of taxation ／ Gleichmäßigkeit der 
BestEUerung ）を大事する EU 租税法の理論に

軸足を移して展開せざるを得ないではないか。

　EU は、経済の強靭化を目指す。EU 域内では、

ドイツをはじめとした加盟国の租税法、租税法律

主義論が共通化に向かっている。一方、経済大国

のアメリカでは、自国ファーストのトップが出現

した。内向きの租税法、大統領令（Presidential 

Directives）主導の租税法律主義論が独り歩き傾

向を強めている。欧米における「租税法律主義論

の二極化」を認識せざるを得ない。

　わが国の地域言語（日本語）で展開される島国

独自の租税法律主義論の所在を、グローバルな視

座から確認する作業を急がないといけない。そし

て、国際言語である英語でフィードバックしない

といけない。

36 ��See,Dennis Weber,Tax Avoidance and the EC Treaty Freedoms 166-235（2005,Kluwer Law International） .
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　わが国でも、アメリカの代替ミニマム税（AMT）

に倣って、「富裕層ミニマム課税」が導入された。

2025 年（令和 7 年）分の個人の所得から適用さ

れる。正式名称は「特定の基準所得金額の課税の

特例」（租税特別措置法第 41 条の 19 ／極めて

高い水準の所得に対する負担の適正化措置）であ

る。超富裕層の資産所得に対する最低所得税率が

22.5％となるまで課税額を上乗せする仕組みであ

る 1。富裕層は概して「租特」、つまり税の優遇／

特例措置（租税歳出）の恩恵を受けていることが

多いことから、税の「公平」を確保しようという

のが狙いだ。

◆ミニマム税と富裕税の違い

　ミニマム税（AMT）は、富裕税（net wealth 

tax ／純資産税）とは異なる。どちらも「富の集中」

に対応するための租税である。ただ、ミニマム税

はフローの所得税の補完税である。

◆わが国でも富裕税改廃の歴史

　かつて、わが国でも、富裕税が導入された。し

かし、すぐに廃止された。

　近年、格差是正の観点から「富裕税」復活の動

きがみられる。対岸のアメリカでも、「ウルトラ・

ミリオネア税（Ultra-Millionaire Tax ／超金持

ち税）」のようなタイトルで、富裕税導入論議は

活発である。

　この背景には、富裕税導入に積極的なフランス

の経済学者トマ・ピケティ（Thomas Piketty）

の強力な発信がある。彼の『21 世紀の資本

（Capital in the Twenty-First Century）』2 は

世 界 的 な ベ ス ト セ

ラーになった。

　しかし、導入は遅々

として進んでいない。

政 治 的 な ハ ー ド ル

や、富裕層の国外逃

1 ��See,Robin Morgan,〝Are There Differences Between Wealth and Income Taxation? Yes,but Less Than We 

Think,〟76 Tax L.Rev.325 (2023)；Jason Nadboy,〝Taxing Wealth:A Comparative Analysis of National 

Wealth Taxes and How a Federal Wealth Tax Can Overcome Administrative challenges,〟7 Cardozo Int’l & 

Comp.L.Rev.275 (2024). 邦文の文献としては、山口和之「富裕税をめぐる欧州の動向」ファイナス（2015 年 5 月号）。
2 ��トマ・ピケティ著／山形浩生ほか訳『21 世紀の資本』 (2014 年、みすず書房 )。
3 ��アメリカ連邦所得税法上の代替ミニマム税について邦文の分析としては、石村耕治「代替ミニマム税の仕組み」『ア

メリカ連邦所得課税法の展開』（2017 年、財経詳報社）所収参照。

■ミニマム税（AMT）と富裕税の違い■ミニマム税（AMT）と富裕税の違い

税の性格

ミニマム税（AMT）

課税対象

目的

課税方式

導入国例

所得税の補完的制度

高所得者が租特で税
負担を極端に軽くす
るのを防ぐ

富裕税

独立した資産課
税制度

所得（フロー） 資産（ストック）

富の集中を是正
し、資産格差を
縮小するため

通常の所得税と並行
して計算し、毎年一
定額以上の税負担を
求める

一 定 額 以 上 の
純 資 産（net 
worth） に 対 し
て毎年課税

アメリカ（個人＋法
人）、インドなど

次 々 と 廃 止 で、
現在、ノルウェー
とスペインの２
国のみに

■日本での富裕税改廃の歴史■日本での富裕税改廃の歴史

導入
1950 年

廃止
1953 年

「富裕税法」制定。戦後の財政再建と富
の再分配を目的に導入。
課税対象は個人の純資産（不動産・株式・
預貯金など）で、年 1 回課税。

しかし 3 年で廃止。徴税コストの高さ、
納税協力（とりわけ資産評価）の困難さ、
納税者の反発などが理由。その後は相続
税や固定資産税など、間接的に富に対す
る課税強化で対応。

（Public use）（Public use）

わが国でスタートする富裕層ミニマム課税わが国でスタートする富裕層ミニマム課税
        編集局J T IJ T I

《コメント》
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避（キャピタルフライト）、資産の国外移転リスク、

財産評価の難しさなどがネックになるからだ。

◆アメリカの代替ミニマム税とは

　アメリカの代替ミニマム税（AMT）は、富裕

層などが所得税の「租特」を使いすぎて税金をほ

とんど払わないのを防ぐための仕組みだ。通常の

所得税とは別に、特定の控除を除いた「AMT 用

の所得」を計算して、26％または 28％の税率で

再計算する。その結果、通常の税額より AMT が

高ければ、AMTを支払うことになる 3。

　AMTは、ザックリ言って、年収がだいたい20

万〜 50 万ドル（3,000 万〜 7,500 万円）以上

で控除が多い人が、追加で数千〜数万ドル（数

十万円〜数百万円）払うことになる。

◆わが国の富裕層ミニマム税の概要

　わが国の富裕層ミニマム税は、次のとおりである。

　富裕層ミニマム課税は、すべての所得が給与ま

たは事業以外からの場合で、年間約 30 億円以上

（金融所得のみの場合は約 10 億円以上）の収入

を得ている個人に対する追加課税である。富裕層

の「租特」の使い過ぎを戒めるのが理由。しかし、

富裕層ミニマム課税算定方法を含め、そのメカニ

ズムはきわめて「複雑」である。

◆求められる「簡素」ファーストの税制

　政治は、通常税制を維持しながら、その一方で、

特定納税者に有利な措置、すなわち「租特」（租

税特別措置／租税歳出）を次々と通常税制に組み

込む。 租特は当然肥大化する。しかし、整理は政

治的に難しい。となると、「透明化」を掲げて「租

税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」

（いわゆる租特透明化法）を制定し、お茶を濁す。

そして、今度は、「公平」の〝ニンジン〟をぶら

下げて、富裕層ミニマム課税を建増しする。こう

した政治の姿勢が、税制構造を危険なほど「複雑」

にしている。

　富裕層ミニマム課税の特徴は、「公平」を目指

すことにある。 だが、このミニマム税は、「公平」

のプラス面よりも「複雑」のマイナス面の方が大

きいのではないか。「簡素」の理念や目標は、完

全に背後に追いやられている。求められるのは、

富裕層ミニマム課税ではなく、租特の整理ファー

ストで、「簡素」な税制ではないか。

　なお、与党税制調査会は、2026 年度税制改正

において、非課税枠を 3.3 億円 ⇒ 1.65 億円に

引き下げ、税率を 22.5% ⇒ 30％に引き上げる

ことで、課税を強化する検討を進めている。ポピュ

リズム減税で、金持ち黙れ、貧乏人だらけの国つ

くりが進む。

・�ミニマム税の目的／概要：金融資産が多いほど

税負担が低いいわゆる「1 億円の壁」対応が立

法目的として加味されている。所得が一定水準

（30 億円。金融所得のみの場合は約 10 億円以

上）を超える個人に対し、最低 22.5％の実効

税率を確保すること。（税制改正で、課税基準値

■�ミニマム税と租税歳出／租特の関係：複雑化のメカニ■�ミニマム税と租税歳出／租特の関係：複雑化のメカニ
ズムズム

≪富裕層ミニマム税額の計算式≫

（基準所得金額＊ − 3.3 億円） × 22.5％ ＞ 基準

所得税額 **

　＊�「基準所得金額」とは、給与所得、事業所得、

株式や不動産の譲渡所得などを合算した金額

（申告不要制度を使わずに算出した合計所得金

額（ただし、上場株式や投資信託などからの

配当金・株式や不動産の売却益など譲渡所得、

預金利子や公社債の利子などを含む。一方、

NISA などの非課税所得は除外。）

　**�「基準所得税額」とは、その年の基準所得金

額に対する所得税額（ただし、外国税額控除

などは除外）

■わが国の富裕層ミニマム税額の計算式（2026 年度）■わが国の富裕層ミニマム税額の計算式（2026 年度）

を引下げ、課税強化の方向）

・�対象となる所得：株式譲渡所得や配当所得、

利子所得で、分離課税の税率（所得税など

20.315％）が適用になる資産所得が中心。

・�租特（租税歳出）との関係：NISA や特定口座

などの非課税・軽課税制度（＝租税歳出／租特）

を通じて得た所得は、基準所得金額から除外さ

れる。

・�複雑化の要因：❶所得構成に応じた課税判定が

必要、❷租特（租税歳出）でも基準所得金額に

入れるものとそうでないものがある、❸利子な

ど源泉分離課税（20.315％）で完結していて

も、（申告不要制度を使わない）基準所得金額

の算出が必要

・�ミニマム税の影響：❶中小企業の事業承継や

M&A などの場面で該当する可能性がある。な

ぜならば、非上場企業の株式や不動産の譲渡

所得が基準所得金額に含まれるからである。

❷納税者のコンプライアンス（納税協力）コ

ストと税務当局の執行・税務調査コストが上

昇 す る。 い わ ゆ る「 外 部 不 経 済（negative 

externality）」も考えないといけない。
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